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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　球を貯留可能な貯留手段と、その貯留手段に球を供給する供給手段と、前記貯留手段に
貯留された球を排出可能な球排出開口と、遊技領域へ向けて球を発射可能に構成される球
発射手段とを備える遊技機において、
　前記球排出開口を通過した球が流下可能な球流路を備え、その球流路の前記供給手段側
に、所定の物体を収容可能な収容部が形成され、
　前記貯留手段に供給された球が前記球排出開口上を経由し前記球発射手段へ向かう第１
の流下経路と、前記貯留手段に供給された球が前記球排出開口上を経由しないで前記球発
射手段へ向かう第２の流下経路とが構成され、
　前記貯留手段は、
　前記第１の流下経路における前記球排出開口よりも上流側に形成される上流側部と、
　前記上流側部よりも前記第１の流下経路における下流側に配設されうる下流側部とを備
え、
　前記球排出開口を球が通過可能な状態において前記第２の流下経路を通過する球を前記
球発射手段に誘導可能に構成され、
　前記球排出開口は、前記下流側部の上流側であって端部側である位置に配置され、
　前記下流側部の上面は、前記上流側部の上面から一段下がった位置に配置されうること
を特徴とする遊技機。
【請求項２】
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　基板ボックスを備えることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機などの遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ここで、パチンコ機等の遊技機において、発射前の球を貯留手段に貯留する遊技機があ
る（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－０８７５１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、内部空間の利用方法に改良の余地があると
いう問題点があった。
【０００５】
　本発明は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、内部空間の利用
方法の良好な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、球を貯留可能な貯留手段と、その
貯留手段に球を供給する供給手段と、前記貯留手段に貯留された球を排出可能な球排出開
口と、遊技領域へ向けて球を発射可能に構成される球発射手段とを備える遊技機であって
、前記球排出開口を通過した球が流下可能な球流路を備え、その球流路の前記供給手段側
に、所定の物体を収容可能な収容部が形成され、前記貯留手段に供給された球が前記球排
出開口上を経由し前記球発射手段へ向かう第１の流下経路と、前記貯留手段に供給された
球が前記球排出開口上を経由しないで前記球発射手段へ向かう第２の流下経路とが構成さ
れ、前記貯留手段は、前記第１の流下経路における前記球排出開口よりも上流側に形成さ
れる上流側部と、前記上流側部よりも前記第１の流下経路における下流側に配設されうる
下流側部とを備え、前記球排出開口を球が通過可能な状態において前記第２の流下経路を
通過する球を前記球発射手段に誘導可能に構成され、前記球排出開口は、前記下流側部の
上流側であって端部側である位置に配置され、前記下流側部の上面は、前記上流側部の上
面から一段下がった位置に配置されうる。
【０００７】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、基板ボックスを備える。
【０００８】
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１記載の遊技機によれば、内部空間を良好に利用することができる。
【００１０】
　請求項２記載の遊技機によれば、請求項１記載の遊技機の奏する効果に加え、基板ボッ
クスに基板を収容することができる。
【００１１】
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図２】パチンコ機の遊技盤の正面図である。
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【図３】パチンコ機の背面図である。
【図４】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】正面枠の部分正面斜視図である。
【図６】流下装置の正面分解斜視図である。
【図７】流下装置の正面分解斜視図である。
【図８】（ａ）は、第１板部材の正面図であり、（ｂ）は、図８（ａ）のＶＩＩＩｂ－Ｖ
ＩＩＩｂ線における第１板部材の断面図であり、（ｃ）は、第１板部材の背面図であり、
（ｄ）は、図８（ａ）のＶＩＩＩｄ－ＶＩＩＩｄ線における第１板部材の断面図である。
【図９】（ａ）は、第２板部材の正面図であり、（ｂ）は、図９（ａ）のＩＸｂ－ＩＸｂ
線における第２板部材の断面図であり、（ｃ）は、第２板部材の背面図であり、（ｄ）は
、図９（ａ）のＩＸｄ－ＩＸｄ線における第２板部材の断面図である。
【図１０】（ａ）は、傾倒部材の正面図であり、（ｂ）は、図１０（ａ）のＸｂ－Ｘｂ線
における傾倒部材の断面図であり、（ｃ）は、図１０（ａ）の矢印Ｘｃ方向視における傾
倒部材の上面図であり、（ｄ）は、図１０（ａ）の矢印Ｘｄ方向視における傾倒部材の底
面図である。
【図１１】（ａ）は、解除部材の正面図であり、（ｂ）は、図１１（ａ）のＸＩｂ－ＸＩ
ｂ線における解除部材の断面図であり、（ｃ）は、図１１（ｂ）の矢印ＸＩｃ方向視にお
ける解除部材の上面図である。
【図１２】上皿の上面図である。
【図１３】図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線における正面枠の部分断面図である。
【図１４】（ａ）及び（ｂ）は、図１３のＸＩＶａ－ＸＩＶａ線における正面枠の部分断
面図である。
【図１５】（ａ）及び（ｂ）は、傾倒部材及び解除部材に与えられる負荷を示す模式図で
ある。
【図１６】上皿の背面斜視図である。
【図１７】上皿の背面斜視図である。
【図１８】（ａ）から（ｃ）は、上皿の上面図である。
【図１９】（ａ）から（ｃ）は、上皿の上面図である。
【図２０】上皿に継続的に球が供給される（払い出される）場合に上皿に残る球の個数変
化の一例を示すタイミングチャートである。
【図２１】（ａ）は、正面枠の部分正面図であり、（ｂ）は、図２１（ａ）のＸＸＩｂ－
ＸＸＩｂ線における正面枠の断面図である。
【図２２】（ａ）は、図２１（ａ）のＸＸＩＩａ－ＸＸＩＩａ線における第１板部材及び
第２板部材の断面図であり、（ｂ）は、図２１（ａ）のＸＸＩＩｂ－ＸＸＩＩｂ線におけ
る第１板部材及び第２板部材の断面図であり、（ｃ）は、図２１（ａ）のＸＸＩＩｃ－Ｘ
ＸＩＩｃ線における第１板部材及び第２板部材の断面図である。
【図２３】（ａ）及び（ｂ）は、図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線における正面枠の部分断
面図である。
【図２４】第２実施形態における正面枠の分解正面斜視図である。
【図２５】（ａ）から（ｄ）は、順序規定装置の側面図である。
【図２６】上皿の上面図である。
【図２７】上皿の背面斜視図である。
【図２８】上皿の背面斜視図である。
【図２９】上皿の背面斜視図である。
【図３０】上皿の上面図である。
【図３１】上皿の上面図である。
【図３２】（ａ）及び（ｂ）は、上皿に継続的に球が供給される（払い出される）場合に
上皿に残る球の個数変化の一例を示すタイミングチャートである。
【図３３】（ａ）及び（ｂ）は、図１３のＸＩＶａ－ＸＩＶａ線に対応する線における正
面枠の断面図である。
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【図３４】（ａ）は、第３実施形態における正面枠の部分上面図であり、（ｂ）及び（ｃ
）は、図３４（ａ）のＸＸＸＩＶｂ－ＸＸＸＩＶｂ線における正面枠の部分断面図である
。
【図３５】第４実施形態における上皿の背面斜視図である。
【図３６】上皿の背面斜視図である。
【図３７】（ａ）及び（ｂ）は、図１３のＸＩＶａ－ＸＩＶａ線に対応する線における第
５実施形態における正面枠の部分断面図である。
【図３８】上皿の背面斜視図である。
【図３９】上皿の背面斜視図である。
【図４０】第６実施形態におけるパチンコ機の側面図である。
【図４１】（ａ）及び（ｂ）は、パチンコ機の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図１から図２
６を参照し、第１実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」
という）１０に適用した場合の一実施形態について説明する。図１は、第１実施形態にお
けるパチンコ機１０の正面図であり、図２はパチンコ機１０の遊技盤１３の正面図であり
、図３はパチンコ機１０の背面図である。
【００１４】
　なお、以下の説明では、図１に示す状態のパチンコ機１０に対して、紙面手前側を前方
（正面）側として、紙面奥側を後方（背面）側として説明する。また、図１に示す状態の
パチンコ機１０に対して、上側を上方（上）側として、下側を下方（下）側として、右側
を右方（右）側として、左側を左方（左）側としてそれぞれ説明する。さらに、図中の矢
印Ｕ－Ｄ，Ｌ－Ｒ，Ｆ－Ｂは、スロットマシン１０の上下方向，左右方向，前後方向をそ
れぞれ示している。
【００１５】
　図１に示すように、パチンコ機１０は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成
される外枠１１と、その外枠１１と略同一の外形形状に形成され外枠１１に対して開閉可
能に支持された内枠１２とを備えている。外枠１１には、内枠１２を支持するために正面
視（図１参照）左側（矢印Ｌ側）の上下２カ所に金属製のヒンジ１８が取り付けられ、そ
のヒンジ１８が設けられた側を開閉の軸として内枠１２が正面手前側（矢印Ｆ側）へ開閉
可能に支持されている。
【００１６】
　内枠１２には、多数の釘や入賞口６３，６４等を有する遊技盤１３（図２参照）が裏面
側から着脱可能に装着される。この遊技盤１３の正面を球（以下、遊技球やパチンコ球と
も称す）が流下することにより弾球遊技が行われる。なお、内枠１２には、球を遊技盤１
３の正面領域に発射する球発射ユニット１１２ａ（図４参照）やその球発射ユニット１１
２ａから発射された球を遊技盤１３の正面領域まで誘導する発射レール（図示せず）等が
取り付けられている。
【００１７】
　内枠１２の正面側には、その正面を覆う正面枠１４が設けられている。正面枠１４を支
持するために正面視（図１参照）左側（矢印Ｌ側）の上下２カ所に金属製のヒンジ１９が
取り付けられ、そのヒンジ１９が設けられた側を開閉の軸として正面枠１４が正面手前側
（矢印Ｆ側）へ開閉可能に支持されている。なお、内枠１２の施錠と正面枠１４の施錠と
は、シリンダ錠２０の鍵穴２１に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ
解除される。
【００１８】
　正面枠１４は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部
には略楕円形状に開口形成された窓部１４ｃが設けられている。正面枠１４の裏面側には
２枚の板ガラスを有するガラスユニット１６が配設され、そのガラスユニット１６を介し
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て遊技盤１３の正面がパチンコ機１０の正面側から視認可能となっている。
【００１９】
　正面枠１４には、球を貯留する上皿１７が正面側へ張り出して上面を開放した略箱状に
形成されており、この上皿１７に賞球や貸出球などが排出される。更に、上皿１７の下方
に下皿１５が正面側へ張り出して形成される。上皿１７の底面は右側（矢印Ｒ側）に下降
傾斜して形成され、上皿１７に投入された球がその傾斜により発射供給口１７ｋ（図１２
参照）を通過して球発射ユニット１１２ａ（図４参照）へと案内される。また、上皿１７
の上面（矢印Ｕ側面）には、枠ボタン２２が設けられている。この枠ボタン２２は、例え
ば、第３図柄表示装置８１（図２参照）で表示される演出のステージを変更したり、スー
パーリーチの演出内容を変更したりする場合などに、遊技者により操作される。
【００２０】
　正面枠１４には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けら
れている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に
応じて、点灯又は点滅することにより発光態様が変更制御され、遊技中の演出効果を高め
る役割を果たす。窓部１４ｃの周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部２９～３
３が設けられている。パチンコ機１０においては、これら電飾部２９～３３が大当たりラ
ンプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するＬＥＤの点
灯や点滅によって各電飾部２９～３３が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或い
は大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、正面枠１４の正面視（図１
参照）左上部（矢印Ｌ，Ｕ側部分）には、ＬＥＤ等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し
中とエラー発生時とを表示可能な表示ランプ３４が設けられている。
【００２１】
　また、右側（矢印Ｒ側）の電飾部３２下側（矢印Ｄ側）には、正面枠１４の裏面側を視
認できるように裏面側より透明樹脂を取り付けて小窓３５が形成され、遊技盤１３正面の
貼着スペースＫ１（図２参照）に貼付される証紙等がパチンコ機１０の正面から視認可能
とされている。また、パチンコ機１０においては、より煌びやかさを醸し出すために、電
飾部２９～３３の周りの領域にクロムメッキを施したＡＢＳ樹脂製のメッキ部材３６が取
り付けられている。
【００２２】
　窓部１４ｃの下方（矢印Ｄ方向）には、貸球操作部４０が配設されている。貸球操作部
４０には、度数表示部４１と、球貸しボタン４２と、返却ボタン４３とが設けられている
。パチンコ機１０の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に
紙幣やカード等を投入した状態で貸球操作部４０が操作されると、その操作に応じて球の
貸出が行われる。具体的には、度数表示部４１はカード等の残額情報が表示される領域で
あり、内蔵されたＬＥＤが点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタ
ン４２は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作さ
れるものであり、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿１７に供給される
。返却ボタン４３は、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作され
る。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿１７に球が直接貸し出される
パチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部４０が不要となるが、この場合には、貸球操
作部４０の設置部分に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カー
ドユニットを用いたパチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。
【００２３】
　上皿１７の下側（矢印Ｄ側）に位置する下皿１５は、上皿１７に貯留しきれなかった球
を貯留するための球受け部分であって、上面を開放した略箱状に形成されている。下皿１
５の右側（矢印Ｒ側）には、球を遊技盤１３の正面へ打ち込むために遊技者によって操作
される操作ハンドル５１が配設される。
【００２４】
　操作ハンドル５１の内部には、球発射ユニット１１２ａの駆動を許可するためのタッチ
センサ５１ａと、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ５１
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ｂと、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変
抵抗器（図示せず）などが内蔵されている。操作ハンドル５１が遊技者によって右回りに
回動操作されると、タッチセンサ５１ａがオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操
作量に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射
され、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤１３の正面へ球が打ち込まれる
。また、操作ハンドル５１が遊技者により操作されていない状態においては、タッチセン
サ５１ａおよび発射停止スイッチ５１ｂがオフとなっている。
【００２５】
　下皿１５の正面下方部には、下皿１５に貯留された球を下方へ排出する際に操作するた
めの球抜きレバー５２が設けられている。この球抜きレバー５２を押し込むたびに、下皿
１５の底面に形成された底面口１５ａが、開状態と閉状態とで切り替えられる。底面口１
５ａが開状態となると、底面口１５ａから球が自然落下して排出される。この球抜きレバ
ー５２の操作は、通常、下皿１５の下方に下皿１５から排出された球を受け取る箱（一般
に「千両箱」と称される。以下、同じ）を置いた状態で行われる。下皿１５の右方には、
上述したように操作ハンドル５１が配設され、下皿１５の左方には灰皿（図示せず）が取
り付けられている。
【００２６】
　図２に示すように、遊技盤１３は、正面視略正方形状に切削加工したベース板６０に、
球案内用の多数の釘や風車の他、レール６１，６２、一般入賞口６３、第１入球口６４、
第２入球口６４０、普通入球口（スルーゲート）６７、可変表示装置ユニット８０等を組
み付けて構成され、その周縁部が内枠１２（図１参照）の裏面側に取り付けられる。ベー
ス板６０は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板６０の背面側に配設さ
れた各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入賞口６３、第１入
球口６４、第２入球口６４０、可変表示装置ユニット８０は、ルータ加工によってベース
板６０に形成された貫通穴に配設され、遊技盤１３の正面側からタッピングネジ等により
固定されている。
【００２７】
　遊技盤１３の正面中央部分は、正面枠１４の窓部１４ｃ（図１参照）を通じて内枠１２
の正面側から視認することができる。以下に、主に図２を参照して、遊技盤１３の構成に
ついて説明する。
【００２８】
　遊技盤１３の正面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工して形成した外レール６２
が植立され、その外レール６２の内側位置には外レール６２と同様に帯状の金属板で形成
した円弧状の内レール６１が植立される。この内レール６１と外レール６２とにより遊技
盤１３の正面外周が囲まれ、遊技盤１３とガラスユニット１６（図１参照）とにより前後
が囲まれることにより、遊技盤１３の正面には、球の挙動により遊技が行われる遊技領域
が形成される。遊技領域は、遊技盤１３の正面であって２本のレール６１，６２とレール
間を繋ぐ樹脂製の円弧部材７０とにより区画して形成される領域（入賞口等が配設され、
発射された球が流下する領域）である。
【００２９】
　２本のレール６１，６２は、球発射ユニット１１２ａ（図４参照）から発射された球を
遊技盤１３上部（矢印Ｕ側部分）へ案内するために設けられたものである。内レール６１
の先端部分（図２の左上部、矢印Ｌ側上部）には戻り球防止部材６８が取り付けられ、一
旦、遊技盤１３の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が
防止される。外レール６２の先端部（図２の右上部、矢印Ｒ側上部）には、球の最大飛翔
部分に対応する位置に返しゴム６９が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、
返しゴム６９に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。また、内レール
６１の右下側（矢印Ｒ側下方）の先端部と外レール６２の右上側（矢印Ｒ側上方）の先端
部との間には、レール間を繋ぐ円弧を内面側に設けて形成された樹脂製の円弧部材７０が
ベース板６０に打ち込んで固定されている。
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【００３０】
　本パチンコ機１０では、第１入球口６４、および第２入球口６４０へ入賞があったこと
を契機として特別図柄（第１図柄）の抽選が行われ、球が普通入球口６７を通過した場合
に普通図柄（第２図柄）の抽選が行われる。第１入球口６４、および第２入球口６４０へ
の入球に対して行われる特別図柄の抽選では、特別図柄の大当たりか否かの当否判定が行
われると共に、特別図柄の大当たりと判定された場合にはその大当たり種別の判定も行わ
れる。なお、本パチンコ機１０では、特別図柄の低確率状態では、例えば、３２０分の１
の確率で特別図柄の大当たりと判定され、特別図柄の高確率状態（特別図柄の確変状態と
も称する）では、例えば、６０分の１の確率で特別図柄の大当たりと判定される。なお、
説明の便宜上、第１入球口６４への入球に対して行われる特別図柄の抽選を「特別図柄１
の抽選」と称し、第２入球口６４０への入球に対して行われる特別図柄の抽選を「特別図
柄２の抽選」と称する。
【００３１】
　特別図柄の大当たりになると、パチンコ機１０が特別遊技状態へ移行すると共に、通常
時には閉鎖されている第１特定入賞口６５ａが所定時間（例えば、３０秒経過するまで、
或いは、球が１０個入賞するまで）開放される動作が最大１５回（１５ラウンド）繰り返
される。その結果、その第１特定入賞口６５ａに多量の球が入賞するので、通常時より多
量の賞球の払い出しが行われる。
【００３２】
　なお、特別図柄の大当たり種別としては、「大当たりＡ」、「大当たりＢ」、「大当た
りＣ」、「大当たりａ」、「大当たりｂ」、「大当たりｃ」の６種類が設けられている。
大当たり種別によって、第１特定入賞口６５ａの開放パターンが異なって構成されており
、第１可変入賞装置６５への球の入球個数を変化させるように構成される。
【００３３】
　特別図柄（第１図柄）の抽選が行われると、第１図柄表示装置３７において特別図柄の
変動表示が開始されて、所定時間（例えば、１１秒～６０秒など）が経過した後に、抽選
結果を示す特別図柄が停止表示される。第１図柄表示装置３７において変動表示が行われ
ている間に球が第１入球口６４、または第２入球口６４０へと入球すると、その入球回数
は入球口の種別毎にそれぞれ最大４回まで保留され、その保留球数が第１図柄表示装置３
７により示されると共に、第３図柄表示装置８１においても示される。第１図柄表示装置
３７において変動表示が終了した場合に、第１入球口６４についての保留球数（特別図柄
１の保留球数）、または第２入球口６４０についての保留球数（特別図柄２の保留球数）
が残っていれば、次の特別図柄の抽選が行われると共に、その抽選に応じた変動表示が開
始される。なお、特別図柄１の保留球数と特別図柄２の保留球数が共に残っている場合は
、特別図柄２の保留球に基づく抽選が優先的に実行される。
【００３４】
　普通図柄（第２図柄）の抽選では、普通図柄の当たりか否かの当否判定が行われる。普
通図柄の当たりになると、所定時間（例えば、０．２秒または１秒）だけ第２入球口６４
０に付随する電動役物６４０ａが開放され、第２入球口６４０へ球が入球し易い状態にな
る。つまり、普通図柄の当たりになると、球が第２入球口６４０へ入球し易くなり、その
結果、特別図柄の抽選が行われ易くなる。
【００３５】
　また、普通図柄（第２図柄）の抽選が行われると、第２図柄表示装置８３において普通
図柄の変動表示が開始されて、所定時間（例えば、３秒や３０秒など）が経過した後に、
抽選結果を示す普通図柄が停止表示される。第２図柄表示装置８３において変動表示が行
われている間に球が普通入球口６７を通過すると、その通過回数は最大４回まで保留され
、その保留球数が第１図柄表示装置３７により表示されると共に、第２図柄保留ランプ８
４においても示される。第２図柄表示装置８３において変動表示が終了した場合に、普通
入球口６７についての保留球数が残っていれば、次の普通図柄の抽選が行われると共に、
その抽選に応じた変動表示が開始される。
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【００３６】
　本実施形態では、大当たり終了後の付加価値として、特別遊技状態が終了してから特別
図柄の抽選が１００回終了するまで特別図柄の確変状態（高確率状態）が付与され、特別
図柄の抽選が１００回終了して以降は通常状態に設定されるように構成される。
【００３７】
　なお、本実施形態では、特別遊技状態の終了後に特別図柄の確変状態が付与される場合
に、その特別図柄の確変状態が特別図柄の抽選の回数に応じて終了するように構成したが
、これに限られるものではなく、例えば、所定の大当たり種別（例えば、大当たりＡ、大
当たりＢ、大当たりａ）の大当たり遊技の後に、その大当たり終了後から次に大当たりと
なるまでの間、パチンコ機１０が特別図柄の高確率状態（特別図柄の確変中）へ移行する
ようにしても良い。この場合、他の大当たり種別（例えば、大当たりＣ、大当たりｂ、大
当たりｃ）の大当たり遊技の後に、特別図柄の抽選が１００回終了するまで普通図柄の時
短状態となるように構成される。
【００３８】
　なお、上述した特別図柄の確変状態（高確率状態）が付与される特別図柄の抽選回数は
、１００回に限られるものではない。例えば、５０回でも良いし、２００回でも良い。
【００３９】
　また、上述した普通図柄の時短状態となる特別図柄の抽選回数は、１００回に限られる
物ではない。例えば、５０回でも良いし、５回でも良い。
【００４０】
　ここで、「特別図柄の高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大
当たり確率がアップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、
特別遊技状態へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における特別図柄の高確
率状態（特別図柄の確変中）は、普通図柄（第２図柄）の当たり確率がアップして第２入
球口６４０へ球が入賞し易い遊技の状態を含む。一方、「特別図柄の低確率状態」とは、
特別図柄の確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち、特別図柄の確変中
よりも大当たり確率が低い状態をいう。
【００４１】
　また、「普通図柄の時短状態」（時短中）とは、普通図柄の当たり確率がアップして第
２入球口６４０へ球が入賞し易い遊技の状態のことをいう。また、「通常状態」とは、特
別図柄の確変中でも普通図柄の時短中でもない遊技の状態（大当たり確率も普通図柄（第
２図柄）の当たり確率もアップしていない状態）のことをいう。
【００４２】
　特別図柄の確変中や、普通図柄の時短中では、普通図柄の当たり確率がアップするだけ
ではなく、第２入球口６４０に付随する電動役物６４０ａが開放される時間も変更され、
通常状態に比較して長い時間が設定される。電動役物６４０ａが開放された状態（開放状
態）にある場合は、その電動役物６４０ａが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比
較して、第２入球口６４０へ球が入賞しやすい状態となる。よって、特別図柄の確変中や
普通図柄の時短中は、第２入球口６４０へ球が入球し易い状態となる。即ち、特別図柄の
抽選が行われやすくなる。
【００４３】
　なお、特別図柄の確変中や普通図柄の時短中において、第２入球口６４０に付随する電
動役物６４０ａの開放時間を変更するのではなく、又は、その開放時間を変更することに
加えて、普通図柄の当たりとなった場合における電動役物６４０ａの開放回数を、通常状
態よりも増やすように構成してもよい。また、特別図柄の確変中や普通図柄の時短中にお
いて、普通図柄（第２図柄）の当たり確率は変更せず、第２入球口６４０に付随する電動
役物６４０ａが開放される時間、および電動役物６４０ａの開放回数のうち少なくとも一
方を変更するものとしてもよい。また、特別図柄の確変中や普通図柄の時短中において、
第２入球口６４０に付随する電動役物６４０ａが開放される時間や、電動役物６４０ａの
開放回数は変更せず、普通図柄（第２図柄）の当たり確率だけを、通常状態に比較してア
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ップするように構成してもよい。
【００４４】
　遊技領域の正面視右側上部（図２の矢印Ｒ，Ｕ側部分）には、発光手段である複数の発
光ダイオード（以下、「ＬＥＤ」と略す）３７ａと７セグメント表示器３７ｂとが設けら
れた第１図柄表示装置３７が配設されている。第１図柄表示装置３７は、後述する主制御
装置１１０で行われる各制御に応じた表示がなされるものであり、主にパチンコ機１０の
遊技状態の表示が行われる。複数のＬＥＤ３７ａは、第１入球口６４、または第２入球口
６４０への入球（始動入賞）に伴って行われる特別図柄の抽選が実行中であるか否かを点
灯状態により示すことによって変動表示を行ったり、変動終了後の停止図柄として、その
特別図柄の抽選結果に応じた特別図柄（第１図柄）を点灯状態により示したり、第１入球
口６４に入球された球のうち変動が未実行である球（保留球）の数である保留球数を点灯
状態により示すものである。
【００４５】
　この第１図柄表示装置３７において特別図柄（第１図柄）の変動表示が行われている間
に球が第１入球口６４、または第２入球口６４０へと入球した場合、その入球回数は入球
口の種別毎にそれぞれ最大４回まで保留され、その保留球数は第１図柄表示装置３７によ
り示されると共に、第３図柄表示装置８１においても示される。なお、本実施形態におい
ては、第１入球口６４、および第２入球口６４０への入球は、それぞれ最大４回まで保留
されるように構成したが、最大保留回数は４回に限定されるものでなく、３回以下、又は
、５回以上の回数（例えば、８回）に設定しても良い。
【００４６】
　７セグメント表示器３７ｂは、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行うものである
。なお、ＬＥＤ３７ａは、それぞれのＬＥＤの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよ
う構成され、その発光色の組み合わせにより、少ないＬＥＤでパチンコ機１０の各種遊技
状態（特別図柄の高確率状態や、普通図柄の時短中など）を表示することができる。また
、ＬＥＤ３７ａには、変動終了後の停止図柄として特別図柄の抽選結果が大当たりである
か否かが示されるだけでなく、大当たりである場合はその大当たり種別（大当たりＡ、大
当たりＢ、大当たりＣ、大当たりａ、大当たりｂ、大当たりｃ）に応じた特別図柄（第１
図柄）が示される。
【００４７】
　遊技領域には、球が入賞することにより５個から１５個の球が賞球として払い出される
複数の一般入賞口６３が配設されている。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置
ユニット８０が配設されている。可変表示装置ユニット８０には、第１入球口６４及び第
２入球口６４０への入賞（始動入賞）をトリガとして、第１図柄表示装置３７における変
動表示と同期させながら、第３図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表示
装置」と略す）で構成された第３図柄表示装置８１と、普通入球口（スルーゲート）６７
の球の通過をトリガとして第２図柄を変動表示するＬＥＤで構成される第２図柄表示装置
８３とが設けられている。この可変表示装置ユニット８０には、第３図柄表示装置８１の
外周を囲むようにして、センターフレーム８６が配設されている。
【００４８】
　第３図柄表示装置８１は９インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるもので
あり、表示制御装置１１４（図４参照）によって表示内容が制御されることにより、例え
ば上、中及び下の３つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第３図柄）によっ
て構成され、これらの第３図柄が図柄列毎に横スクロールして第３図柄表示装置８１の表
示画面上にて第３図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第３図柄表示装
置８１は、主制御装置１１０（図４参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第１図柄表示
装置３７で行われるのに対して、その第１図柄表示装置３７の表示に応じた装飾的な表示
を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用いて第３図柄表示装置
８１を構成するようにしても良い。
【００４９】
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　本実施形態では、第３図柄は、「０」から「９」の数字を付した１０種類の主図柄によ
り構成されている。本実施形態のパチンコ機１０においては、後述する主制御装置１１０
（図４参照）により行われる特別図柄の抽選結果が大当たりであった場合に、同一の主図
柄が揃う変動表示が行われ、その変動表示が終わった後に大当たりが発生するよう構成さ
れている。一方、特別図柄の抽選結果が外れであった場合は、同一の主図柄が揃わない変
動表示が行われる。
【００５０】
　例えば、特別図柄の抽選結果が「大当たりＢ」、「大当たりＣ」、「大当たりｂ」、「
大当たりｃ」であれば、偶数番号である「０，２，４，６，８」が付加された主図柄が揃
う変動表示が行われる。一方、「大当たりＡ」、「大当たりａ」であれば、奇数番号も加
えたすべての番号「０，１，２，３，４，５，６，７，８，９」のうちいずれかの番号が
付加された主図柄が揃う変動表示が行われる。一方、特別図柄の抽選結果が外れであれば
、同一番号の主図柄が揃わない変動表示が行われる。
【００５１】
　次に、第３図柄表示装置８１に表示される、遊技盤１３の右側の経路（流路）を狙って
球を打ち出すように促す表示（右打ちナビ）について説明する。
【００５２】
　上述した通り、本実施形態のパチンコ機１０では、特別図柄の確変状態や、普通図柄の
時短状態となった場合に、電動役物６４０ａが開放しやすくなるので、遊技盤１３の右側
へと球を打ち出す（右打ちする）ことにより、第２入球口６４０へと球を入球させやすく
なる。また、詳細については後述するが、第２入球口６４０へと球が入球したことに基づ
いて行われる特別図柄の抽選（特別図柄２の抽選）により大当たりとなると、第１入球口
６４へと球が入球したことに基づいて行われる特別図柄の抽選（特別図柄１の抽選）によ
り大当たりとなる場合に比較して、最大の利益を獲得できる大当たり（大当たりａ）とな
りやすい。よって、大当たりの終了後に付与される特別図柄の確変状態や、普通図柄の時
短状態では、右打ちを実行することにより、遊技者にとって有利となる。換言すれば、特
別図柄の確変状態や、普通図柄の時短状態に設定されたとしても、遊技者が右打ちしなけ
れば第２入球口６４０へと球を入球させることができないため、特別図柄の確変状態や、
普通図柄の時短状態の恩恵を遊技者が十分に受けることができなくなってしまう。
【００５３】
　そこで、本実施形態では、特別図柄の確変状態や、普通図柄の時短状態においては、特
定の画像（右打ちナビ）を表示させることにより、遊技者が特別図柄の確変状態や普通図
柄の時短状態となることによる恩恵を十分に受けられない事態が発生することを防止して
いる。
【００５４】
　右打ちナビでは、第３図柄表示装置８１に「右を狙え！！」との文字が表示されると共
に、その文字の上下（矢印Ｕ側および矢印Ｄ側）に右向きの（矢印Ｒ方向を向いた）矢印
が３つずつ表示される。これらの文字、および矢印が表示されることにより、遊技者に対
して球を遊技盤１３の右側に設けられた経路（流路）へと打ち出すべきであると感じさせ
ることができる。よって、遊技者に、特別図柄の確変状態、および普通図柄の時短状態と
なることによる恩恵を受けさせることができる。
【００５５】
　次に、本実施形態のパチンコ機１０において第３図柄表示装置８１に対して表示される
警告画像の一例について説明する。この警告画像は、遊技者が遊技盤１３の右側に設けら
れた経路（流路）へと球を打ち出す（右打ちする）べき期間でないにもかかわらず、右打
ちを実行していると判別された場合に第３図柄表示装置８１に対して表示される画像（右
打ち警告画像）である。より具体的には、通常状態（特別図柄の確変状態でも、普通図柄
の時短状態でもない状態）において、遊技者が右打ちを行っていると判別した場合に表示
される。
【００５６】
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　本実施形態のパチンコ機１０では、通常状態において電動役物６４０ａが開放されにく
くなるように制御される（右打ちを行ったとしても第２入球口６４０へと球を入球させに
くい）。このため、通常状態において右打ちを行うと、左打ちにより第１入球口６４を狙
って球を打ち出す場合に比較して、特別図柄の抽選を受ける機会が少なくなってしまう。
即ち、通常状態において右打ちを行うと、大当たりとなりにくくなるので、遊技者にとっ
て損となってしまう。よって、右打ち警告画像を表示させて左打ちを促すことにより、遊
技者が損をしてしまうことを防止（抑制）できるように構成している。
【００５７】
　通常状態において遊技者が右打ちを行っていると判別した場合には、第３図柄表示装置
８１に対して、「警告」との文字と、「左打ちで遊技してね！！」との文字とが表示され
る。これらの文字が表示されることにより、遊技者に対して右打ちをすべきではない（左
打ちを行うべきである）と気付かせることができる。また、ホールの店員も右打ち警告画
面の有無を確認することにより、通常状態において右打ちを行う変則的な遊技方法を実行
している遊技者がいるか否かを容易に判別することができる。
【００５８】
　なお、右打ちを行っているか否かの判断方法としては、例えば、右打ちを行った場合に
球が流入し得る普通入球口（スルーゲート）６７（図２参照）に対して球が入球したか否
かによって判断する。
【００５９】
　本実施形態では、通常状態において普通入球口（スルーゲート）６７（図２参照）に球
が入球したことを検出した場合に、右打ち警告画像を表示させるように構成していたが、
これに限られるものではない。例えば、特別遊技状態（大当たり状態）以外の状態におい
て、第１特定入賞口６５ａへと球が入賞（入球）したことを検出した場合に、不正遊技が
行われていると判別して、右打ち警告画像を表示させるように構成してもよい。これによ
り、ホールの店員は右打ち警告画像の有無を確認するだけで容易に不正の有無を判別する
ことができる。また、特別遊技状態（大当たり状態）以外の状態において、第１特定入賞
口６５ａへと球が入球したことを検出した場合に、ホールコンピュータに対して不正が行
われていることを示す信号を出力するように構成してもよい。これにより、ホールコンピ
ュータの操作者は容易に不正が行われている可能性の有無、および不正行為が行われてい
るパチンコ機１０の台番号（位置）を判断することができる。
【００６０】
　次に、第１可変入賞装置６５において異常が発生していることを検知した場合に表示さ
れる警告画像について説明する。ここで、第１可変入賞装置６５の異常が発生した場合と
は、例えば、特別遊技状態（大当たり状態）でないにもかかわらず第１特定入賞口６５ａ
への入球を検出した場合などが例示される。
【００６１】
　第１可変入賞装置６５において異常が発生していると判別した場合は、第３図柄表示装
置８１の中央部分に「警告」との文字が大きく表示される。また、その下部には、「ゲー
トエラー係員を呼んで下さい」との文字が表示される。これらの文字により、遊技者は、
パチンコ機１０においてエラーが発生していると判別することができるので、ホールの店
員等に対して迅速に修理等を依頼することができる。
【００６２】
　第２図柄表示装置８３は、球が普通入球口（スルーゲート）６７を通過する毎に表示図
柄（第２図柄（図示せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点
灯させる変動表示を行うものである。パチンコ機１０では、球が普通入球口（スルーゲー
ト）６７を通過したことが検出されると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果
、当たりであれば、第２図柄表示装置８３において、第２図柄の変動表示後に「○」の図
柄が停止表示される。また、当たり抽選の結果、外れであれば、第２図柄表示装置８３に
おいて、第２図柄の変動表示後に「×」の図柄が停止表示される。
【００６３】
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　パチンコ機１０は、第２図柄表示装置８３における変動表示が所定図柄（本実施形態に
おいては「○」の図柄）で停止した場合に、第２入球口６４０に付随された電動役物６４
０ａが所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成されている。
【００６４】
　第２図柄の変動表示にかかる時間（変動時間）は、遊技状態が通常状態中よりも、特別
図柄の確変中、または普通図柄の時短中の方が短くなるように設定される。これにより、
特別図柄の確変中、および普通図柄の時短中は、第２図柄の変動表示が短い時間で行われ
るので、普通図柄（第２図柄）の抽選を通常状態中よりも多く行うことができる。よって
、普通図柄の当たりとなる機会が増えるので、第２入球口６４０の電動役物６４０ａが開
放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。従って、特別図柄の確変中、およ
び普通図柄の時短中は、第２入球口６４０へ球が入賞しやすい状態とすることができる。
【００６５】
　なお、特別図柄の確変中、または普通図柄の時短中において、当たり確率をアップさせ
たり、電動役物６４０ａの開放時間や開放回数を増やしたりするなど、その他の方法によ
って第２入球口６４０へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第２図柄の変動表示に
かかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第２図柄の変動表示にかか
る時間を、特別図柄の確変中、または普通図柄の時短中において、通常状態中よりも短く
設定する場合は、普通図柄の当たり確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、１
回の普通図柄の当たりに対する電動役物６４０ａの開放時間や開放回数を遊技状態にかか
わらず一定にしてもよい。
【００６６】
　普通入球口（スルーゲート）６７は、可変表示装置ユニット８０の下側の領域における
右方において遊技盤に組み付けられ、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤の右方（矢印
Ｒ側）を流下する球の一部が通過可能に構成されている。普通入球口（スルーゲート）６
７を球が通過すると、第２図柄の当たり抽選が行われる。当たり抽選の後、第２図柄表示
装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当たりであれば、変動表示の停止図柄とし
て「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外れであれば、変動表示の停止図柄として
「×」の図柄を表示する。
【００６７】
　球の普通入球口（スルーゲート）６７の通過回数は、合計で最大４回まで保留され、そ
の保留球数が上述した第１図柄表示装置３７により表示されると共に第２図柄保留ランプ
８４においても点灯表示される。第２図柄保留ランプ８４は、最大保留数分の４つ設けら
れ、第３図柄表示装置８１の下方に左右対称に配設されている。
【００６８】
　なお、第２図柄の変動表示は、本実施形態のように、第２図柄表示装置８３において複
数のランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第１図柄表示装置３７
及び第３図柄表示装置８１の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第２図柄保
留ランプ８４の点灯を第３図柄表示装置８１の一部で行うようにしても良い。また、普通
入球口（スルーゲート）６７の球の通過に対する最大保留球数は４回に限定されるもので
なく、３回以下、又は、５回以上の回数（例えば、８回）に設定しても良い。また、普通
入球口（スルーゲート）６７の組み付け数は１つに限定されるものではなく、複数（例え
ば、２つ）であっても良い。また、普通入球口（スルーゲート）６７の組み付け位置は可
変表示装置ユニット８０の右方（矢印Ｒ方向）に限定されるものではなく、例えば、可変
表示装置ユニット８０の左方（矢印Ｌ方向）でも良い。また、第１図柄表示装置３７によ
り保留球数が示されるので、第２図柄保留ランプ８４により点灯表示を行わないものとし
てもよい。
【００６９】
　可変表示装置ユニット８０の下方（矢印Ｄ方向）には、球が入賞し得る第１入球口６４
が配設されている。この第１入球口６４へ球が入賞すると遊技盤１３の裏面側に設けられ
る第１入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第１入球口スイッチのオンに起因
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して主制御装置１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応じた表
示が第１図柄表示装置３７で示される。
【００７０】
　一方、第１入球口６４の正面視右方（矢印Ｒ方向）には、球が入賞し得る第２入球口６
４０が配設されている。この第２入球口６４０へ球が入賞すると遊技盤１３の裏面側に設
けられる第２入球口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第２入球口スイッチのオン
に起因して主制御装置１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応
じた表示が第１図柄表示装置３７で示される。
【００７１】
　また、第１入球口６４および第２入球口６４０は、それぞれ、球が入賞すると５個の球
が賞球として払い出される入賞口の１つにもなっている。なお、本実施形態においては、
第１入球口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第２入球口６４０へ球が入賞
した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第１入球口６４へ球が入賞した場
合に払い出される賞球数と第２入球口６４０へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と
を異なる数、例えば、第１入球口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を３個と
し、第２入球口６４０へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を５個として構成しても
よい。
【００７２】
　第２入球口６４０には電動役物６４０ａが付随されている。この電動役物６４０ａは開
閉可能に構成されており、通常は電動役物６４０ａが閉鎖状態（縮小状態、矢印Ｌ側に起
立する状態、図２参照）となって、球が第２入球口６４０へ入賞しにくい状態となってい
る。一方、普通入球口（スルーゲート）６７への球の通過を契機として行われる第２図柄
の変動表示の結果、「○」の図柄が第２図柄表示装置８３に表示された場合、電動役物６
４０ａが開放状態（拡大状態、矢印Ｒ側に傾倒（下端付近を起点に傾倒）する状態）とな
り、球が第２入球口６４０へ入賞しやすい状態となる。
【００７３】
　上述した通り、特別図柄の確変中および普通図柄の時短中は、通常状態中に比較して普
通図柄の当たり確率が高く、また、普通図柄の変動表示にかかる時間も短いので、普通図
柄の変動表示において「○」の図柄が表示され易くなる。よって、電動役物６４０ａが開
放状態（拡大状態）となる回数が増える。更に、特別図柄の確変中および普通図柄の時短
中は、電動役物６４０ａが開放される時間も、通常状態中より長くなる。よって、特別図
柄の確変中および普通図柄の時短中は、通常状態に比較して、第２入球口６４０へ球が入
賞しやすい状態を作ることができる。一方、第１入球口６４は、第２入球口６４０に設け
られているような電動役物は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。
【００７４】
　ここで、第１入球口６４に球が入賞した場合と第２入球口６４０へ球が入賞した場合と
で、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしな
がら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として最大の利益（出球）が得
られる大当たり（大当たりＡ、大当たりａ）となる確率は、第２入球口６４０へ球が入賞
した場合のほうが第１入球口６４へ球が入賞した場合よりも高く設定されている。
【００７５】
　通常中においては、第２入球口６４０に付随する電動役物が閉鎖状態にある場合が多く
、第２入球口６４０に入賞しづらいので、電動役物のない第１入球口６４へ向けて、可変
表示装置ユニット８０の左方を球が通過するように球を発射し（所謂「左打ち」）、第１
入球口６４への入賞によって大当たり抽選の機会を多く得て、大当たりとなることを狙っ
た方が、遊技者にとって有利となる。
【００７６】
　一方、特別図柄の確変中や普通図柄の時短中は、普通入球口（スルーゲート）６７に球
を通過させることで、第２入球口６４０に付随する電動役物６４０ａが開放状態となりや
すく、第２入球口６４０に入賞しやすい状態であるので、第２入球口６４０へ向けて、可
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変表示装置８０の右方を球が通過するように球を発射し（所謂「右打ち」）、普通入球口
（スルーゲート）６７を通過させて電動役物６４０ａを開放状態にすると共に、第２入球
口６４０への入賞によって大当たりとなることを狙った方が、遊技者にとって有利となる
。
【００７７】
　このように、本実施形態のパチンコ機１０は、パチンコ機１０の遊技状態（確変中であ
るか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「
左打ち」と「右打ち」とに変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち
方に変化をもたらすことができるので、遊技者を楽しませることができる。
【００７８】
　第１入球口６４の下方右側（第２入球口６４０の下側、矢印Ｄ側）には、第１可変入賞
装置６５が配設されており、その略中央部分に左右方向に長い開口として配設される第１
特定入賞口（大開放口）６５ａが設けられている。パチンコ機１０においては、第１入球
口６４、または第２入球口６４０への入賞に起因して行われた特別図柄の抽選で大当たり
になると、所定時間（変動時間）が経過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第１図
柄表示装置３７を点灯させる。加えて、大当たりに対応した停止図柄を第３図柄表示装置
８１に表示させて、大当たりの発生が報知される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態
（大当たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖されてい
る第１特定入賞口６５ａが、所定時間（例えば、３０秒経過するまで、或いは、球が１０
個入賞するまで）開放される。
【００７９】
　この第１特定入賞口６５ａは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再度、そ
の第１特定入賞口６５ａが所定時間開放される。この第１特定入賞口６５ａの開閉動作は
、最高で例えば１５回（１５ラウンド）繰り返し可能にされている。この開閉動作が行わ
れている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊技者には、遊技
上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量（本実施形態では、１個の球の入賞に
基づき１５個）の賞球の払い出しが行われる。
【００８０】
　第１可変入賞装置６５は、具体的には、遊技盤１３の内側へ退避することにより球を第
１特定入賞口６５ａへ案内する開状態を形成する開閉板と、その開閉板を動作させるソレ
ノイドとを備えている。開閉板は、通常時は、第１特定入賞口６５ａに球が入賞できない
か又は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際にはソレノイドの駆動により開閉板
を退避させ球が第１特定入賞口６５ａに入賞しやすい開状態を一時的に形成し、その開状
態と通常時の閉状態とを交互に繰り返すようにソレノイドが作動する。
【００８１】
　遊技盤１３の下側（矢印Ｄ側）における右隅部（矢印Ｒ側隅部）には、証紙や識別ラベ
ル等を貼着するための貼着スペースＫ１が設けられ、貼着スペースＫ１に貼られた証紙等
は、正面枠１４の小窓３５（図１参照）を通じて視認することができる。
【００８２】
　遊技盤１３には、第１入球口６４の下方（矢印Ｄ側方向）に第１アウト口６６が設けら
れている。遊技領域を流下する球であって、いずれの入球口６３，６４，６５ａ，６４０
にも入賞しなかった球は、第１アウト口６６を通って図示しない球排出路へと案内される
。遊技盤１３には、球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されてい
るとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設されている。
【００８３】
　図３に示すように、パチンコ機１０の背面側には、制御基板ユニット９０，９１と、裏
パックユニット９４とが主に備えられている。制御基板ユニット９０は、主基板（主制御
装置１１０）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置１１３）と表示制御基板（表示
制御装置１１４）とが搭載されてユニット化されている。制御基板ユニット９１は、払出
制御基板（払出制御装置１１１）と発射制御基板（発射制御装置１１２）と電源基板（電
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源装置１１５）とカードユニット接続基板１１６とが搭載されてユニット化されている。
【００８４】
　裏パックユニット９４は、保護カバー部を形成する裏パック９２と払出ユニット９３と
がユニット化されている。また、各制御基板には、各制御を司る１チップマイコンとして
のＭＰＵ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間
計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載
されている。
【００８５】
　なお、主制御装置１１０、音声ランプ制御装置１１３及び表示制御装置１１４、払出制
御装置１１１及び発射制御装置１１２、電源装置１１５、カードユニット接続基板１１６
は、それぞれ基板ボックス１００～１０４に収納されている。基板ボックス１００～１０
４は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており
、そのボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収
納される。
【００８６】
　また、基板ボックス１００（主制御装置１１０）及び基板ボックス１０２（払出制御装
置１１１及び発射制御装置１１２）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユニッ
ト（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボッ
クスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに亘っ
て封印シール（図示せず）が貼着されている。この封印シールは、脆性な素材で構成され
ており、基板ボックス１００，１０２を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、
基板ボックス１００，１０２を無理に開封しようとすると、ボックスベース側とボックス
カバー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板
ボックス１００，１０２が開封されたかどうかを知ることができる。
【００８７】
　払出ユニット９３は、裏パックユニット９４の最上部に位置して上方に開口したタンク
１３０と、タンク１３０の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール
１３１と、タンクレール１３１の下流側に縦向きに連結されるケースレール１３２と、ケ
ースレール１３２の最下流部に設けられ、払出モータ２１６（図４参照）の所定の電気的
構成により球の払出を行う払出装置１３３とを備えている。タンク１３０には、遊技ホー
ルの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置１３３により必要個数の球の払い
出しが適宜行われる。タンクレール１３１には、当該タンクレール１３１に振動を付加す
るためのバイブレータ１３４が取り付けられている。
【００８８】
　また、払出制御装置１１１には状態復帰スイッチ１２０が設けられ、発射制御装置１１
２には可変抵抗器の操作つまみ１２１が設けられ、電源装置１１５にはＲＡＭ消去スイッ
チ１２２が設けられている。状態復帰スイッチ１２０は、例えば、払出モータ２１６（図
４参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）す
るために操作される。操作つまみ１２１は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操
作される。ＲＡＭ消去スイッチ１２２は、パチンコ機１０を初期状態に戻したい場合に電
源投入時に操作される。
【００８９】
　次に、図４を参照して、本パチンコ機１０の電気的構成について説明する。図４は、パ
チンコ機１０の電気的構成を示すブロック図である。
【００９０】
　主制御装置１１０には、演算装置である１チップマイコンとしてのＭＰＵ２０１が搭載
されている。ＭＰＵ２０１には、該ＭＰＵ２０１により実行される各種の制御プログラム
や固定値データを記憶したＲＯＭ２０２と、そのＲＯＭ２０２内に記憶される制御プログ
ラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２０３
と、そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵されてい
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る。主制御装置１１０では、ＭＰＵ２０１によって、大当たり抽選や第１図柄表示装置３
７及び第３図柄表示装置８１における表示の設定、第２図柄表示装置における表示結果の
抽選といったパチンコ機１０の主要な処理を実行する。
【００９１】
　なお、払出制御装置１１１や音声ランプ制御装置１１３などのサブ制御装置に対して動
作を指示するために、主制御装置１１０から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送
受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置１１０からサブ制御装置
へ一方向にのみ送信される。
【００９２】
　ＲＡＭ２０３は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、ＭＰＵ２０１の内部レジスタ
の内容やＭＰＵ２０１により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるス
タックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値が記憶される作業エリア（
作業領域）とを有している。なお、ＲＡＭ２０３は、パチンコ機１０の電源の遮断後にお
いても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）
できる構成となっており、ＲＡＭ２０３に記憶されるデータは、すべてバックアップされ
る。
【００９３】
　停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下
同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がＲＡＭ２０３に記憶される。一方、電源
投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、ＲＡＭ２０３に記憶される情
報に基づいて、パチンコ機１０の状態が電源遮断前の状態に復帰される。ＲＡＭ２０３へ
の書き込みはメイン処理（図示せず）によって電源遮断時に実行され、ＲＡＭ２０３に書
き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。な
お、ＭＰＵ２０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電
源遮断時に、停電監視回路２５２からの停電信号ＳＧ１が入力されるように構成されてお
り、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２０１へ入力されると、停電時処理としてのＮＭＩ割込
処理（図示せず）が即座に実行される。
【００９４】
　主制御装置１１０のＭＰＵ２０１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバス
ライン２０４を介して入出力ポート２０５が接続されている。入出力ポート２０５には、
払出制御装置１１１、音声ランプ制御装置１１３、第１図柄表示装置３７、第２図柄表示
装置、第２図柄保留ランプ、第１特定入賞口６５ａの開閉板の下辺を軸として正面側に開
閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどからな
るソレノイド２０９が接続され、ＭＰＵ２０１は、入出力ポート２０５を介してこれらに
対し各種コマンドや制御信号を送信する。
【００９５】
　また、入出力ポート２０５には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサ
Ｓや回転位置検出センサＲを含むセンサ群などからなる各種スイッチ２０８（検出センサ
１２４０、第２検出センサ２２５５等を含む）、電源装置１１５に設けられた後述のＲＡ
Ｍ消去スイッチ回路２５３が接続され、ＭＰＵ２０１は各種スイッチ２０８から出力され
る信号や、ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３より出力されるＲＡＭ消去信号ＳＧ２に基づい
て各種処理を実行する。
【００９６】
　払出制御装置１１１は、払出モータ２１６を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行う
ものである。演算装置であるＭＰＵ２１１は、そのＭＰＵ２１１により実行される制御プ
ログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ２１２と、ワークメモリ等として使用される
ＲＡＭ２１３とを有している。
【００９７】
　払出制御装置１１１のＲＡＭ２１３は、主制御装置１１０のＲＡＭ２０３と同様に、Ｍ
ＰＵ２１１の内部レジスタの内容やＭＰＵ２１１により実行される制御プログラムの戻り
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先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値
が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。ＲＡＭ２１３は、パチンコ機１０
の電源の遮断後においても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保
持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ２１３に記憶されるデータは、すべ
てバックアップされる。なお、主制御装置１１０のＭＰＵ２０１と同様、ＭＰＵ２１１の
ＮＭＩ端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路２５２から停電信号ＳＧ
１が入力されるように構成されており、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２１１へ入力される
と、停電時処理としてのＮＭＩ割込処理（図示せず）が即座に実行される。
【００９８】
　払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スライン２１４を介して入出力ポート２１５が接続されている。入出力ポート２１５には
、主制御装置１１０や払出モータ２１６、発射制御装置１１２などがそれぞれ接続されて
いる。また、図示はしないが、払出制御装置１１１には、払い出された賞球を検出するた
めの賞球検出スイッチが接続されている。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置１
１１に接続されるが、主制御装置１１０には接続されていない。
【００９９】
　発射制御装置１１２は、主制御装置１１０により球の発射の指示がなされた場合に、操
作ハンドル５１の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット１１２
ａを制御するものである。球発射ユニット１１２ａは、図示しない発射ソレノイドおよび
電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に
駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル５１に触れていることをタッチセ
ンサ５１ａにより検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ５１ｂがオフ（
操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）に対応し
て発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル５１の操作量に応じた強さで球が発射される
。
【０１００】
　音声ランプ制御装置１１３は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）２２６におけ
る音声の出力、ランプ表示装置（電飾部２９～３３、表示ランプ３４など）２２７におけ
る点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置１１４
で行われる第３図柄表示装置８１の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置
であるＭＰＵ２２１は、そのＭＰＵ２２１により実行される制御プログラムや固定値デー
タ等を記憶したＲＯＭ２２２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ２２３とを有し
ている。
【０１０１】
　音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１には、アドレスバス及びデータバスで構成さ
れるバスライン２２４を介して入出力ポート２２５が接続されている。入出力ポート２２
５には、主制御装置１１０、表示制御装置１１４、音声出力装置２２６、ランプ表示装置
２２７、その他装置２２８、枠ボタン２２などがそれぞれ接続されている。
【０１０２】
　音声ランプ制御装置１１３は、主制御装置１１０から受信した各種のコマンド（変動パ
ターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第３図柄表示装置８１の表示態様を
決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コ
マンド等）によって表示制御装置１１４へ通知する。また、音声ランプ制御装置１１３は
、枠ボタン２２からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン２２が操作された場合は、
第３図柄表示装置８１で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容
を変更したりするように、表示制御装置１１４へ指示する。ステージが変更される場合は
、変更後のステージに応じた後面画像を第３図柄表示装置８１に表示させるべく、変更後
のステージに関する情報を含めた後面画像変更コマンドを表示制御装置１１４へ送信する
。ここで、後面画像とは、第３図柄表示装置８１に表示させる主要な画像である第３図柄
の後面側に表示される画像のことである。表示制御装置１１４は、この音声ランプ制御装
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置１１３から送信されるコマンドに従って、第３図柄表示装置８１に各種の画像を表示す
る。
【０１０３】
　また、音声ランプ制御装置１１３は、表示制御装置１１４から第３図柄表示装置８１の
表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置１１３では、
表示制御装置１１４から受信した表示コマンドに基づき、第３図柄表示装置８１の表示内
容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置２２６から出力し、また、そ
の表示内容に対応させてランプ表示装置２２７の点灯および消灯を制御する。
【０１０４】
　表示制御装置１１４は、音声ランプ制御装置１１３及び第３図柄表示装置８１が接続さ
れ、音声ランプ制御装置１１３より受信したコマンドに基づいて、第３図柄表示装置８１
における第３図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置１１
４は、第３図柄表示装置８１の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装
置１１３へ送信する。音声ランプ制御装置１１３は、この表示コマンドによって示される
表示内容にあわせて音声出力装置２２６から音声を出力することで、第３図柄表示装置８
１の表示と音声出力装置２２６からの音声出力とをあわせることができる。
【０１０５】
　電源装置１１５は、パチンコ機１０の各部に電源を供給するための電源部２５１と、停
電等による電源遮断を監視する停電監視回路２５２と、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３
参照）が設けられたＲＡＭ消去スイッチ回路２５３とを有している。電源部２５１は、図
示しない電源経路を通じて、各制御装置１１０～１１４等に対して各々に必要な動作電圧
を供給する装置である。その概要としては、電源部２５１は、外部より供給される交流２
４ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ２０８などの各種スイッチや、ソレノイド２０
９などのソレノイド、モータ等を駆動するための１２ボルトの電圧、ロジック用の５ボル
トの電圧、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら１２ボルトの
電圧、５ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置１１０～１１４等に対して必要
な電圧を供給する。
【０１０６】
　停電監視回路２５２は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置１１０のＭＰＵ
２０１及び払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＧ１を出力す
るための回路である。停電監視回路２５２は、電源部２５１から出力される最大電圧であ
る直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（
電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号ＳＧ１を主制御装置１１０及び払出制御
装置１１１へ出力する。停電信号ＳＧ１の出力によって、主制御装置１１０及び払出制御
装置１１１は、停電の発生を認識し、ＮＭＩ割込処理を実行する。なお、電源部２５１は
、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後においても、ＮＭＩ割込処理の
実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの電圧の出力を正常値に維持す
るように構成されている。よって、主制御装置１１０及び払出制御装置１１１は、ＮＭＩ
割込処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。
【０１０７】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３は、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３参照）が押下され
た場合に、主制御装置１１０へ、バックアップデータをクリアさせるためのＲＡＭ消去信
号ＳＧ２を出力するための回路である。主制御装置１１０は、パチンコ機１０の電源投入
時に、ＲＡＭ消去信号ＳＧ２を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に
、払出制御装置１１１においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマ
ンドを払出制御装置１１１に対して送信する。
【０１０８】
　次いで図５から図２２を参照して、流下装置３００について説明する。図５は、正面枠
１４の部分正面斜視図である。図５に示すように、流下装置３００は、正面枠１４の正面
側に配設される上皿１７と下皿１５との間に配設され、上皿１７から排出された球を下方
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へ案内する案内流路を構成する装置である。次いで、図６及び図７を参照して、流下装置
３００の詳細について説明する。
【０１０９】
　図６及び図７は、流下装置３００の正面分解斜視図である。なお、図６では、正面枠１
４から、前カバー３９０及び第２板部材３２０が分解された状態が、図７では、更に、正
面枠１４から、第１板部材３１０、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が分解された状態
が、それぞれ図示される。また、図６及び図７では、上皿１７の開口部１７ａが拡大して
図示される。
【０１１０】
　流下装置３００は、光透過性の樹脂材料から形成されると共に正面枠１４に締結固定さ
れる第１板部材３１０と、光透過性の樹脂材料から形成され、第１板部材３１０に重ねら
れた状態で正面枠１４に締結固定されると共に第１板部材３１０との間に案内流路を形成
する第２板部材３２０と、回転動作により球を貯留する状態と排出可能な状態とで切り替
えられる傾倒部材３３０と、その傾倒部材３３０と係合可能に配設される解除部材３４０
と、正面枠１４の正面側から取り付けられる前カバー３９０と、を主に備える。
【０１１１】
　上皿１７は、その底面および正面側側面（矢印Ｆ側の側面）に連続的に穿設される開口
部１７ａと、その開口部１７ａの正面側において解除部材３４０を回転可能に支持する部
分として背面側（矢印Ｂ側）へ向けて凹む一対の第１支持凹部１７ｂと、開口部１７ａの
下方において傾倒部材３３０を回転可能に支持する部分として背面側へ向けて凹む一対の
第２支持凹部１７ｃと、を主に備える。
【０１１２】
　第１支持凹部１７ｂ及び第２支持凹部１７ｃは、上皿１７上を流下する球の経路におけ
る上流側である正面視左側（矢印Ｌ側）に配置されると共に、球発射ユニット１１２ａが
配設される背面側（矢印Ｂ側）の反対側である上皿１７の正面側（矢印Ｆ側）に配置され
る。これにより、傾倒部材３３０上を球発射ユニット１１２ａへ向けて通り過ぎようとす
る球が解除部材３４０に負荷を与えることを防止することができる。
【０１１３】
　本実施形態では、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が近接し、開口部１７ａの球の通
過を規制する規制状態（図６参照）と、その規制状態から傾倒部材３３０又は解除部材３
４０が互いに離反する方向へ回転し、開口部１７ａの球の通過が許容される許容状態（図
１４（ｂ）参照）とで、流下装置３００の状態を変化可能とされる。
【０１１４】
　ここで、規制状態の態様は、何ら限定されるものでは無い。例えば、規制状態を、傾倒
部材３３０に解除部材３４０が押し付けられることにより、傾倒部材３３０と解除部材３
４０との間に摩擦力が生じる状態として構成しても良いし、傾倒部材３３０と解除部材３
４０とが一定の間隔を保ち球の通過を規制する状態として構成しても良いし（図１４（ｂ
）参照、傾倒部材３３０は想像線で図示）、傾倒部材３３０と解除部材３４０とが滑らか
な面で当接し摩擦力の発生を極力抑える状態として構成しても良い。
【０１１５】
　なお、本実施形態では、規制状態において、傾倒部材３３０に解除部材３４０が押し付
けられることにより、傾倒部材３３０と解除部材３４０との間に摩擦力が生じる。
【０１１６】
　また、許容状態の態様は、何ら限定されるものでは無い。例えば、傾倒部材３３０又は
解除部材３４０が移動可能範囲の端部まで移動しきった状態（図１４（ｂ）参照）として
構成しても良いし、傾倒部材３３０と解除部材３４０とが移動可能範囲の途中で止まった
場合において、間の間隔が球の直径以上に保たれることで球の通過を許容する状態として
構成しても良い。
【０１１７】
　なお、本実施形態では、許容状態において、傾倒部材３３０が規制状態（図１４（ａ）
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参照）の姿勢から傾倒し、傾倒部材３３０と解除部材３４０との間が球の直径以上の間隔
（球が通過可能な間隔）で開放される。
【０１１８】
　次いで、図８及び図９を参照して、開口部１７ａを通過した球を案内する案内流路を形
成する第１板部材３１０、第２板部材３２０について説明する。
【０１１９】
　図８（ａ）は、第１板部材３１０の正面図であり、図８（ｂ）は、図８（ａ）のＶＩＩ
Ｉｂ－ＶＩＩＩｂ線における第１板部材３１０の断面図であり、図８（ｃ）は、第１板部
材３１０の背面図であり、図８（ｄ）は、図８（ａ）のＶＩＩＩｄ－ＶＩＩＩｄ線におけ
る第１板部材３１０の断面図である。
【０１２０】
　第１板部材３１０は、正面枠１４に締結固定される部材であって、平行に配置される一
対の板から形成される側壁部３１１と、その側壁部３１１の間に配設され略Ｌ字状に屈曲
すると共に球の案内面を形成する案内板部３１２と、その案内板部３１２の天面に凸設さ
れるバネ受け部３１３と、案内板部３１２の下端に連設されると共に案内面を背面側へ移
動させる連設板部３１４と、を主に備える。
【０１２１】
　側壁部３１１は、第１板部材３１０が正面枠１４に締結された状態（図６参照）におい
て、第２支持凹部１７ｃを正面側から塞ぐ位置に配置される端部である閉塞端部３１１ａ
を備える。即ち、第１板部材３１０を正面枠１４に締結することにより、第２支持凹部１
７ｃに支持される傾倒部材３３０が第２支持凹部１７ｃから脱落することを防止できる。
【０１２２】
　案内板部３１２は、上面（矢印Ｕ側の面）を形成する天板部３１２ａと、その天板部３
１２ａの正面側端部（矢印Ｆ側端部）から下方へ延設される延設板部３１２ｂと、を主に
備える。
【０１２３】
　天板部３１２ａは、開口部１７ａの下方に配置され、開口部１７ａを通過した球は天板
部３１２ａの延設方向に沿って正面側（矢印Ｆ側）へ流下し、延設板部３１２ｂの正面側
を案内される。なお、本実施形態では、開口部１７ａと天板部３１２ａとの間に。天板部
３１２ａを覆う態様で傾倒部材３３０が配設されるため、球は天板部３１２ａ上を転動す
ることはなく、傾倒部材３３０上を転動する。
【０１２４】
　延設板部３１２ｂの下端部は、正面視右方（矢印Ｒ方向）へ向かう程、下降傾斜される
。即ち、延設板部３１２ｂは、正面視で、左辺（矢印Ｌ側の辺）を上底、右辺（矢印Ｒ側
の辺）を下底とする台形形状から形成される。
【０１２５】
　連設板部３１４は、延設板部３１２ｂの背面側に配設されると共に、幅方向右側（矢印
Ｌ－Ｒ方向、矢印Ｒ側）へ向かうほど正面側（矢印Ｆ側）へ湾曲し、上端部が左右方向（
矢印Ｌ－Ｒ方向）でほぼ平坦な湾曲板部３１４ａと、延設板部３１２ｂの下端部から湾曲
板部３１４ａの上端部まで背面側（矢印Ｂ側）へ下降傾斜して延設される傾斜板部３１４
ｂと、を主に備える。
【０１２６】
　傾斜板部３１４ｂは、前後端部間（矢印Ｆ－Ｂ側端部間）の距離が右方（矢印Ｒ側方向
）へ向かうほど短くなる。また、傾斜板部３１２ｂの傾斜角度は、幅方向どの位置でも同
等で、本実施形態では水平面に対して約４５度の傾斜とされる（図２２参照）。
【０１２７】
　図９（ａ）は、第２板部材３２０の正面図であり、図９（ｂ）は、図９（ａ）のＩＸｂ
－ＩＸｂ線における第２板部材３２０の断面図であり、図９（ｃ）は、第２板部材３２０
の背面図であり、図９（ｄ）は、図９（ａ）のＩＸｄ－ＩＸｄ線における第２板部材３２
０の断面図である。
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【０１２８】
　第２板部材３２０は、第１板部材３１０の正面側に重ねられた状態で正面枠１４に締結
固定される部材であって、平行に配置される一対の板から形成される側壁部３２１と、そ
の側壁部３２１の間に配設され略Ｌ字状に屈曲すると共に球の案内面を形成する案内板部
３２２と、案内板部３２２の下端に連設されると共に案内面を背面側へ移動させる連設板
部３２３と、を主に備える。
【０１２９】
　側壁部３２１は、第２板部材３２０が正面枠１４に締結された状態（図５参照）におい
て、第１支持凹部１７ｂを正面側から塞ぐ位置に配置される端部である閉塞端部３２１ａ
を備える。即ち、第２板部材３２０を正面枠１４に締結することにより、第１支持凹部１
７ｂに支持される解除部材３４０が第１支持凹部１７ｂから脱落することを防止できる。
【０１３０】
　案内板部３２２は、球を案内する流路の上底面を形成する傾斜面である案内上底面３２
２ａと、その案内上底面３２２ａの背面視右側（矢印Ｌ側）において案内上底面３２２ａ
よりも上方に形成される傾斜面である受け止め面３２２ｂと、案内上底面３２２ａ及び受
け止め面３２２ｂの下端部から下方へ板状に延設される延設板部３２２ｃと、を主に備え
る。
【０１３１】
　受け止め面３２２ｂは、延設板部３２２ｃに対する傾斜角度が案内上底面３２２ａの傾
斜角度と同じに形成される。受け止め面３２２ｂは、後述する解除部材３４０が回転した
際に当接する面として形成され、解除部材３４０が受け止め面３２２ｂと当接する状態に
おいて、解除部材３４０の面であって球と当接する当接面と、案内上底面３２２ａとが面
位置となる寸法とされる。即ち、案内上底面３２２ａと受け止め面３２２ｂとの間隔Ｔ１
が、解除部材３４０の厚みと同程度の長さとされる。
【０１３２】
　延設板部３２２ｃの下端部は、正面視右方（矢印Ｒ方向）へ向かう程、下降傾斜される
。即ち、延設板部３２２ｃは、正面視で、左辺（矢印Ｌ側の辺）を上底、右辺（矢印Ｒ側
の辺）を下底とする台形形状から形成される。
【０１３３】
　連設板部３２３は、延設板部３２２ｃの背面側に配設されると共に、幅方向右側（矢印
Ｌ－Ｒ方向、矢印Ｒ側）へ向かうほど正面側（矢印Ｆ側）へ湾曲し、上端部が左右方向（
矢印Ｌ－Ｒ方向）でほぼ平坦な湾曲板部３２３ａと、延設板部３２２ｃの下端部から湾曲
板部３２３ａの上端部まで背面側（矢印Ｂ側）へ下降傾斜して延設される傾斜板部３２３
ｂと、を主に備える。
【０１３４】
　傾斜板部３２３ｂは、前後端部間（矢印Ｆ－Ｂ側端部間）の距離が右方（矢印Ｒ側方向
）へ向かうほど短くなる。また、傾斜板部３１２ｂの傾斜角度は、幅方向どの位置でも同
等で、本実施形態では水平面に対して約４５度の傾斜とされる（図２２参照）。
【０１３５】
　図１０（ａ）は、傾倒部材３３０の正面図であり、図１０（ｂ）は、図１０（ａ）のＸ
ｂ－Ｘｂ線における傾倒部材３３０の断面図であり、図１０（ｃ）は、図１０（ａ）のＸ
ｃ－Ｘｃ線における傾倒部材３３０の断面図であり、図１０（ｄ）は、図１０（ａ）の矢
印Ｘｄ方向視における傾倒部材３３０の上面図であり、図１０（ｅ）は、図１０（ａ）の
矢印Ｘｅ方向視における傾倒部材３３０の底面図である。
【０１３６】
　なお、図１０（ｂ）では、本体部材３３１を軸方向長さで８等分する平面の内、本体部
材３３１の左端部（矢印Ｌ側端部）に最も近い平面（本体部材３３１の左端部から本体部
材３３１の軸方向長さの１／８の長さだけ内に入った位置に配置される平面）で断面視さ
れた状態が、図１０（ｃ）では、本体部材３３１を軸方向に８等分する平面の内、本体部
材３３１の右端部（矢印Ｒ側端部）に最も近い平面（本体部材３３１の右端部から本体部
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材３３１の軸方向長さの１／８の長さだけ内に入った位置に配置される平面）で断面視さ
れた状態が、それぞれ図示される。
【０１３７】
　傾倒部材３３０は、剛性の高い樹脂材料から形成され、上下方向に球の重みがかけられ
ても、形状を維持する態様とされる。なお、傾倒部材３３０の材料としては種々の材料が
例示される。例えば、金属材料でも良いし、可撓性の樹脂材料でも良いし、繊維強化プラ
スチックでも良い。
【０１３８】
　図１０に示すように、傾倒部材３３０は、底面側（矢印Ｄ側）が開口した断面矩形の逆
カップ形状から形成される本体部材３３１と、その本体部材３３１に挿通された後で本体
部材３３１から取り出し不能とされる棒状の軸棒部３３２と、その軸棒部３３２を回転軸
として回転する場合の本体部材３３１の先端部から軸棒部３３２の軸と平行な平面に沿っ
て延設される延設部３３３と、軸棒部３３２に巻き付けられる弾性バネ３３４と、本体部
材３３１の上底面から下方へ延設される延設板部３３５と、その延設板部３３５に凹設さ
れ弾性バネ３３４の端部が挟み込まれる凹設部３３６と、を主に備える。
【０１３９】
　本体部材３３１は、断面矩形の枠状に形成される本体枠３３１ａと、その本体枠３３１
ａを連結する板部である上底板部３３１ｂと、本体枠３３１ａの対向する一対の面の背面
側（矢印Ｂ側）の端部に一直線上に穿設される一対の貫通孔３３１ｃと、本体枠３３１ａ
の上端部と上底板部３３１ｂの背面側面との連結部分に湾曲面として形成される湾曲部３
３１ｄと、を主に備える。
【０１４０】
　本体枠３３１ａは、貫通孔３３１ｃが形成される板部の上底板部３３１ｂが配設される
側の反対側（矢印Ｄ側）の端部が、正面側（矢印Ｆ側）へ向かうほど上底板部３３１ｂと
の距離が短くなる態様の傾斜面として形成される。この傾斜面が、傾倒部材３３０が回転
する際に、第１板部材３１０と面当たりすることで、傾倒部材３３０と第１板部材３１０
との間で生じる衝撃を弱めることができる。
【０１４１】
　上底板部３３１ｂは、上面が、軸棒部３３２の軸方向（水平方向）に対して、正面視右
方（矢印Ｒ方向）へ向かうほど下降傾斜する傾斜面として形成される。なお、本実施形態
では、上底板部３３１ｂの軸棒部３３２に対する傾斜角度が約３°で設計される。
【０１４２】
　軸棒部３３２は、本体部材３３１の中心位置を基準として延設部３３３の反対側におい
て本体枠３３１ａに挿通された後、本体部材３３１の内部における本体部材３３１の内壁
付近の位置に市販のＥリングが嵌め込まれることにより、本体部材３３１に対する相対移
動が抑制される。これにより、軸棒部３３２は、両端部が本体部材３３１の左右端部（矢
印Ｌ－Ｒ側端部）から突出した状態で固定される。
【０１４３】
　本実施形態によれば、傾倒部材３３０は、上底板部３３１ｂに乗った球の重みで軸棒部
３３２を軸として回転動作するところ、上底板部３３１ｂの上面が軸棒部３３２の軸方向
に対して傾斜しているので、球の重みを、軸棒部３３２の径方向と軸方向とに分けること
ができる。そのため、傾倒部材３３０にかけられる球の重量の、傾倒部材３３０の回転方
向成分の大きさを低減することができ、例えば、上皿１７に遊技者が手づかみで供給した
球の重さが傾倒部材３３０にかけられた場合に、その重みで傾倒部材３３０が回転する可
能性を低くすることができる。
【０１４４】
　ここで、図１０（ｂ）及び図１０（ｃ）を参照して、傾倒部材３３０の軸方向位置にお
ける形状の違いに因る作用および効果について説明する。図１０（ｂ）及び図１０（ｃ）
に示すように、軸棒部３３２は、軸心が本体部材３３１の背面側（矢印Ｂ側）外面から共
通長さＡｃだけ離間した位置に配置されると共に、軸方向断面視において上底板部３３１
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ｂの上面から長さＡｌ，Ａｓだけ離間した位置に配置される。なお、便宜上、図１０（ｂ
）における軸棒部３３２と上底板部３３１ｂの上面との間隔を上流側長さＡｌと、図１０
（ｃ）における軸棒部３３２と上底板部３３１ｂの上面との間隔を下流側長さＡｓと、そ
れぞれ称する。
【０１４５】
　上述したように、上底板部３３１ｂは上面が、軸棒部３３２の軸方向（水平方向）に対
して、右方（矢印Ｒ方向）へ向かうほど下降傾斜する傾斜面として形成される。即ち、正
面視右方（矢印Ｒ方向）へ向かうほど（組立状態（図１参照）において下流側（矢印Ｒ側
）へ向かうほど）、軸棒部３３２と上底板部３３１ｂとの間隔が短くなる（上流側長さＡ
ｌ＞下流側長さＡｓ）。
【０１４６】
　図１０（ｂ）及び図１０（ｃ）では、傾倒部材３３０が同じ角度だけ傾倒した状態にお
ける傾倒部材３３０の外形が部分的に想像線で図示される。傾倒部材３３０の傾倒により
、本体部材３３１の背面側部分（矢印Ｂ側部分）であって、軸棒部３３２の真横に配置さ
れた部分Ｗ１が上昇することに伴って、上底板部３３１の背面側部分の上面位置が上昇す
る。
【０１４７】
　その上昇距離を余剰長さｅｘＡｌ，ｅｘＡｓとして図示する場合、共通長さＡｃは図１
０（ｂ）及び図１０（ｃ）で共通なので、余剰長さｅｘＡｌ，ｅｘＡｓの長さは、それぞ
れ上流側長さＡｌ及び下流側長さＡｓの長さに対応して変化する。即ち、上流側長さＡｌ
及び下流側長さＡｓの長さの関係（Ａｌ＞Ａｓ）から、余剰長さの関係（ｅｘＡｌ＞ｅｘ
Ａｓ）が決定される。
【０１４８】
　即ち、本実施形態では、組立状態において球の流下経路の上流側（図１０（ａ）矢印Ｌ
側）ほど、傾倒部材３３０の傾倒に伴う上底板部３３１ｂの上面位置の上昇度合いが大き
くなる。従って、球の流下経路の上流側の方が、下流側に比較して、傾倒部材３３０の傾
倒時に傾倒部材３３０の上面へ球が侵入することを防止し易くすることができる。
【０１４９】
　これにより、本実施形態では、組立状態において上流側に配置される傾倒部材３３０の
部分（図１０（ａ）矢印Ｌ側部分）における背面側（図１０（ｂ）矢印Ｂ側）からの球の
侵入を防止し易くでき、傾倒部材３３０の傾倒時に傾倒部材３３０の背面側（上流側、図
１４（ａ）矢印Ｂ側）で球を貯留し易くすることができる一方、組立状態において下流側
に配置される傾倒部材３３０の部分（図１０（ａ）矢印Ｒ側部分）における背面側（図１
０（ｂ）矢印Ｂ側）からは球の侵入を許容し、傾倒部材３３０の上面に球が貯留するまで
にかかる間隔の短縮化を図ることができる。
【０１５０】
　なお、余剰長さの設定態様は、これに限定されるものでは無い、例えば、傾倒部材３３
０の傾倒時であっても、傾倒部材３３０の軸方向全範囲において、背面側からの球の侵入
を防止できる余剰長さを設定しても良い。この場合、傾倒部材３３０の背面側に貯留され
た球が傾倒部材３３０の上面に進入するタイミングを傾倒部材３３０が起き上がった後に
できるので傾倒部材３３０の動作間隔を長くすることができる。
【０１５１】
　また、例えば、傾倒部材３３０の軸方向全範囲において、背面側からの球の侵入を許容
する余剰長さを設定しても良い。この場合、傾倒部材３３０の背面側に貯留された球をま
とめて排出することができるので、傾倒部材３３０が１回傾倒することで排出される球の
個数を多くすることができる。
【０１５２】
　延設部３３３は、上面が上底板部３３１ｂと面位置とされる傾斜部３３３ａと、上面が
軸棒部３３２の軸方向と平行とされる係合部３３３ｂと、を主に備える。係合部３３３ｂ
は、上底板部３３１ｂの上端側に配設される。
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【０１５３】
　弾性バネ３３４は、傾倒部材３３０を起き上がり方向（矢印Ｕ方向）に回転させる付勢
力を発生する。弾性バネ３３４の弾性係数は任意に設定することができる。本実施形態に
おける弾性バネ３３４の弾性係数ｋ１については、後述する。
【０１５４】
　延設板部３３５は、本体枠３３１ａに固着される。これにより、本体部材３３１の剛性
を高めることができると共に、耐久性を向上させることができる。
【０１５５】
　図１１（ａ）は、解除部材３４０の正面図であり、図１１（ｂ）は、図１１（ａ）のＸ
Ｉｂ－ＸＩｂ線における解除部材３４０の断面図であり、図１１（ｃ）は、図１１（ｂ）
の矢印ＸＩｃ方向視における解除部材３４０の上面図である。
【０１５６】
　解除部材３４０は、剛性の高い樹脂材料から形成され、球による負荷がかけられても、
形状を維持する態様とされる。なお、解除部材３４０の材料としては種々の材料が例示さ
れる。例えば、金属材料でも良いし、可撓性の樹脂材料でも良いし、繊維強化プラスチッ
クでも良い。
【０１５７】
　図１１に示すように、解除部材３４０は、組立状態（図５参照）において第１支持凹部
１７ｂに支持される棒状の軸棒部３４１と、その軸棒部３４１の軸方向と平行な平面板と
して軸径方向に延設される当接板部３４２と、その当接板部３４２の厚さ方向の一面から
複数列の板状に延設される補強板部３４３と、その補強板部３４３の軸棒部３４１と反対
側の端部から当接板部３４２の延設方向と平行な方向に板状に延設される段違い板部３４
４と、その段違い板部３４４の下端部から当接板部３４２側へ凸設される係合凸部３４５
と、軸棒部３４１に巻き付けられ一方の端部が当接板部３４２に係止される弾性バネ３４
６と、を主に備える。
【０１５８】
　補強板部３４３の延設先端面は、当接板部３４２の当接面と平行とされる。係合凸部３
４５の上面は、当接板部３４２側（矢印Ｂ側）へ向かうほど下降傾斜する傾斜面として形
成される。これにより、傾倒部材３３０との衝突が起きても、傾倒部材３３０の動作抵抗
が過大となることを防止することができる。
【０１５９】
　図１２は、上皿１７の上面図である。なお、図１２では、解除部材３４０付近が部分的
に断面視される。上皿１７は、開口部１７ａが傾倒部材３３０及び解除部材３４０に閉鎖
される状態において上方に開口すると共に底面が右方（矢印Ｒ方向）へ向かうにつれて下
降傾斜する態様とされる容器形状から形成され、上皿１７の底面における開口部１７ａの
右方（矢印Ｒ側）の領域であって球発射ユニット１１２ａ（図４参照）へ球が供給される
発射球貯留領域１７ｄと、上皿１７の底面における開口部１７ａの背面側（矢印Ｂ側）の
領域である橋渡し球貯留領域１７ｅと、上皿１７の底面における開口部１７ａの左方（矢
印Ｌ側）の領域であると共に橋渡し球貯留領域１７ｅの正面側（矢印Ｆ側）の領域である
後追い球貯留領域１７ｆと、払出ユニット９３（図３参照）から上皿１７へ連通されると
共に球が通過可能な開口である供給開口１７ｇと、発射供給領域１７ｄに配置された球を
球発射ユニット１１２ａに案内する開口である発射供給口１７ｋと、を主に備える。
【０１６０】
　発射球貯留領域１７ｄは、右方へ向かうほど先細りする上面視略三角形形状の領域であ
り、正面側の内側面が、上面視でその内側面よりも正面側に中心を持つ円弧に沿った湾曲
形状に形成されると共に、その円弧の径方向外方へ向けて下方傾斜する。そのため、正面
側の内側面に沿って流下する球は、球発射ユニット１１２ａ側に球が溜まっていれば、内
側面の傾斜に沿って、それら溜まっている球の上流側に流下し、球発射ユニット１１２ａ
側に球が無ければ、球発射ユニット１１２ａ側に流下する。
【０１６１】
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　また、発射球貯留領域１７ｄは、傾倒部材３３０の右方において、傾倒部材３３０の上
面よりも球の半径ｒａの１／２程度、上面位置が低い。そのため、傾倒部材３３０から右
方へ流下し発射球貯留領域１７ｄに着地する球は、球の半径ｒａの１／２程度の段差を落
下し上皿１７と衝突することになるので、上皿１７との間で摩擦が生じ、上皿１７の上面
の傾斜にそって滑らかに流下する場合に比較して減速される。この減速の度合いは、摩擦
力の大小に起因し、その摩擦力の大小は球から上皿１７に上下方向で与える負荷の大小に
起因する。ここで、傾倒部材３３０の傾倒前の状態における傾倒部材３３０の上面と、発
射球貯留領域１７ｄの傾倒部材３３０と隣設する部分の上面との段差の高さ寸法は、正面
側へ向かうほど小さくなる（図１６参照）。
【０１６２】
　これにより、上皿１７の正面側の内側面に沿って傾倒部材３３０の上面から発射球貯留
領域１７ｄに流入する球の減速度合いを低減することができ、球をスムーズに発射球貯留
領域１７ｄへ流すことができる。
【０１６３】
　橋渡し球貯留領域１７ｅは、供給開口１７ｇの下方から、上面が後追い球貯留領域１７
ｆ及び傾倒部材３３０の上面よりも球の半径ｒａの１／２程度低い位置（図１４（ａ）及
び図１６参照）を右方へ延びる領域であって、前後方向に最大で３個の球が並ぶことが可
能な幅寸法で形成される（図１９（ａ）参照）。
【０１６４】
　後追い球貯留領域１７ｆは、供給開口１７ｇの開口が向く方向（本実施形態では、矢印
Ｆ方向）に配設される。これにより、後述するように、供給開口１７ｇから供給された球
が橋渡し球貯留領域１７ｅに満たされる球の上を通過する際に速度が落ちた場合であって
も、後追いで供給開口１７ｇから供給される球から与えられる圧により、先行する球を後
追い球貯留領域１７ｆまで送ることができる。
【０１６５】
　後追い球貯留領域１７ｆは、傾倒部材３３０側の端部と上皿１７の正面側内面とを連結
する湾曲面として形成される湾曲部１７ｆ１と、供給開口１７ｇと対向配置される内側面
であって、右方（矢印Ｒ方向）へ向かうほど正面側（矢印Ｆ側）へ張り出す湾曲面として
形成される湾曲側面１７ｆ２と、を主に備える。
【０１６６】
　湾曲側面１７ｆ２は、上皿１７の底面を転動する球の内側面との当接位置における（底
面から球の半径ｒａ分高い位置における）曲率半径である半径Ｒ１が、球の半径ｒａ以上
の長さとされる。そのため、供給開口１７ｇから排出方向Ｎ１に沿って排出された球の速
度を湾曲側面１７ｆ２に沿って左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）の速度に変化させることがで
きる。
【０１６７】
　これにより、後追い球貯留領域１７ｆに入球した球を速やかに傾倒部材３３０側へ送る
ことができるので、傾倒部材３３０の上面に球が満たされていない状態で、後追い球貯留
領域１７ｆに球が停留することを抑制することができ、傾倒部材３３０の上面に球を貯留
し易くすることができる（後追い球貯留領域１７ｆからスムーズに傾倒部材３３０の上面
へ球を送ることができる）。
【０１６８】
　尚かつ、傾倒部材３３０側へ送球された球の速度成分の内、解除部材３４０へ向く速度
成分の大きさを低減することができるので、球と解除部材３４０との衝突が生じたとして
も、送球された球の勢いによる解除部材３４０の回転の発生を抑制することができる。
【０１６９】
　供給開口１７ｇは、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に開口され、解除部材３４０よりも左
方（上流側、矢印Ｌ側）に配設される。尚かつ、供給開口１７ｇの上流側の流路は、払出
ユニット９３から送球される球が案内される流路であって、高さ方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）
に直線的に延設される。そのため、供給開口１７ｇの上流側の流路から上皿１７に排出さ
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れる球は、左右方向の速度が抑制され、排出時の速度が前後方向に向く。これにより、供
給開口１７ｇから上皿１７に供給される球が供給開始時の速度方向で解除部材３４０に衝
突することを防止することができる。
【０１７０】
　換言すれば、本実施形態では、供給開口１７ｇから排出される球の方向である排出方向
Ｎ１には、後追い球貯留領域１７ｆの湾曲側面１７ｆ２が配置されており、解除部材３４
０は配置されないことから、供給開口１７ｇから排出された球が、その排出方向Ｎ１に沿
って解除部材３４０に衝突することを防止することができる。
【０１７１】
　供給開口１７ｇは、正面視において上皿１７の底面よりも球の直径以上上方に下底面が
形成される。これにより、上皿１７の底面が球で満たされた後に供給開口１７ｂから供給
された球を、その底面に敷き詰められた球の上に積むことができる。
【０１７２】
　本実施形態によれば、橋渡し球貯留領域１７ｅの上流側端部が供給開口１７ｇの正面に
配置される。そのため、球を発射することにより上皿１７に残る球が減り生じる空間（橋
渡し球貯留領域１７ｅの上流側の空間）に直接的に球を供給できるので、供給開口１７ｇ
からの球の供給を円滑に行うことができる。
【０１７３】
　供給開口１７ｇから供給された球の内、後追い球貯留領域１７ｆまで到達した球は、上
皿１７の傾斜に沿って傾倒部材３３０の上面に流入する。球が傾倒部材３３０の上面を転
動する際には、傾倒部材３３０の上面の形状であって正面側（矢印Ｆ側）へ向かうにつれ
て下降傾斜する傾斜方向ＦＩ及び発射球貯留領域１７ｄの底面の形状であって背面側（矢
印Ｂ側）へ向かうにつれて下降傾斜する傾斜方向ＢＩの影響を受ける。即ち、傾倒部材３
３０の上面に流入した球は、右方（矢印Ｒ方向）への流下の過程で傾斜方向ＦＩに沿って
正面側へ寄せられ、傾倒部材３３０を通過した後は、傾斜方向ＢＩに沿って背面側（矢印
Ｂ側、発射供給口１７ｋの配置される側）へ寄せられる。
【０１７４】
　これにより、傾倒部材３３０上に球を滞留させず、素早く球を下流へ流す状態と、傾倒
部材３３０に球を滞留させる状態との、両方の状態に好適に対応することができる。
【０１７５】
　即ち、例えば、発射球貯留領域１７ｄに貯留されていた球が遊技領域へ発射され、発射
球貯留領域１７ｄに配置される球が不足した状態では、傾倒部材３３０の上面に流入した
球を早期に発射球貯留領域１７ｄの球が不足している部分へ送球することが望ましい。
【０１７６】
　ここで、遊技領域への球の発射に伴い、発射球貯留領域１７ｄの球は上皿１７の傾斜（
右方へ向かって下降傾斜する傾斜、及び傾斜方向ＢＩの傾斜）に沿って流下することから
、傾倒部材３３０の右方正面側端部から、発射球貯留領域１７ｄの球が不足し始める（球
を受け入れ可能な空間ができ始める）。
【０１７７】
　傾倒部材３３０の上面に流入した球は傾倒部材３３０の上面の傾斜方向Ｃに沿って、正
面側（矢印Ｆ側）に寄せられながら傾倒部材３３０の上面を右方へ通過するので、傾倒部
材３３０の上面から降りる球は、傾斜方向ＢＩの根本側（矢印Ｆ側）から発射球貯留領域
１７ｄに流入する。
【０１７８】
　従って、傾倒部材３３０の右方正面側端部（矢印Ｒ及び矢印Ｆ側端部）に、換言すれば
、発射球貯留領域１７ｄにおいて球が不足し始める（球を受け入れ可能となる）空間に、
直接的に球を流入させることができるので、傾倒部材３３０に球を滞留させることなく、
速やかに球を発射球貯留領域１７ｆに流入させることができる。
【０１７９】
　一方、例えば、発射球貯留領域１７ｄが球で満たされている状態では、傾倒部材３３０
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の上面に球を貯留し易くされることが望ましい。ここで、発射球貯留領域１７ｄが球で満
たされている状態では、球が傾倒部材３３０から発射球貯留領域１７ｄへ流入することが
既に発射球貯留領域１７ｄに貯留されている球により規制されると共に、傾斜方向ＦＩに
より、球が橋渡し貯留領域１７ｅに流入することが抑制されるので、球を傾倒部材３３０
の上面に貯留し易くすることができる。
【０１８０】
　このように、本実施形態では、傾倒部材３３０の上面および上皿１７の底面の形状によ
り、傾倒部材３３０の上面に乗っているか、傾倒部材３３０を通過して傾倒部材３３０か
ら降りているかで、前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）の球の向きを切り替えることができる。
【０１８１】
　図１３は、図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線における正面枠１４の部分断面図である。図
１３に示すように、上皿１７の正面側面において、開口部１７ａは第２板部材３２０の外
形に合致する形状から形成される。開口部１７ａの左右幅は傾倒部材３３０の軸方向幅よ
りも若干長くされ、開口部１７ａは、案内上底面３２２ａの上端位置へ向けて上皿１７の
内面から上皿１７の底面と平行な面として延設される球案内天面１７ａ１と、その球案内
天面１７ａ１の背面視右方（矢印Ｌ側）に配置され受け止め面３２２ｂの上端位置へ向け
て上皿１７の内面から水平面（軸棒部３４１と平行な面）として延設される球被覆面１７
ａ２と、を主に備える。
【０１８２】
　本実施形態では、球案内天面１７ａ１は、規制状態（図１３参照）において傾倒部材３
３０の上面との間隔が球の直径未満となる位置に配設され、球被覆面１７ａ２は、規制状
態において傾倒部材３３０の上面との間隔が球の直径以上となり、かつ、傾倒部材３３０
の上面との間隔が球の直径の２倍よりも短くなる位置に配設される。
【０１８３】
　この位置関係により、規制状態において傾倒部材３３０の上面に乗る球の内、球案内天
面１７ａ１の背面側に配置された球は上皿１７の側壁にせき止められ上皿１７の外方へ飛
び出すことが規制される一方、球被覆面１７ａ２の背面側に配置された球は、正面方向（
矢印Ｆ方向）への速度が加えられれば、球被覆面１７ａ２と傾倒部材３３０との間を通り
解除部材３４０に当接可能とされる。
【０１８４】
　即ち、開口部１７ａの形状により、傾倒部材３３０の上面に乗った球を、解除部材３４
０に当接可能な球（球被覆面１７ａ２の背面側に配置される球）と、解除部材３４０に当
接不能な球（球案内天面１７ａ１の背面に配置される球）とで分けることができる。
【０１８５】
　本実施形態では、傾倒部材３３０が起き上がっている状態（図１３参照）では背面視に
おいて、橋渡し球貯留領域１７ｅを形成する底面と、傾倒部材３３０の上面とが平行とさ
れる。
【０１８６】
　なお、後述するように、供給開口１７ｇから供給され傾倒部材３３０に乗る球は主に、
橋渡し球貯留領域１７ｅを正面側へ向けて通過し、後追い球貯留領域１７ｆを経由して傾
倒部材３３０の上面に乗る。即ち、図１３において、傾倒部材３３０の上面を左向き（矢
印Ｒ方向）に球は流下する。従って、傾倒部材３３０に供給される球は、解除部材３４０
に当接する可能性を保持した状態で傾倒部材３３０の上面に流入し、流下の過程で球被覆
面１７ａ２の背面側の領域を通過することで解除部材３４０に当接する可能性を失う。
【０１８７】
　本実施形態では、解除部材３４０に当接する球も、解除部材３４０に当接しない球も、
傾倒部材３３０への流入位置が同じとされるので（上流の流下経路が分割されることなく
用意されるので）、傾倒部材３３０の上面に貯留される球の貯留態様により解除部材３４
０と当接するか否かが決まる。そのため、解除部材３４０に当接する球を特別に指定した
流路に流入した球に限定する場合に比較して、例えば、上皿１７にあと一球供給されるこ
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とで解除部材３４０が回転可能な状態となった後、傾倒部材３３０と解除部材３４０との
係合が解除されるまでにかかる時間を短縮することができる。
【０１８８】
　図１４（ａ）及び図１４（ｂ）は、図１３のＸＩＶａ－ＸＩＶａ線における正面枠１４
の部分断面図である。なお、図１４（ａ）では、傾倒部材３３０及び解除部材３４０の規
制状態において、傾倒部材３３０の傾倒前の状態が図示され、図１４（ｂ）では、傾倒部
材３３０及び解除部材３４０の許容状態において、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が
互いに離反する方向に回転しきった状態が図示される。
【０１８９】
　なお、図１４（ａ）に示すように、傾倒部材３３０の傾倒前の状態では、上底板部３３
１ｂの上面の、水平面に対する前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿った傾斜角度は約１°で
設定され、図１４（ｂ）に示すように、傾倒部材３３０の傾倒後の状態では、上底板部３
３１ｂの上面の、水平面に対する前後方向に沿った傾斜角度は約１５°で設定される。
【０１９０】
　従って、本実施形態では、傾倒部材３３０の傾倒前は、前後方向に沿った傾斜角度（約
１°）に比較して、左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に沿った傾斜角度（約３°、図１０（ａ
）参照）の方が大きくされ、傾倒部材３３０の傾倒後は、前後方向に沿った傾斜角度（約
１５°）に比較して、左右方向に沿った傾斜角度（約３°、図１０（ａ）参照）の方が小
さくされる（角度の大小が逆転する）。そのため、傾倒部材３３０の姿勢変化に伴い、球
の流下経路（球が流下し易い方向）を変化させることができる。また、図１４（ａ）及び
図１４（ｂ）では、供給開口１７ｇの高さ位置が想像線で図示される。
【０１９１】
　なお、上述したように、前後方向に沿った傾斜角度と、左右方向に沿った傾斜角度とが
、傾倒部材３３０の傾倒により逆転するので、例えば、傾倒部材３３０に上方から着地す
る球が跳ね返る方向を、傾倒部材３３０の姿勢により切り替えることができる。即ち、傾
倒部材３３０の傾倒前の状態（図１４（ａ）参照）では、左右方向の傾斜の方が前後方向
の傾斜に比較して大きいので、傾倒部材３３０に着地した球は左右方向における下流方向
（発射球貯留領域１７ｄに向く方向、矢印Ｒ方向）に跳ね返り易くされ、一方で、傾倒部
材３３０の傾倒後の状態（図１４（ｂ）参照）では、前後方向の傾斜の方が左右方向の傾
斜に比較して大きいので、傾倒部材３３０に着地した球を正面側（開口部１７ａから下方
へ球を排出する方向、矢印Ｆ側）へ流すことができる。
【０１９２】
　従って、傾倒部材３３０の傾倒前は、傾倒部材３３０の上面に着地した球を発射球貯留
領域１７ｄへ流し易くできると共に、傾倒部材３３０の傾倒後は、傾倒部材３３０の上面
に着地した球が開口部１７ａを通して排出されやすくすることができる。これにより、上
皿１７に球が不足しているときは、発射球貯留領域１７ｄに球をより速く供給できる一方
で、上皿１７に球が満杯となり、傾倒部材３３０が傾倒する際には開口部１７ａを通して
球をより速く上皿１７から排出することができる。
【０１９３】
　図１４（ａ）及び図１４（ｂ）に示すように、供給開口１７ｇから供給された球が着地
する橋渡し球貯留領域１７ｅは、傾倒部材３３０の上面よりも低くされる。そのため、供
給開口１７ｇから排出された球であって橋渡し球貯留領域１７ｅに着地した球の勢いを、
傾倒部材３３０の湾曲部３３１ｄに球を当てることで減少させることができる。
【０１９４】
　また、図１０で上述したように、傾倒部材３３０の上底板部３３１ｂの背面側部分（湾
曲部３３１ｄ側の部分）は傾倒部材３３０が傾倒するにつれて上昇するので、傾倒部材３
３０が起き上がった規制状態に比較して、傾倒部材３３０が傾倒した許容状態の方が、橋
渡し球貯留領域１７ｅの上面から湾曲部３３１ｄまでの上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）の間
隔が大きくされる。
【０１９５】
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　これにより、規制状態に比較して、許容状態の方が、傾倒部材３３０上面への球の入球
を防止し易くすることができる。傾倒部材３３０が傾倒し、許容状態となった後で開口部
１７ａから排出される球を、傾倒部材３３０の上面に配置されていた球および傾倒部材３
３０の背面側（矢印Ｂ側）を除く上流側位置（矢印Ｌ側位置）に配置されていた球に限定
することができ、背面側に配置された球が傾倒部材３３０の上面に入球するタイミングを
、傾倒部材３３０が再び起き上がり規制状態となった後にすることができる。そのため、
許容状態の間に傾倒部材３３０に球がまばらに入球し、それらが開口部１７ａから排出さ
れる事態の発生を防止することができる。
【０１９６】
　図１４（ａ）及び図１４（ｂ）に示すように、規制状態と許容状態とでは、球と傾倒部
材３３０との当接位置が変化する。即ち、規制状態で傾倒部材３３０が起き上がった状態
（図１４（ａ）参照）では、湾曲部３３１ｄが球に対向配置されることから、球は湾曲部
３３１ｄと当接する。ここで、本実施形態では、図１４（ａ）に示すように、湾曲部３３
１ｄが球の中心位置よりも下側（球の半径ｒａの１／２程度下側）に配置されるので、球
は横方向の負荷のみで湾曲部３３１ｄに乗り上げ、傾倒部材３３０の上面に入球すること
が可能とされる。即ち、球が湾曲部３３１ｄから受ける反作用の力の内、上方へ向く成分
が大きく維持されることから、球が前後方向の速度で湾曲部３３１ｄに衝突した場合であ
っても、湾曲部３３１ｄに乗り上げて正面側へ移動することが可能とされる（傾倒部材３
３０の上面に流入可能とされる）。
【０１９７】
　一方、許容状態で傾倒部材３３０が傾倒した状態（図１４（ｂ）参照）では、図１４（
ａ）に示す状態に比較して湾曲部３３１ｄが上昇配置されると共に、橋渡し球貯留領域１
７ｅに配置される球から離反する態様で退く。本実施形態では、これに伴い、湾曲部３３
１ｄの上端位置が球の中心位置の高さ付近まで上昇すると共に、球は本体枠３３１ａの平
面部分（湾曲部３３１ｄの下方に延設される部分であって傾倒部材３３０の矢印Ｂ側に配
置される板部分）と当接開始することから、水平方向の負荷のみでは、球が湾曲部３３１
ｄに乗り上げることを困難とすることができる。即ち、球が湾曲部３３１ｄから受ける反
作用の力の内、上方へ向く成分の割合が小さくなることから、球が前後方向の速度で湾曲
部３３１ｄに衝突した場合には、湾曲部３３１ｄに乗り上げるほどの反発力が生み出され
にくく、球を傾倒部材３３０の背面側に維持し易くすることができる（傾倒部材３３０の
上面に流入困難とすることができる）。
【０１９８】
　従って、傾倒部材３３０の傾倒時に湾曲部３３１ｄに乗り上げて球が傾倒部材３３０の
上面に入球することを防止し易くすることができる。また、湾曲部３３１ｄが形成される
ことにより、角部として形成する場合に比較して、応力集中を緩和することができ、傾倒
部材３３０に割れや欠けが生じることを防止することができる。
【０１９９】
　また、供給開口１７ｇは、解除部材３４０と球Ｐ１との当接位置を基準として、上下に
位置ずれした位置に配置される（球の半径ｒａ以上位置ずれする）。これにより、供給開
口１７ｇの上流側の経路に滞留した球から上皿１７の内部の球に与えられる圧力（排出方
向Ｎに沿った圧力）が、解除部材３４０に与えられることを防止することができる。これ
により、解除部材３４０の変位のタイミングを、供給開口１７ｇからの球の供給の勢いで
はなく、上皿１７に貯留された球の個数（球の貯留態様）によって規定し易くすることが
できる。
【０２００】
　図１４（ａ）に示すように、解除部材３４０の係合凸部３４５が傾倒部材３３０の延設
部３３３の動作軌跡と干渉する態様で凸設される。これにより、規制状態において、解除
部材３４０の係合凸部３４５が延設部３３３を下から支えるので、解除部材３４０が図１
４（ａ）に示す位置で維持される限り、傾倒部材３３０が回転することを防止することが
できる。
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【０２０１】
　一方、図１４（ｂ）に示すように、解除部材３４０が回転し、係合凸部３４５が延設部
３３３から離れると、延設部３３３を下から支えるものは無くなるので、傾倒部材３３０
に乗る球の重みが弾性バネ３３４の弾性力以上となれば傾倒部材３３０は回転する。本実
施形態では、弾性バネ３３４の弾性力が、傾倒部材３３０に順序良く乗る球が９個以下で
あれば、傾倒部材３３０が起きた状態を維持する大きさを生じる態様で、弾性バネ３３４
の弾性係数ｋ１が設定される。
【０２０２】
　ここで、本実施形態では、解除部材３４０を延設部３３３から離す負荷と、傾倒部材３
３０を回転させる負荷の方向が、ほぼ直交する態様で異なる。即ち、解除部材３４０を延
設部３３３から離す負荷の向きは正面向き（矢印Ｆの向き）であり、傾倒部材３３０を回
転させる負荷の向きは下向き（矢印Ｄの向き）である。
【０２０３】
　解除部材３４０の回転と傾倒部材３３０の回転とは、必ずしも同時には開始されない。
例えば、係合部材３３０の上面に十分な球が乗っている場合には、解除部材３４０が規制
状態から許容状態へ向けて回転を開始した直後に傾倒部材３３０が回転し得るが、係合部
材３３０の上面に球が余り無い場合に誤って解除部材３４０が規制状態から許容状態へ向
けて回転を開始した場合であっても、傾倒部材３３０が規制状態の姿勢で維持される（図
１４（ｂ）に想像線で図示、中間状態）。
【０２０４】
　この場合、図１４（ｂ）に示すように、傾倒部材３３０と解除部材３４０との間隔が球
の直径未満とされる。これにより、傾倒部材３３０の上面に球が余り無い場合に解除部材
３４０が回転したとしても、開口部１７ａを通過して球が上皿１７から排出されることを
防止することができる。
【０２０５】
　なお、本実施形態では、係合凸部３４５の上面が傾倒部材３３０に対して傾斜している
ことから、解除部材３４０が規制状態から許容状態へ向けて回転開始した直後に傾倒部材
３３０が回転し傾倒部材３３０の延設部３３３が係合凸部３４５に当接し（引っ掛かり）
かけたとしても、傾倒部材３３０から解除部材３４０へ与えられる負荷が係合凸部３４５
の傾斜の影響を受け、係合凸部３４５を許容状態へ向けて押し返す方向に変えられる。こ
れにより、傾倒部材３３０から解除部材３４０へ与えられる負荷が解除部材３４０の径方
向に集中する場合に比較して傾倒部材３３０と解除部材３４０との間で発生する動作抵抗
を抑えることができ、傾倒部材３３０及び解除部材３４０の動作を滑らかにすることがで
きる。
【０２０６】
　規制状態および許容状態において、解除部材３４０と球Ｐ１とが当接する位置について
説明する。図１４（ａ）及び図１４（ｂ）には、解除部材３４０と当接する球Ｐ１が図示
される。
【０２０７】
　図１４（ａ）及び図１４（ｂ）に示すように、規制状態では、球Ｐ１は、解除部材３４
０の軸棒部３４１に近い側（回転軸に近い側、矢印Ｕ側）で当接する一方、許容状態では
、球Ｐ１は、解除部材３４０の係合凸部３４５に近い側（回転軸から遠い側、矢印Ｄ側）
で当接する。そのため、解除部材３４０は、規制状態に比較して許容状態の方が、球Ｐ１
の負荷により回転し易くなる。
【０２０８】
　従って、解除部材３４０に当接する球Ｐ１が繰り返し到達する場合に、規制状態ではそ
の状態を維持し易く、尚かつ、許容状態でもその状態を維持し易く（流下する球Ｐ１によ
り許容状態に戻され易く）することができる。そのため、傾倒部材３３０及び解除部材３
４０の状態を安定化することができる。
【０２０９】
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　例えば、傾倒部材３３０が許容状態（図１４（ｂ）参照）とされ、球が開口部１７ａを
通過する際、解除部材３４０と当接する位置（球被覆面１７ａ２の下側位置）を通過する
球は、解除部材３４０を許容状態へ向けて押しのけながら流下する（球の流下軌跡が規制
状態における解除部材３４０と干渉する）。そのため、開口部１７ａを通過する球の作用
で傾倒部材３３０及び解除部材３４０を許容状態に維持し易くすることができる。
【０２１０】
　本実施形態では、規制状態（図１４（ａ）において、傾倒部材３３０の上面は、水平面
を基準として正面側（矢印Ｆ側）へ向けて若干（約１°）下方傾斜する。そのため、傾倒
部材３３０の上面に流入した球を正面側へ流すことができる。
【０２１１】
　また、本実施形態では、許容状態（図１４（ｂ）参照）において、傾倒部材３３０の上
面の前後方向に沿った傾斜角度は、水平面を基準として約１５度に設定される。傾倒部材
３３０が許容状態となった後、前後方向の傾斜に沿って各球が球１個分位置ずれする（球
の直径である１１ｍｍずつ位置ずれする）ごとに、傾倒部材３３０の延設部３３３から球
が排出される。延設部３３３から軸棒部３３２へ向けて順に球が列（軸棒部３３２の軸方
向に整列した列）となって貯留されると仮定した場合、傾倒部材３３０の上面に貯留され
た球は、０．１秒に２列流下する程度の流量（最大で横４列で流下するとの過程のもとで
、約８０［個／秒］）で上皿１７から排出される。
【０２１２】
　このように、傾倒部材３３０が許容状態となると、球が傾倒部材３３０の先端側へ列を
なして流下する。そのため、球の流下途中においても、傾倒部材３３０の先端側に複数個
（３個以上）の球が列をなして配置される状態を維持することができるので、球の排出の
途中で弾性バネ３３４の反力により傾倒部材３３０が起き上がることを防止できる。
【０２１３】
　傾倒部材３３０の上面を伝って第１板部材３１０及び第２板部材３２０の間の流路を流
下する球は、第１板部材３１０及び第２板部材３２０の下端部から下皿１５に排出される
。図１４（ａ）及び図１４（ｂ）に示すように、第１板部材３１０及び第２板部材３２０
の間の流路は上皿１７及び下皿１５の外形端部（正面側端部）付近において鉛直方向に延
設される。
【０２１４】
　即ち、本実施形態によれば、上皿１７から下皿１５へ球を移動させる経路を正面枠１４
の正面側の正面寄り（上皿１７及び下皿１５の外形端部付近）に配置することができる。
これにより、従来のように正面枠１４の背面側に分岐流路を設けて球を上皿１７と下皿１
５とに分ける場合に比較して、上皿１７の下方にまとまった空きスペースを確保すること
ができる。
【０２１５】
　例えば、従来と同じように、正面枠１４と内枠１２との間の位置に分岐流路が配置され
る場合には、その分岐流路により正面枠１４側のスペースと内枠１２側のスペースとが分
断されることから、分岐流路の正面側（矢印Ｆ側）および背面側（矢印Ｂ側）に小さなス
ペースを設けられるに留まり、そのスペースの利用価値が少なかったが、本実施形態によ
れば、分岐流路と同様の機能を果たす流路が正面枠１４の正面側の正面寄りに配置される
ので、その流路を形成する第１板部材３１０の背面側に、正面枠１４及び内枠１２に連通
される（矢印Ｆ－Ｂ方向に連通される）、まとまった空きスペースを確保することができ
る。
【０２１６】
　例えば、正面枠１４及び内枠１２に連通されるスペースにスピーカーボックス等（例え
ば、スピーカーボックスや可動物等）を配置することができるので、大型装置の配置自由
度を向上させることができる。
【０２１７】
　この場合、内枠１２のスピーカーボックス等を受け入れる位置に、内枠１２の正面側側
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面から背面側へ向けて凹設される凹設空間がスピーカーボックス等の受け入れが可能な大
きさで配設されることにより、正面枠１４の背側面から背面側へ張り出す態様で大型のス
ピーカーボックス等を正面枠１４に配設することができる。
【０２１８】
　なお、凹設空間が配設された内枠１２と、大型のスピーカーボックス等が配設されない
正面枠１４とを組み合わせてパチンコ機１０を構成するようにしても良い（内枠１２の兼
用を図っても良い）。即ち、内枠１２を共用の枠として使用できることにより、例えば、
交換時において、内枠１２はそのままで、正面枠１４のみの交換で済ますことができる。
この場合、大型のスピーカーボックス等が配設される正面枠１４と、大型のスピーカーボ
ックス等が配設されない正面枠１４とを、それぞれ別の専用の内枠１２と組み合わせてパ
チンコ機１０を構成する場合に比較して、交換時の工数を削減することができる。
【０２１９】
　なお、正面枠１４から内枠１２へ向けて張り出すものは、スピーカーボックス等に限定
されない。例えば、押しボタンの構造の一部でも良いし、正面枠１４と内枠１２との位置
決めをする突起でも良いし、配線を部分的に覆う被覆部材でも良い。
【０２２０】
　図１５（ａ）及び図１５（ｂ）を参照して、傾倒部材３３０及び解除部材３４０に与え
られる負荷の関係について説明する。図１５（ａ）及び図１５（ｂ）は、傾倒部材３３０
及び解除部材３４０に与えられる負荷を示す模式図である。なお、理解を容易にするため
に、傾倒部材３３０及び解除部材３４０の当接位置における形状が軸棒部３３２を中心と
する円に沿った形状に模式的に修正して図示される。
【０２２１】
　図１５（ａ）では、傾倒部材３３０が傾倒する前の状態であって、傾倒部材３３０と解
除部材３４０とが当接した状態（規制状態の一部）が、図１５（ｂ）では、傾倒部材３３
０と解除部材３４０とが互いに離反し、傾倒部材３３０が傾倒した状態（許容状態の一部
）が、それぞれ図示される。
【０２２２】
　傾倒部材３３０及び解除部材３４０に与えられる負荷がつくるモーメントの関係につい
て説明する。まず、傾倒部材３３０の軸周りには、球が乗っていない状態において、弾性
バネ３３４の弾性的な付勢力による弾性的モーメントＭｋと、解除部材３４０との当接位
置において生じる静止摩擦力による静止摩擦モーメントＭｆと、第１板部材３１０の天板
部３１２ａから与えられる規制力による方向限定の規制モーメントＭｒとが生じる。これ
らが釣り合うことで、傾倒前の状態で傾倒部材３３０の姿勢が維持される（図１５（ａ）
参照）。なお、傾倒部材３３０及び解除部材３４０は軽量な部材として構成されることか
ら、図１５の説明においては、傾倒部材３３０及び解除部材３４０の重量により生じるモ
ーメントを無視して説明する。
【０２２３】
　弾性的モーメントＭｋは、弾性バネ３３４の材質や大きさ、巻き状態などで数値が変化
する。ここで、本実施形態では、傾倒前の状態（図１５（ａ）参照）において、傾倒部材
３３０の上面に球が順序よく９個乗るまでは傾倒前の状態を維持できる一方で、球が１０
個以上乗ると傾倒開始する大きさで設定される（弾性バネ３３４の弾性係数ｋ１が設定さ
れる）。なお、以下において「球が順序よく貯留される」とは、傾倒部材３３０の右端側
から前後方向に並ぶ列として一列ずつ順番に、尚かつ、各列において正面側（軸棒部３３
２から離れた側）から球が順番に貯留されることを意味する。
【０２２４】
　詳述すると、解除部材３４０側から前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に球が３個並ぶ球の列
が正面視左右方向（矢印Ｌ－Ｒ方向）に３列生じるまでは、解除部材３４０とは無関係に
、傾倒部材３３０は傾斜前の状態を維持する。
【０２２５】
　図１５（ａ）では、解除部材３４０側から３個並ぶ球の列の例が想像線で図示される。
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図１５（ａ）に示すように、列を形成する球の中心位置は、おおよそ等間隔で配置される
。即ち、解除部材３４０から最も離れた球（矢印Ｂ側に配置された球）の中心位置は軸棒
部３３２から腕長さＡＲ［ｍｍ］だけ離れた位置に、その球と隣接する球の中心位置は軸
棒部３３２から腕長さＡＲの約３培だけ離れた位置に、解除部材３４０に最も近接する球
（矢印Ｆ側に配置された球）の中心位置は軸棒部３３２から腕長さＡＲの約５倍だけ離れ
た位置に、それぞれ配置される。なお、理解を容易にするために、以下において、傾倒部
材３３０の上面に配置される球は、上述した３通りの位置のいずれか（軸棒部３３２から
腕長さＡＲの整数倍だけ離れた位置）に配置されるものと仮定して説明を行う。
【０２２６】
　軸棒部３３２に対する上底板部３３１ｂの傾斜は、位置によらず一様なので、球から軸
棒部３３２の軸周りに与えられる負荷は位置によらず等しい。ここで、球が軸棒部３３２
の軸周りに与える負荷を負荷ｍｇ［Ｎ］（傾倒部材３３０の前後方向の傾斜は１°なので
、傾斜の影響は無視すると仮定）とし、３列の球が傾倒部材３３０の上面に乗った状態で
球から傾倒部材３３０に与えられるモーメントを球の負荷により傾倒部材３３０の軸周り
に生じる負荷モーメントＭｂとして表すと（３個で一列の球により生じるモーメントが、
（Ｒ＋３Ｒ＋５Ｒ）×ｍｇであり、それが３列あるとして）、Ｍｂ＝２７ｍｇ×Ｒ［Ｎｍ
ｍ］となることから、弾性的モーメントＭｋもＭｋ≒２７ｍｇ×Ｒ［Ｎｍｍ］で設定され
る。なお、ｍｇは球の重量ｍ［ｋｇ］に起因して生じる負荷、ｇは重力加速度［ｍ／（ｓ
＾２）］として説明する。また、本実施形態では、傾倒時（図１５（ｂ）参照）における
弾性的モーメントの、傾倒前の弾性的モーメントＭｋとの違いが僅かとなるように弾性バ
ネ３３４が構成される。
【０２２７】
　例えば、本実施形態では、弾性バネ３３４の弾性係数ｋ１がｋ１＝０．２ｍｇ×Ｒ［Ｎ
ｍｍ／ｄｅｇ］で設定され、弾性バネ３３４の形状は、傾倒前の状態における弾性バネ３
３４の変位量（角度）が１３５°となるように設定される。この状態において、傾倒部材
３３０の傾倒前に弾性バネ３３４が生じる弾性的モーメントＭｋは２７ｍｇ×Ｒ［Ｎｍｍ
］であり、傾倒後（傾倒前の状態から１４°角度変化した状態）に弾性バネ３３４が生じ
る弾性的モーメントＭｋは２９．８ｍｇ×Ｒ［Ｎｍｍ］（１０個目の球が傾倒部材３３０
に順序良く乗った時に傾倒部材３３０にかけられる負荷モーメントＭｂの総和よりも小さ
い）となる。そのため、生じる弾性的モーメントの変化が小さいことから、図１５（ｂ）
においても、傾倒時の弾性的モーメントを弾性的モーメントＭｋと同じ符号で説明する。
【０２２８】
　静止摩擦モーメントＭｆは、解除部材３４０が傾倒部材３３０に与える負荷と、当接面
の状態と、により数値が変化する。ここで、本模式図では、図１５（ａ）に示すように、
傾倒部材３３０と解除部材３４０との当接部分を通る解除部材３４０の軸棒部３４１を中
心とした円の接線が傾倒部材３３０の回転軸（軸棒部３３２）を通ることから、解除部材
３４０の軸周りに生じる弾性バネ３４６により生じる付勢力Ｆｍ１が、分割されることな
く傾倒部材３３０に摩擦をかける負荷として生じる。
【０２２９】
　従って、静止摩擦モーメントＭｆは、付勢力Ｆｍ１に傾倒部材３３０と解除部材３４０
との当接状態における静止摩擦係数μを乗じたものに、傾倒部材３３０の回転軸を中心と
した腕長さをかけたものになる。なお、本実施形態では、静止摩擦係数μを０．５に、付
勢力Ｆｍ１（解除部材３４０の回転軸から腕長さＡＲの４倍の位置で傾倒部材３３０側に
生じる負荷）を球１．５個分の重さ（１．５ｍｇ［Ｎ］）に相当する力に、それぞれ設定
する（解除部材３４０の当接面の態様、及び弾性バネ３４６の弾性係数を設定する）。こ
れにより、図１５（ａ）の状態においては、球が傾倒部材３３０の上面に１０個乗ったと
しても、傾倒部材３３０を傾倒前の状態で維持することができる。
【０２３０】
　詳述すると、静止摩擦モーメントＭｆは、軸棒部３３２からの距離が、腕長さＡＲの７
倍の位置において、付勢力Ｆｍ１が傾倒部材３３０に働くことにより生じる摩擦力による
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モーメントとして表せるので、Ｍｆ＝７Ｒ×１．５×ｍｇ×０．５＝５．２５ｍｇ×Ｒ［
Ｎｍｍ］となる。これにより、傾倒部材３３０だけでは傾倒を開始する個数の球が乗った
としても、更に静止摩擦モーメントＭｆが加えられることにより、少なくともあと１個の
球が追加で乗るまでは、傾倒部材３３０の姿勢を維持させることができる。
【０２３１】
　この条件を成立させる一例として、本実施形態では、弾性バネ３４６の弾性係数ｋ２が
ｋ２＝０．１ｍｇ×Ｒ［Ｎｍｍ／ｄｅｇ］で設定され、弾性バネ３４５の形状は、傾倒前
の状態における弾性バネ３４５の変位量（角度）が６０°となるように設定される。なお
、解除部材３４０は、上皿１７に形成される回り止め（図示せず）により、図１５（ａ）
の姿勢よりも若干の角度だけ傾倒部材３３０側に回転した姿勢が解除部材３４０の移動範
囲の限界位置として制限される。
【０２３２】
　なお、上述したように、傾倒部材３３０が傾倒後、傾倒前の状態に復帰する（起き上が
る）過程において傾倒部材３３０の軸周りに生じるモーメント（＞Ｍｋ）は、静止摩擦モ
ーメントＭｆよりも大きいことから、傾倒部材３３０又は解除部材３４０のどちらが先に
図１５（ａ）に示す状態に復帰するかに関わらず、傾倒部材３３０を傾倒前の状態に復帰
させることができる（傾倒部材３３０が復帰の途中で静止することを防止することができ
る）。
【０２３３】
　詳述すると、傾倒部材３３０が起き上がりきる直前において発生する負荷（初期トルク
とほぼ同じ）が、解除部材３４０から受ける摩擦に打ち勝つことが要件となるところ、当
接位置までの回転軸からの長さは、傾倒部材３３０：解除部材３４０＝７Ｒ：４Ｒである
。そのため、当接位置で生じる負荷に、以下の式が成り立つ必要がある。
【０２３４】
　即ち、ｐ×ｋ１（傾倒前の状態における弾性的モーメントＭｋ）＞７Ｒ／４Ｒ×ｑ×ｋ
２（傾倒部材３３０に当接している状態における静止摩擦モーメントＭｆ×７／４）が成
り立つ必要がある。ここで、ｐは、弾性バネ３３４の初期変形角度、ｑは、弾性バネ３４
６の初期変形角度を意味する。なお、係合凸部３４５の影響を考慮して、ｐ×ｋ１を大き
めに設定することが望ましい。本実施形態では、上述した設定において本式を満たすので
、傾倒部材３３０が復帰の途中で静止することを防止することができる。
【０２３５】
　ここで、傾倒部材３３０の傾倒が開始される条件としては、上述したように、解除部材
３４０との間で生じる静止摩擦に球が与える負荷が打ち勝って（モーメントが勝って）動
作開始する場合（Ｍｋ＋Ｍｆ＜ΣＭｂ、ΣＭｂは傾倒部材３３０の上面に乗る各球の負荷
モーメントＭｂの総和を意味する）と、解除部材３４０が傾倒部材３３０から離反するこ
とで静止摩擦が解消され動作開始する場合と、が考えられる。以下、後者である、解除部
材３４０が傾倒部材３３０から離反する場合について説明する。
【０２３６】
　例えば、球が勢いよく解除部材３４０に衝突する場合について説明する。本模式図では
、当接部分の形状関係（解除部材３４０の回転軸を中心として解除部材３４０と傾倒部材
３３０との当接部分を通る円の接線が傾倒部材３３０の回転軸を通る形状関係）により、
解除部材３４０が傾倒部材３３０から離反する過程で摩擦が生じない。従って、解除部材
３４０に与えられる負荷が、純粋に付勢力Ｆｍ１を上回れば、解除部材３４０の姿勢が変
化し、傾倒部材３３０に与えられる静止摩擦が解消する。
【０２３７】
　ここで、球と解除部材３４０との当接位置における付勢力Ｆｍ１が球３個分の重さに対
応すると仮定すると、例えば、解除部材３４０に衝突した球が解除部材３４０を０．１［
ｍｍ］だけ変位させるのに必要な運動エネルギーを有した球を考えると、力学的な方程式
であるＦｓ＝１／２ｍｖ＾２に、Ｆ＝Ｆｍ１＝３ｍｇ［Ｎ］、ｓ＝１×１０＾（－４）［
ｍ］を代入することで、ｖ≒８×１０＾（－２）［ｍ／ｓ］が求められるので、球の速度
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は、約８［ｃｍ／ｓ］となる。
【０２３８】
　即ち、例えば、傾倒部材３３０に球が９個乗った状態で球が速度８［ｃｍ／ｓ］で解除
部材３４０に衝突した場合、解除部材３４０が傾倒部材３３０から離反し、静止摩擦力が
消失するので、球の重みで傾倒部材３３０が傾倒する。従って、解除部材３４０に球が衝
突しない場合（上述したように、１０個球が乗っても傾倒部材３３０が維持される）に比
較して、傾倒部材３３０の傾倒に要する球の個数が少なくなり、傾倒部材３３０が傾倒す
る際に傾倒部材３３０に乗っている球の数に、若干のばらつきを生じさせることができる
。これにより、開口部１７ａからの球の排出を、ランダム性のある演出として遊技者に見
せることができる。
【０２３９】
　また、例えば、解除部材３４０の背面側に貯留された球の重みが解除部材３４０に負荷
を与える場合について説明する。傾倒部材３３０は前後方向に水平面から約１°下降傾斜
していることから、解除部材３４０に１個の球が与える負荷は、ｍｇ×ＣＯＳ８９°≒０
．０２ｍｇ［Ｎ］である。そのため、解除部材３４０の背面側に貯留され解除部材３４０
に負荷を与える球が７５個を超えると、解除部材３４０は球に押しのけられ、回転を開始
することになるが、本実施形態では、解除部材３４０に負荷を与える球の数は、最大でも
２０個程度であり、７５個は超えないので、解除部材３４０はそのままの姿勢を維持する
。
【０２４０】
　なお、傾倒部材３３０の傾倒後は、解除部材３４０と球との当接位置が解除部材３４０
の回転軸から離れるので（腕長さＡＲの２～３倍となるので）、解除部材３４０を押しの
けるのに球に必要とされる負荷が減少する。
【０２４１】
　そのため、解除部材３４０を押しのけるのに必要となる解除部材３４０に負荷を与える
球の数は、傾倒部材３３０の傾倒前に比較して減少する。傾倒部材３３０の傾倒後は、傾
倒部材３３０の前後方向に沿った水平面からの傾斜角度が１５°に設定されるので、１個
の球が解除部材３４０に与える負荷はｍｇ×ＣＯＳ７５°≒０．２５ｍｇ［Ｎ］（傾倒部
材３３０の傾斜方向の負荷は水平面に対して１５°なので、傾斜方向の負荷が、そのまま
解除部材３４０の回転方向にかけられると近似した場合）である。
【０２４２】
　そのため、解除部材３４０を押しのけるために必要な負荷が傾倒部材３３０の傾倒前の
半分であると仮定する（当接位置の解除部材３４０の回転軸からの距離が腕長さＡＲの４
倍と仮定する）と、解除部材３４０に負荷を与える球の数が６個以上であれば、解除部材
３４０を押しのけて流下し始めることができる。
【０２４３】
　尚且つ、解除部材３４０が回転するほど、解除部材３４０から球へ与えられる負荷の球
の流下方向に対する角度が大きくなると共に、球が解除部材３４０と当接する点の解除部
材３４０の回転軸からの長さが長くなるので、解除部材３４０を回転させるのに必要とな
る負荷が減少する。
【０２４４】
　例えば、図１５（ｂ）に示す状態（弾性バネ３４６の変位が最大となる状態）では、球
の負荷を前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に沿って生じるものと近似した場合、その球を前後
方向に押し返す方向に解除部材３４０が発生させる負荷は、付勢力Ｆｍ１の解除部材３４
０の回転角度に伴う成分の力となる。図１５（ｂ）に示すように、解除部材３４０は移動
しきった状態において当接板部３４２、係合凸部３４５の球と当接する側の面が鉛直方向
に対して４５°傾斜するため、付勢力Ｆｍ１の球を押し返すモーメントを発生させる成分
は、０．７Ｆｍ１（≒Ｆｍ１×ＣＯＳ４５°）となる。
【０２４５】
　これにより、弾性バネ３４６の変位量により増大する付勢力の増加分（約１．５倍）が
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、球を押し返す付勢力Ｆｍ１の成分（約０．７Ｆｍ１）との関係で、相殺される。更に、
解除部材３４０と球との当接位置は、解除部材３４０が回転するほど（矢印Ｆ側に移動す
るほど）回転軸から遠くなるので、より小さな力で解除部材３４０を押し返すことができ
る。
【０２４６】
　従って、解除部材３４０を回転させ始めさえすれば、解除部材３４０を短時間でスムー
ズに、移動範囲の端部（図１５（ｂ）参照）まで回転させることができる。なお、球と傾
倒部材３３０及び解除部材３４０との間で生じる動摩擦については無視している。
【０２４７】
　図１５（ｂ）に示す状態に傾倒部材３３０が到達した直後は、傾倒部材３３０の上面に
多数の球が乗っているため、その重みで傾倒部材３３０の姿勢は維持されるが、傾倒部材
３３０の上面から球が流れ落ちるにつれて傾倒部材３３０にかけられる重みが小さくなり
、弾性バネ３３４による付勢力が球の重みに打ち勝ち始める。ここで、例えば、傾倒部材
３３０の上面に傷ができており、それにより球が減速され球の流下が遅れてしまうと、球
が流れ落ちる前に傾倒部材３３０が復帰する（起き上がる）という不具合が生じるおそれ
がある。
【０２４８】
　本遊技機のように、上皿１７に開口部１７ａが配設され、開口部１７ａを開閉する部材
が自動で動作する場合、傾倒部材３３０に解除部材３４０から与えられる動作抵抗に打ち
勝つだけの負荷を継続的に与えながら、傾倒部材３３０が傾倒する際には、即座に姿勢変
化することが求められる（例えば、傾倒開始から球の排出開始までの間隔を短くすること
ができる）一方、傾倒後、復帰する（起き上がる）際には、球が流れ落ちるまで粘ってか
ら（待ってから）姿勢変化することが求められる（例えば、傾倒部材３３０の上面に乗る
球を残さず流れ落とすことができる）という、相反する要求が生じ、これに応える簡易な
構造が求められることが予想される。
【０２４９】
　これに対し、本実施形態では、傾倒部材３３０の下方に配置される第１板部材３１０の
天板部３１２ａは、図１５（ａ）に示す状態では傾倒部材３３０と当接せず、そこから傾
倒部材３３０が傾倒し、傾倒後の状態になる直前から傾倒部材３３０の本体枠３３１ａと
当接する態様で凹設形成される抵抗凹設部３１２ａ１を備える。これにより、傾倒部材３
３０が傾倒した状態から起き上がり始める際には、天板部３１２ａの抵抗凹設部３１２ａ
１との間で生じる摩擦力に打ち勝つ必要があるので、動作開始までの時間を引き延ばすこ
とができる。
【０２５０】
　なお、天板部３１２ａとの当接は、傾倒部材３３０の傾倒動作時にも生じるが、この時
は、傾倒部材３３０の上面に十分な個数の球がまだ配置されていることに加え、生じる摩
擦は動摩擦なので、摩擦力による傾倒部材３３０の起き上がり動作開始までの時間延長の
効果を維持しながら、傾倒部材３３０の傾倒動作時の減速度合いを最小限に抑えることが
できる。
【０２５１】
　例えば、抵抗凹設部３１２ａ１と傾倒部材３３０との間で生じる静止摩擦力により生じ
る傾倒部材３３０の軸回りのモーメントが、傾倒時の傾倒部材３３０に生じる弾性的モー
メントＭｋよりも小さく、傾倒時の傾倒部材３３０に球が１つ乗った場合における弾性的
モーメントＭｋと負荷モーメントＭｂとの総和よりも大きくなるように、抵抗凹設部３１
２ａ１の表面が設定されても良い。この場合、傾倒時の傾倒部材３３０の上面から球が全
て流れ落ちるまで傾倒部材３３０は傾倒した状態を維持し、球が全て流れ落ちた後、静止
摩擦力に抗して復帰動作を開始する。従って、傾倒部材３３０の上面に球が残っていると
きに傾倒部材３３０が復帰動作を開始することを防止することができる。
【０２５２】
　一方で、抵抗凹設部３１２ａとの静止摩擦力に抗して傾倒部材３３０が復帰動作を開始
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した後は、傾倒部材３３０にかけられる摩擦は動摩擦であり小さいので、その後で球が傾
倒部材３３０に少数乗ったとしても傾倒部材３３０に復帰動作を継続させることができる
。従って、傾倒部材３３０の復帰動作中に傾倒部材３３０の上面に流入した球を、その後
で傾倒部材３３０が復帰しきった後に傾倒部材３３０の上面に到達した球と一緒にまとめ
て排出することができる。
【０２５３】
　なお、実際（模式的に修正する前）は、本実施形態では、解除部材３４０の係合凸部３
４５が傾倒部材３３０の動作軌跡内に入り込むので、解除部材３４０を球の衝撃で傾倒部
材３３０から離反させ傾倒部材３３０を傾倒させる場合には、上述したよりも（０．１［
ｍｍ］）よりも、長い距離（例えば、１［ｍｍ］）だけ解除部材３４０を変位（回転）さ
せ動作軌跡外に出す必要があるので、図１５で説明した模式図に比較して、球の衝撃で解
除部材３４０が変位し傾倒部材３３０が傾倒する事態を生じ難くすることができる。
【０２５４】
　なお、係合凸部３４５が解除部材３４０の軸棒部３４１から最も遠い位置に配設される
ことにより、係合凸部３４５が軸膨部３４１に近い位置に配設される場合に比較して、係
合凸部３４５の凸設長さを確保しながら、傾倒部材３３０が傾倒した状態から復帰する際
に解除部材３４０を乗り越えるために必要となる解除部材３４０の回転角度を小さくする
ことができる。
【０２５５】
　また、係合部３３３ｂの上面が当接板部３４２の下端部に当接することで、復帰動作中
の傾倒部材３３０が係止される（図１４（ａ）参照）。これにより、傾倒部材３３０の復
帰時の姿勢を規定することができる。
【０２５６】
　加えて、本実施形態では、解除部材３４０と傾倒部材３３０との当接位置は傾倒部材３
３０の上面に沿った位置であり、図１５（ａ）で当接位置として図示した位置よりも上側
とされる。従って、解除部材３４０から傾倒部材３３０に与えられる負荷の方向を示す直
線は、軸棒部３３２よりも上側を通る。そのため、傾倒部材３３０は、解除部材３４０か
ら、上向きの摩擦力に加え、軸棒部３３２よりも上側を通る上記直線に沿った付勢力Ｆｍ
１の方向成分による力を受ける。これにより、傾倒部材３３０と解除部材３４０との間に
生じる摩擦の大小に関わらず、付勢力Ｆｍ１により傾倒部材３３０に生じるモーメントに
より、傾倒部材３３０を傾倒前の状態（図１４（ａ）参照）に維持し易くすることができ
る。
【０２５７】
　図１６及び図１７は、上皿１７の背面斜視図である。なお、図１６及び図１７では、理
解を容易とするために、供給開口１７ｇが形成される背面側板の図示が省略されると共に
供給開口１７ｇの開口部外形が想像線で図示される。また、図１６では、傾倒部材３３０
及び解除部材３４０の規制状態が、図１７では、傾倒部材３３０及び解除部材３４０の許
容状態が、それぞれ図示される。
【０２５８】
　図１７に示す状態では、球案内天面１７ａ１と傾倒部材３３０との間隔が球の直径以上
とされる。従って、図１７に示す状態において、傾倒部材３３０の幅方向（矢印Ｌ－Ｒ方
向）のどの位置からでも球を開口部１７ａ伝いに上皿１７の外方へ排出することができる
。
【０２５９】
　図１６及び図１７に示すように、供給開口１７ｇを通って上皿１７に供給された球は、
まず橋渡し球貯留領域１７ｅに着地する。橋渡し球貯留領域１７ｅの上面は発射球貯留領
域１７ｄの上面と面位置でつながる一方、傾倒部材３３０の上面および後追い球貯留領域
１７ｆの上面は、橋渡し球貯留領域１７ｅよりも一段高い面として形成される。本実施形
態では、球の半径ｒａの約１／４だけ高い面（橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留された球が
水平方向の負荷で乗り上げ可能な高さ）として形成される。



(38) JP 6874791 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

【０２６０】
　これにより、供給開口１７ｇから上皿１７に供給された球は、まず発射球貯留領域１７
ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅを満たし、その後、橋渡し球貯留領域１７ｅに満たされた
球の上を伝うか、後から来た球に橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留されていた球が押し出さ
れることにより、後追い球貯留領域１７ｆ及び傾倒部材３３０の上面に流入する。
【０２６１】
　即ち、本実施形態では、供給開口１７ｇから上皿１７に供給された球の全てが傾倒部材
３３０の上面を通るのでは無く、発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅが球
で満たされる前に上皿１７に供給された球のほとんどは傾倒部材３３０の上面を通過する
ことなく流下する。
【０２６２】
　そのため、発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅが球で満たされる前に解
除部材３４０に球が当接することを防止できる。これにより、上皿１７に貯留される球が
少ない状態で傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態を形成し球が上皿１７から排
出される可能性を低減することができる。
【０２６３】
　このように、本実施形態では、傾倒部材３３０の上面が橋渡し球貯留領域１７ｅよりも
一段高くなる配置で傾倒部材３３０を上皿１７に配設することで、球の流下経路を指定す
ることができる。これにより、球の経路を指定する別部材を用意したり、上皿１７を特別
な形状としたりする場合に比較して、部品コストや、加工コストを抑えることができる。
【０２６４】
　本実施形態では、橋渡し球貯留領域１７ｅに球が供給される場合、橋渡し球貯留領域１
７ｅに配置される球が予め許容される数量（段積み含む）を越えている場合には対応する
数量の球が後追い球貯留領域１７ｆに押し出される一方、橋渡し球貯留領域１７ｅに配置
される球が許容される数量に到達していない場合には球が供給されても後追い球貯留領域
１７ｆに押し出されることはなく、橋渡し球貯留領域１７ｅに留まる。即ち、橋渡し球貯
留領域１７ｅは、上面に貯留される球の個数に応じて、供給される球の案内先を変える領
域として機能する。これにより、供給開口１７ｇから供給される球により橋渡し球貯留領
域１７ｅを優先的に球で満たすことができる。
【０２６５】
　後追い球貯留領域１７ｆの傾倒部材３３０側の端部と上皿１７の正面側内面との交差部
に当たる湾曲部１７ｆ１は、球の半径ｒａよりも小さな曲率半径の湾曲形状から形成され
る。従って、湾曲部１７ｆ１に向かって来た球の速度を上方へ向けることができ、その勢
いを急激に落とすことができる。
【０２６６】
　また、供給開口１７ｇから供給された球の速度が湾曲部１７ｆ１に到達することで急激
に落ち、その後で傾倒部材３３０へ流入する態様で球を流下させることができる。これに
より、供給開口１７ｇから上皿１７に供給された球が傾倒部材３３０に流入する経路を狭
めることができ、球が解除部材３４０に到達する経路を制限することができる。
【０２６７】
　解除部材３４０は、規制状態において、当接板部３４２と湾曲部１７ｆ１との間隔Ｔ２
が、球の半径ｒａ以上とされる位置に配設される。即ち、解除部材３４０が上皿１７の内
面から外方へ奥まった位置に配設されるので、上皿１７の内面に沿った速度方向で流下す
る球が、そのままの勢いで解除部材３４０側へ流入することを回避することができる。本
実施形態では、後述するように、流下する球は解除部材３４０の背面側（矢印Ｂ側）を素
通りし、解除部材３４０の下流側（矢印Ｒ側）に球が満たされた後に下流側への流下が阻
害された球（行き場を失った球）が解除部材３４０に到達する（球被覆面１７ａ２の下方
に配置される）。
【０２６８】
　また、間隔Ｔ２が球の半径ｒａ以上とされることで、球被覆面１７ａ２の下方に球Ｐ１
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が配置された状態において後追い球貯留領域１７ｆに配置される球から負荷が与えられ球
Ｐ１が移動開始する方向を解除部材３４０側に向いた方向とすることができる。これによ
り、球Ｐ１が後追い球貯留領域１７ｆ１から流下する球の作用により球被覆面１７ａ２の
下方の領域から上皿１７の内側へ弾き出されることを防止することができる。
【０２６９】
　図１６に示すように、解除部材３４０は上皿１７の正面側面（矢印Ｆ側の側面）の更に
正面側に奥まった位置に配設され、解除部材３４０の上方が球被覆面１７ａ２により覆わ
れる。
【０２７０】
　即ち、球が上皿１７の上方から供給された場合に、球が解除部材３４０へ向けて斜めに
落下したとしても、球の流下経路が球被覆面１７ａ２と干渉する場合には、上皿１７の内
面に球が当接し球の流下方向が上皿１７の内面形状に沿った方向に切り替えられる。これ
により、球は解除部材３４０から離れた位置（球被覆面１７ａ２の背面側、矢印Ｂ側）に
着地することになるので、上皿１７の上方から供給された球が、落下時の勢いで解除部材
３４０に負荷を与えることを防止することができる。
【０２７１】
　例えば、上皿１７に残った球が少ないと感じた遊技者が下皿１５や千両箱などから上皿
１７に球を供給した場合に、その球が解除部材３４０に当接する場合があると、球を上皿
１７に供給することに伴い上皿１７から球が排出されることになり、遊技者に不満を与え
る原因となる。これに対し、本実施形態によれば、遊技者により上皿１７に供給された球
が解除部材３４０と当接することを防止することができるので、遊技者の不満を解消する
ことができる。
【０２７２】
　球被覆面１７ａ２は、上述したように、規制状態において、傾倒部材３３０の上面との
間隔が球の直径の２倍よりも短くなる位置に配置される。これにより、解除部材３４０に
当接する球Ｐ１の上に球が積み上がることを防止することができ、傾倒部材３３０が許容
状態となり球が排出される際に、縦に２段に積み上がった状態で開口部１７ａに球が流入
することに伴い球詰まりが生じるおそれを低減することができる。
【０２７３】
　球被覆面１７ａ２は、傾倒時（図１７参照）において、傾倒部材３３０の上面との間隔
が球の直径の２倍程度とされる（図１４（ｂ）参照）ので、傾倒部材３３０の上面におい
て球被覆面１７ａ２の背面側で球が積層されていた場合であっても、上下方向において球
の直径の２倍程度の開口幅で球を受け入れることができるので、開口部１７ａを通した球
の排出をスムーズに行うことができる。
【０２７４】
　本実施形態では、特に、球が積層を生じ易い供給開口１７ｇに近い側において、開口部
１７ａと傾倒部材３３０との間の上下方向の開口幅が長くされるので、開口部１７ａを通
した球の排出をスムーズに行うことができる。
【０２７５】
　加えて、本実施形態では、開口部１７ａを通して排出される球が流下する経路（第１板
部材３１０及び第２板部材３２０により形成される内部流路）が鉛直下方へ延びている（
図１４（ｂ）参照）。そのため、上下方向に複数球の球が積まれた状態で開口部１７ａを
通過した場合であっても、球が積まれる方向と、球が流下する経路の延びる方向とのなす
角度が抑えられているので、開口部１７ａの下流における球の流下抵抗を低減することが
できる（例えば、開口部１７ａを通過した複数の球が噛み合い、内部流路内で挟まれるこ
とで滞留したり、噛み合わないまでもお互いに衝突し合うことで減速させたりすることを
防止できる）。従って、開口部１７ａを通した球の排出をスムーズに行うことができる。
【０２７６】
　図１８（ａ）から図１８（ｃ）及び図１９（ａ）から図１９（ｃ）は、上皿１７の上面
図である。なお、図１８及び図１９では、上皿１７への球の貯留態様が時系列で図示され
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る。
【０２７７】
　即ち、図１８（ａ）では、発射球貯留領域１７ｄの一部に球が貯留された状態が、図１
８（ｂ）では、発射球貯留領域１７ｄが球で満たされた後で橋渡し球貯留領域１７ｅの一
部に球が貯留された状態が、図１８（ｃ）では、図１８（ｂ）に示す状態から更に、橋渡
し球貯留領域１７ｅが球で満たされた状態が、図１９（ａ）では、図１８（ｃ）に示す状
態から更に、球が傾倒部材３３０の上面に流入した状態が、図１９（ｂ）では、図１９（
ａ）に示す状態から更に、後追い球貯留領域１７ｆが球で満たされた状態が、図１９（ｃ
）では、図１９（ｂ）に示す状態から更に、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状
態とされ傾倒部材３３０の上面に貯留されていた球および後追い球貯留領域１７ｆに貯留
されていた球が上皿１７から排出された状態が、それぞれ図示される。なお、図１８（ａ
）から図１８（ｃ）及び図１９（ａ）から図１９（ｃ）では、貯留される球の態様が簡略
化（底面に接する一層目のみが図示され、重なる球は省略）して図示される。
【０２７８】
　図１８及び図１９に示すように、供給開口１７ｇから上皿１７に供給された（払い出さ
れた）球は、まず発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅに流入し、それらの
領域が球で満たされた後、余剰分の球が傾倒部材３３０の上面へ流入する。尚かつ、発射
球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留された球は傾倒部材３３０が許容状
態になったとしても上皿１７の開口部１７ａから排出されることは無い。
【０２７９】
　従って、本実施形態によれば、上皿１７に貯留された球が発射球貯留領域１７ｄ及び橋
渡し球貯留領域１７ｅを満たす球数よりも少ない場合に、球が開口部１７ａから排出され
るという不具合を、簡易な構成（領域毎の底面高さに差を設けること）により解消するこ
とができる。
【０２８０】
　更に、傾倒部材３３０の状態に関わらず、発射球貯留領域１７ｄに貯留された球を球発
射ユニット１１２ａ（図４参照）に供給することができると共に、発射球貯留領域１７ｄ
及び橋渡し球貯留領域１７ｅが球で満たされていない場合は、供給開口１７ｇから供給さ
れた球を優先的に発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅに流入させることが
できる。
【０２８１】
　なお、本実施形態では、発射球貯留領域１７ｄが球で満たされるまでに少なくとも（上
皿１７の底面に接する球の数として）約４０個の球が発射球貯留領域１７ｄに貯留され、
橋渡し球貯留領域１７ｅが球で満たされるまでに少なくとも約２０個の球が橋渡し球貯留
領域１７ｅに貯留される（図１９（ｂ）参照）。
【０２８２】
　図１９を参照して、傾倒部材３３０の上面に球が貯留され始めてから、その球が開口部
１７ａを通って上皿１７の外方へ排出されるまでの経過について説明する。
【０２８３】
　図１９（ａ）に示すように、橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留された球の上を渡って後追
い球貯留領域１７ｆ又は傾倒部材３３０の上面に流入した球は、後追い球貯留領域１７ｆ
及び傾倒部材３３０が形成する傾斜に沿って流下する。ここで、規制状態において（図１
４（ａ）参照）、傾倒部材３３０の上面は正面側（矢印Ｆ側）へ向かう程下降傾斜してい
ると共に、右側（矢印Ｒ側）へ向かう程下降傾斜しているので、後追い球貯留領域１７ｆ
から傾倒部材３３０の上面に流入した球は右方正面側へ向けて傾斜する傾斜方向Ｃに沿っ
て流下する。そのため、傾倒部材３３０の上面に流入した球は、傾倒部材３３０の右側正
面端部（矢印Ｒ及び矢印Ｆ側端部）から順に溜まる。
【０２８４】
　本実施形態では、解除部材３４０が傾倒部材３３０の左側正面端部（矢印Ｌ及び矢印Ｆ
側端部）に配置されるので、傾倒部材３３０の上面に貯留される球が少ない状態（例えば
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、球が無い状態）において傾倒部材３３０の上面に流入する球が解除部材３４０に到達す
る可能性を低くすることができる。
【０２８５】
　図１９（ｂ）に示すように、傾倒部材３３０の上面が球で満たされ、更に後追い球貯留
領域１７ｆも球で満たされた状態では、解除部材３４０の当接板部３４２に球が当接し、
更にその球の上流側（矢印Ｌ側および矢印Ｂ側）に球が貯留される。
【０２８６】
　図１９（ｂ）に示す状態から、上皿１７に供給される球よりも遊技領域に発射される球
の方が多くなる場合、傾倒部材３３０の上面および後追い球貯留領域１７ｆに貯留された
球も徐々に上皿１７の底面の傾斜に沿って球発射ユニット１１２ａ（図４参照）の方（図
１９（ｂ）右方）へ案内される。このとき、解除部材３４０に当接していた球も同様に案
内される。
【０２８７】
　案内される過程においては、傾倒部材３３０の上面の形状であって正面側へ向かうにつ
れて下降傾斜する傾斜方向ＦＩ（図１２参照）及び発射球貯留領域１７ｄの底面の形状で
あって背面側へ向かうにつれて下降傾斜する傾斜方向ＢＩ（図１２参照）に沿って、球は
案内される。
【０２８８】
　本実施形態では、貸球操作部４０の１回の操作により球が上皿１７に供給（貸出）され
る場合に、球が開口部１７ａから排出されることが防止される。即ち、一般的なパチンコ
機１０では、貸球操作部４０の１回の操作により上皿１７に１２５個の球が供給される。
この場合には、上皿１７の状態が図１９（ｂ）に示す状態で収まるように、発射供給口１
７ｋから球発射ユニット１１２ａまでの経路が形成される（余剰の球が経路内に滞留する
）。
【０２８９】
　一方で、大当たり遊技状態などにおいて、多量の払い出しが行われる場合、図１９（ｂ
）に示す状態から、更に球が上皿１７に供給されると、傾倒部材３３０の上面または後追
い球貯留領域１７ｆに配置される球の上に乗った球が、球の間に沈む際に、既に上皿１７
に貯留された球同士の間隔を押し広げる。この際に、上皿１７の底面と平行な方向で球が
移動し、この移動する球により解除部材３４０が球発射ユニット１１２ａの配置される側
の反対側である正面側（図１９（ｂ）下側）へ押し退けられる。解除部材３４０が変位す
ることにより、傾倒部材３３０及び解除部材３４０の係合が解除され、球の重みで傾倒部
材３３０が回転する。
【０２９０】
　これにより、傾倒部材３３０及び回転部材３４０が許容状態となり、傾倒部材３３０の
上面および後追い球貯留領域１７ｆに貯留されていた球が開口部１７ａを通って上皿１７
から排出される。
【０２９１】
　上述した動作をおこなわせるために、解除部材３４０を傾倒部材３３０に近接する方向
へ付勢する弾性バネ３４６の弾性力は、上述のように、図１９（ｂ）の状態において解除
部材３４０に球から与えられる静的な負荷（例えば、３個以上の球により生じる負荷）よ
りも大きく設定される。
【０２９２】
　上述したように、傾倒部材３３０の上面に配置される球が１１個を越えると、傾倒部材
３３０は傾倒を開始する。この状態において、上皿１７には、球を受け入れる若干の余裕
がある。即ち、傾倒部材３３０が傾倒することによる開口部１７ａからの球の排出は、供
給開口１７ｇから球を供給可能な状態で開始される。従って、供給開口１７ｇの上流側の
流路に球が貯留される前に開口部１７ａを通して球の排出を行うことになるので、上皿１
７ａから球を抜くように報知する球抜き報知が発生する前に開口部１７ａを通して球を排
出することができる。
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【０２９３】
　図１９（ｃ）に示すように、開口部１７ａを通って傾倒部材３３０の上面および後追い
球貯留領域１７ｆに貯留された球が排出される際には、解除部材３４０が球により押し退
けられる。
【０２９４】
　本実施形態では、毎秒１０個の球を供給する速度で払出モータ２１６が駆動される。そ
のため、球の「流量」として所定期間に何個の球が開口部１７ａを通過するかを定量化す
る量として定義する場合に、１．１秒以上の間隔で、上述したように約８０［個／秒］の
流量で上皿１７から球が排出される。
【０２９５】
　この排出の間、解除部材３４０が球により押し退けられることで、傾倒部材３３０及び
解除部材３４０が規制状態を形成することを防止することができる。従って、排出の途中
で傾倒部材３３０及び解除部材３４０が規制状態を形成してしまい、排出が中断すること
を防止することができる。
【０２９６】
　このように、本実施形態によれば、上皿１７の球の貯留具合により、傾倒部材３３０及
び解除部材３４０が自動で状態変化し、開口部１７ａを通って上皿１７から球が排出され
る。これにより、球の排出にかかる遊技者の操作を不要とすることができるので、その分
、遊技者の集中力を第３図柄表示装置８１で表示される演出や、遊技領域に発射される球
の発射速度の調整に向けさせることができる。
【０２９７】
　なお、本実施形態では、傾倒部材３３０の上面から球が排除されてから（開口部１７ａ
を通って排出される球の流量が少なくなったり（例えば、排出流量が１［個／秒］以下と
なると））、傾倒部材３３０の上面に配置される球が少なくなったりすると（例えば、１
個も無くなると）、傾倒部材３３０が復帰動作を行うが、その復帰にかかる期間（傾倒前
の状態（図１４（ａ）参照）にもどるまでにかかる期間）を約０．２秒と仮定して、以下
に説明を行う。
【０２９８】
　この場合、図１９（ａ）に示す状態において傾倒部材３３０の上面および後追い球貯留
領域１７ｆに貯留される球が排出されきってから、供給開口１７ｇから上皿１７に供給さ
れる球が傾倒部材３３０の上面に流入するまでの間に、傾倒部材３３０及び解除部材３４
０を規制状態とすることができる。
【０２９９】
　傾倒部材３３０が許容状態から起き上がる途中（規制状態を形成する前）に、球が傾倒
部材３３０の上面に流入したとしても、球は、傾倒部材３３０と開口部１７ａとの間隔が
狭い傾倒部材３３０の右正面側（矢印Ｒ及び矢印Ｆ側）へ向けて流下するので、その球が
開口部１７ａを通って排出されることを抑制することができる。尚かつ、その球により解
除部材３４０が押し退けられる可能性を低くすることで傾倒部材３３０を継続して規制状
態へ向けて状態変化させることができる（起き上がり方向の回転動作を継続させることが
できる）。
【０３００】
　図２０は、上皿１７に継続的に球が供給される（払い出される）場合に上皿１７に残る
球の個数変化の一例を示すタイミングチャートである。なお、縦軸に上皿１７に貯留され
る球の個数が示され、横軸に経過時間が示される。また、図２０では、開口部１７ａの左
右幅の全領域を球が通過可能に全開放された状態（図１８及び図１９参照）におけるタイ
ミングチャートが図示される。なお、図２０に示すタイミングチャートは、球の発射によ
り生じる上皿１７の球の貯留個数の変化は無視したり（球の発射個数は０個であると仮定
たり）、上皿１７への球の貯留態様の違いによる影響は無視したり（上皿１７に貯留され
る球の個数がＭＡＸ個に到達した直後に排出が開始されると仮定したり）するなど、簡略
化して図示される。
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【０３０１】
　図２０の縦軸において、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態に状態変化する
のに必要な球の個数（上皿１７の底面に当接する球が順序良く整列した場合の個数）がＭ
ＡＸ個で図示される。また、横軸において、発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域
１７ｅが球で満たされたタイミング（図１８（ｃ）参照、個数Ｑ１の球が上皿１７に貯留
されたタイミング）が０秒で図示される。
【０３０２】
　上皿１７に貯留される球の個数の変化について説明する。上述したように、払出モータ
２１６による球の払出速度は毎秒１０個（１０個／秒）に設定されているので、図２０の
左端部に示すように上皿１７にＭＡＸ個よりも１１個少ない球が残っていた場合、その１
．１秒後に上皿１７に貯留される球の個数はＭＡＸ個となる。なお、払出モータ２１６の
動作速度が一定とされるので、図２０のタイミングチャートにおける右上がりの傾斜角度
は常に一定となる。なお、以下では、球の払い出しが行われる際に、払出モータ２１６は
一定速度で動作を継続するという仮定のもとで説明を行う。
【０３０３】
　上皿１７に貯留される球の個数がＭＡＸ個以上となると、傾倒部材３３０及び解除部材
３４０が許容状態となり上皿１７から開口部１７ａを通って球が排出される。この時、開
口部１７ａが全開放された状態では、傾倒部材３３０の上面および後追い球貯留領域１７
ｆに配置された球（発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅを除く範囲に配置
された球）が、上述したように流量約８０［個／秒］（図２０における右下がりの傾斜部
分参照）で、全て排出される（まとまって１１個以上の球が排出される）ので、排出後に
上皿１７に残留する球の個数は、ＭＡＸ個から１１個以上少ない状態に戻る。その後も、
同様に、約１．１秒（以上の）間隔で球の排出が行われ、上皿１７に残留する球の個数の
最小値はＭＡＸ個から１１個少ない個数Ｑ１に維持される。なお、個数Ｑ１は、発射球貯
留領域１７ｄ、橋渡し球貯留領域１７ｅ及び発射供給口１７ｋの下流側に貯留されている
球の総数と同義である。即ち、本実施形態では、図１９（ａ）に示すように、６２個以上
（即ち、上皿１７の底面に接する６２個と、その上方に積層される球の個数と、発射供給
口１７ｋの下流側に貯留される球の個数と、の総数）とされる（Ｑ１＞６２［個］）。
【０３０４】
　即ち、本実施形態によれば、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態に状態変化
することに伴い上皿１７に残留する球の個数を個数Ｑ１以上に保つことができるので、個
数Ｑ１を適切な個数（例えば、上皿１７に貯留される球の個数の８０％以上の個数）に設
定することにより、上皿１７に残留する球が過度に減少することを防止することができる
。更に、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態となり球が排出された直後は、そ
の球の排出を視認することにより上皿１７に個数Ｑ１以上の球が残っていることを把握で
きる。
【０３０５】
　そのため、遊技者がパチンコ機１０の正面側に座って遊技する姿勢において、上皿１７
の正面側壁や前カバー３９０が視線を遮り上皿１７の内部状態（例えば、残球個数）が確
認できない場合であっても、流下装置３００の内部を球が流下することを確認することに
より、上皿１７に個数Ｑ１以上の球が残っていることを把握することができる。
【０３０６】
　即ち、上皿１７の内部状態を把握するために上皿１７を上から覗き込んで上皿１７の内
部を見なくとも上皿１７に十分な個数の球が残っていることを把握できるので、遊技者は
、球切れ（上皿１７に残された球が無くなること）の恐怖感から解放され、楽な遊技姿勢
で遊技を継続することができる。
【０３０７】
　なお、図２０では、理解を容易とするために上皿１７に貯留される球がＭＡＸ個となっ
た直後に傾倒部材３３０が傾倒し、上皿１７から球が排出される態様で図示したが、実際
は、上皿１７にＭＡＸ個の球が貯留される（入球する）タイミングと、傾倒部材３３０が
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傾倒するのに十分な球が傾倒部材３３０の上面に乗るタイミングとは一致しないので、上
皿１７にＭＡＸ個の球が入球した後も、若干の期間、傾倒部材３３０は傾倒前の姿勢を維
持し、上皿１７にはＭＡＸ個以上の球が貯留される。その後、傾倒部材３３０が傾倒する
と、傾倒部材３３０の上面と、後追い球貯留領域１７ｆに貯留されていた球が開口部１７
ａを通して排出され、その他の領域（発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅ
）に配置されていた球は上皿１７に維持されるので、上皿１７に貯留される球が個数Ｑ１
以上に維持されることは、図２０に示すグラフと相違ない。
【０３０８】
　次いで、図２１及び図２２を参照して、上皿１７から下皿１５へ排出される球の流れに
ついて説明する。図２１（ａ）は、正面枠１４の部分正面図であり、図２１（ｂ）は、図
２１（ａ）のＸＸＩｂ－ＸＸＩｂ線における正面枠１４の断面図であり、図２２（ａ）は
、図２１（ａ）のＸＸＩＩａ－ＸＸＩＩａ線における第１板部材３１０及び第２板部材３
２０の断面図であり、図２２（ｂ）は、図２１（ａ）のＸＸＩＩｂ－ＸＸＩＩｂ線におけ
る第１板部材３１０及び第２板部材３２０の断面図であり、図２２（ｃ）は、図２１（ａ
）のＸＸＩＩｃ－ＸＸＩＩｃ線における第１板部材３１０及び第２板部材３２０の断面図
である。
【０３０９】
　図２１（ａ）に示すように、球を案内する案内流路を形成する第１板部材３１０及び第
２板部材３２０は、上皿１７と下皿１５との間の位置に正面側から視認可能に配設される
。上述したように、第１板部材３１０及び第２板部材３２０は光透過性の樹脂材料から形
成される。これにより、遊技者に第１板部材３１０及び第２板部材３２０を流下する球を
視認させることができる。
【０３１０】
　傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態となり、上皿１７から排出される球は、
左右に並んだ列ごとに第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案内流路を流
下する（図１９（ｃ）参照）。
【０３１１】
　この列状の球は、延設板部３１２ｂ，３２２ｃから形成される領域では左右に並んで自
由落下するため、球の流下ながら、あたかも横幅の長い物体が落下しているかのように見
せることができる（滝のように見せることができる）。
【０３１２】
　一方、列状の球が連設板部３１４，３２４から形成される領域に入ると、その形状に沿
って球が前後方向に案内され、左右に並んだ球の列が崩される。これにより、球が下皿１
５に到達（着地）するタイミングをずらすことができ、下皿１５に着地した後の球の流れ
を滑らかにすることができる。
【０３１３】
　これにより、例えば、第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案内流路か
ら排出される球が下皿１５に同じタイミングで到達（着地）し、互いに衝突して弾け飛び
、下皿１５から飛び出す不具合や、第１板部材３１０及び第２板部材３２０の下端部と下
皿１５との間に球が滞留し、第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案内流
路に球が滞留する不具合などを解消し易くすることができる。次いで、図２２を参照して
、第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案内経路を流下する球に左右方向
の速度成分を与える仕組みについて説明する。
【０３１４】
　図２２（ａ）から図２２（ｃ）に示すように、左右方向の各位置において、傾斜板部３
１４ｂ，３２３ｂの傾斜角度は約４５度で同等であり、その長さは正面視右方へ向かうに
つれて、短くなる。従って、第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案内流
路を流下する球の流下経路の経路長は、正面視左端側（矢印Ｌ側端部）の第１経路Ｌ１よ
りも正面視左右中間位置の第２経路Ｌ２の方が短く、その第２経路Ｌ２よりも正面視右端
側（矢印Ｒ側端部）の第３経路Ｌ３の方が短い。即ち、右方へ向かう程、その経路長が短
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くなる（Ｌ１＞Ｌ２＞Ｌ３）。
【０３１５】
　そのため、左右に並ぶ複数の球が同時に開口部１７ａを通過した場合、第３経路Ｌ３に
沿って流下する球の方が、第１経路Ｌ１に沿って流下する球に比較して、その案内流路か
ら早期に排出される。
【０３１６】
　この場合、左右に並んだ列ごとに球が排出される際に、第３経路Ｌ３側が第１経路Ｌ１
側に比較して球の密度が小さくなるので、第１経路Ｌ１や第２経路Ｌ２を流下する球を右
方（第３経路Ｌ３側の方向）へ押しやることができる。これにより、開口部１７ａの上流
側に貯留される球の左右の不均等に対応することができる。
【０３１７】
　即ち、開口部１７ａへ向かう球は、開口部１７ａの上流側（矢印Ｂ側および矢印Ｌ側）
から開口部１７ａに到達するので、開口部１７ａを基準に左右均等に配置されることより
も、左側（後追い球貯留領域１７ｆ側）により多く配置され易い（図１９（ｂ）参照）。
【０３１８】
　そのため、第１経路Ｌ１を流下する球と第３経路Ｌ３を流下する球とが同じ期間で排出
される場合、傾倒部材３３０に貯留された球が左右列で揃って排出され、その排出終了間
際において、後追い球貯留領域１７ｆ側から開口部１７ａに入球する球が第１経路Ｌ１に
流れ込むことになる。この場合、排出終了間際においては、第１経路Ｌ１のみを球が通過
する事になり、演出効果が半減するという新たな問題が生じる可能性がある。
【０３１９】
　一方、本実施形態では、傾倒部材３３０に貯留された球が左右列で揃って流下する途中
において、球を右方へ寄せることができるので、球を右方へ寄せることにより空いたスペ
ースに後追い球貯留領域１７ｆから開口部１７ａに流入した球を配置することができる。
これにより、後追い球貯留領域１７ｆから流入した球を、傾倒部材３３０に貯留されてい
た球の左右列に紛れ込ませることができ、滝状に球を流下させる演出の演出効果を向上さ
せることができる。
【０３２０】
　更に、本実施形態では、流下する球を下から受ける傾斜板部３２３ｂが、正面視右方へ
向かう程下降傾斜する形状とされるので、この傾斜に沿って、流下する球を右方へ向けて
流すことができる。
【０３２１】
　このように、第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案内流路を流下する
球は、各経路の経路長が異なることによる作用と、傾斜板部３１４ｂ，３２３ｂの正面視
右方へ向けた下降傾斜とにより、第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案
内流路の下端部から排出される球に対して正面視右方へ向けた速度成分を与えることがで
きる。
【０３２２】
　第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案内流路から下皿１５へ排出され
た球は、下皿１５の底面の傾斜に沿って底面口１５ａへ向けて流下する。本実施形態によ
れば、第１板部材３１０及び第２板部材３２０の下端位置が、下皿１５の側壁の上端位置
よりも下側に配置されることから（図２１（ａ）参照）、下皿１５の側壁の上端位置いっ
ぱいまで球が下皿１５に貯留される前に第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成さ
れる案内流路の下端側開口部が球で閉塞され、それ以上の球の排出が防止される。そのた
め、第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案内流路から排出される球が下
皿１５から溢れることを防止することができる。
【０３２３】
　第１板部材３１０及び第２板部材３２０に形成される案内流路の下端側開口部が球で閉
塞された場合、その案内流路からの球の排出が不可能となるので、開口部１７ａを通って
上皿１７から排出された球が案内流路に滞留する。そして、案内流路が球で満たされた場
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合、開口部１７ａを通して上皿１７から球を排出することができなくなるので、上皿１７
の許容量を越える球は、正面枠１４の背面側に配設される分岐流路（図示せず）から、下
皿１５へ球を供給する供給開口１５ｂを通って下皿１５へ供給される（払い出される）。
【０３２４】
　即ち、本実施形態では、供給開口１５ｂからの下皿１５への球の供給は、第１板部材３
１０及び第２板部材３２０に形成される案内流路の下端側開口部が球で閉塞された後で生
じることになる。そのため、供給開口１５ｂから球が供給される時には、下皿１５の底面
に球が敷き詰められている。球が跳ね返る高さは、下皿１５の底面に衝突する場合に比較
して、敷き詰められた球に当たって跳ね返る場合の方が低くなる。従って、供給開口１５
ｂから供給される球の跳ね返りを抑えることができる。
【０３２５】
　そのため、高い位置から球を落としても、下皿１５の側壁を越えて飛び出すことが抑制
される。即ち、供給開口１５ｂから供給される球が下皿１５の底面に衝突する可能性があ
る場合に比較して、供給開口１５ｂを、下皿１５の底面から高さ方向に大きく離して配置
することができる。
【０３２６】
　図２３（ａ）及び図２３（ｂ）は、図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線における正面枠１４
の部分断面図である。なお、図２３（ａ）及び（ｂ）では、理解を容易とするために、対
応する球に「１」～「１０」の数字が付けられる。また、図２３（ａ）では、左右方向の
対応する位置において、最も正面側（図２３紙面奥側）に配置される球の一例が図示され
、図２３（ｂ）では、球が図２３（ａ）の状態から若干流下した状態が図示される（「１
」の数字が付けられた球が手前側に流下し、正面側壁から離れることで図示が省略され、
「２」以降の球が流下した状態が図示される）。
【０３２７】
　図２３（ａ）に示すように、上皿１７に貯留された球が、互いに加えられる負荷がバラ
ンスよくかけられ、球の層の上に球が乗ったまま維持される（球が積層される）場合があ
る。この場合、球の層に乗った球は大まかに球の直径１個分高い位置にあるので、球案内
天面１７ａ１よりも上方へ張り出すことになり、解除部材３４０まで到達しない。そのた
め、図２３（ａ）に示す状態から更に球が貯まっても、解除部材３４０に負荷が与えられ
ないことから、傾倒部材３３０を正常に動作させることができない。
【０３２８】
　ここで、傾倒部材３３０の上面が傾斜面なので、その傾斜に沿って球が流下する間に球
の積層が解消される可能性もあるが、例えば、上皿１７の上面が一平面であると、球が積
層された状態を維持したまま上皿１７の上面を球がスライドすることがあり、自然に球の
積層が解消されない場合もある。この場合、傾倒部材３３０を正常に動作させることがで
きない。
【０３２９】
　これに対し、本実施形態では、傾倒部材３３０の上面と、その下流側（矢印Ｒ側）に配
置される発射球貯留領域１７ｄとが、段差を形成する。そのため、球は、上皿１７の上面
に水平な方向の移動に加え、鉛直方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）にも移動するので、球の積層に
係る球が一様に移動することを防止でき、これに伴い、球が積層されたままスライドする
ことを防止することができる。即ち、段から落ちる直前の球と、依然として傾倒部材の上
面を流れる球とで移動量に差を持たせることで、球同士の負荷のバランスを崩すことがで
きる。これにより、解除部材３４０に球が到達する状態に上皿１７上の球の状態を整える
ことができる。
【０３３０】
　以上説明した本実施形態において達成される主要な効果を整理すれば、以下のようにな
る。即ち、本実施形態によれば、上皿１７貯留される球から解除部材３４０へ与えられる
負荷により解除部材３４０が変位され、球の重みで傾倒部材３３０が傾倒することにより
開口部１７ａを通した球の排出が可能となる。そのため、上皿１７からの球の排出の際に
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遊技者の操作が不要となるので、遊技者は遊技に集中することができる。
【０３３１】
　また、上皿１７からの球の排出の一回当たりの個数および排出流量を一定範囲に収める
ことができる。
【０３３２】
　また、上皿１７の底面に段差を設けることにより、球が流下する経路が指定される。指
定された経路では、少なくとも、発射供給口１７ｋに向かう球が配置される発射球貯留領
域１７ｄが球で満たされた後で解除部材３４０側へ球が案内されるので、発射する球を十
分確保しながら、開口部１７ａを通した球の排出演出を行うことができる。
【０３３３】
　解除部材３４０と球との当接位置は、球の排出が規制される規制状態では解除部材３４
０の軸棒部３４１付近とされ、球の排出を許容する許容状態の方が軸棒部３４１から遠い
位置とされる。これにより、規制状態でも、許容状態でも、球から解除部材３４０に負荷
が与えられた場合に、解除部材３４０の状態をそのままで維持し易くすることができる。
即ち、解除部材３４０の状態を安定化することができる。
【０３３４】
　第１板部材３１０及び第２板部材３２０により形成される案内流路が、下皿１５の外枠
付近に配置される。これにより、下皿１５の内側にある流下経路を省略することができ、
例えば、下皿１５の内側領域を、大型スピーカーボックス等の配設領域として利用するこ
とができる。
【０３３５】
　第１板部材３１０及び第２板部材３２０により形成される案内流路を球が流下する場合
、上皿１７に個数Ｑ１の球が残される構成とされる。従って、案内流路を球が流下するこ
とを確認することで、上皿１７に貯留されている球の個数を把握することができる。
【０３３６】
　第１板部材３１０及び第２板部材３２０により形成される案内流路は、内部を流下する
球に右向きの負荷を与える形状とされる。これにより、案内流路の入口においては左側に
余分な球が配置されている場合であっても、案内流路を球が流下する間に球を全体的に右
側へ寄せることができるので、流下する球の上端部分を左右平らにならすことができる。
これにより、複数の球を滝のように落下させる演出の演出効果を上昇させることができる
。
【０３３７】
　次いで、図２４から図３３を参照して、第２実施形態について説明する。第１実施形態
では、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態となった後、まとまって排出される
球の個数が一通りに固定される場合を説明したが、第２実施形態における流下装置２３０
０は、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態となった後、まとまって排出される
球の個数を任意に変更可能な態様で構成される。なお、上述した各実施形態と同一の部分
には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０３３８】
　図２４は、第２実施形態における正面枠１４の分解正面斜視図である。図２４では、正
面枠１４から前カバー２３９０、第２板部材２３２０及び複数の移動部材２３５０が分解
された状態が図示されると共に、開口部１７ａ付近が拡大して図示される。
【０３３９】
　流下装置２３００は、第１実施形態の流下装置３００と同様の第１板部材３１０、傾倒
部材３３０及び解除部材３４０を備えることに加え、第１板部材３１０に重ねられた状態
で正面枠１４に締結固定され第１板部材３１０との間に案内流路を形成する第２板部材２
３２０と、その第２板部材２３２０に挿通され前後方向にスライド移動可能に支持される
複数の移動部材２３５０と、その移動部材２３５０の移動を案内する部分であって正面枠
１４の正面側から取り付けられる前カバー２３９０と、傾倒部材３３０及び解除部材３４
０の動作順序を規定する順序規定装置４００と、を主に備える。
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【０３４０】
　第２板部材２３２０は、第１実施形態で説明した第２板部材３２０の構成に加え、延設
部３２２ｃに穿設される複数の挿通開口２３２４を備える。
【０３４１】
　挿通開口２３２４は、案内上底面３２２ａ（矢印Ｒ側半部）の下方であって延設板部３
２２ｃの上端部付近に、水平に延設される長孔である調整長孔２３２４ａと、受け止め面
３２２ｂ（矢印Ｌ側半部）の下方において、水平に延設される長孔である規制長孔２３２
４ｂと、を主に備える。
【０３４２】
　複数の移動部材２３５０は、調整長孔２３２４ａに挿通され前後方向にスライド移動可
能とされる一対の遮蔽板２３５１，２３５２（第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５
２）と、規制長孔２３２４ｂに挿通され前後方向にスライド移動可能とされると共に上下
方向への移動を規制される規制板２３５３と、を主に備える。
【０３４３】
　遮蔽板２３５１，２３５２及び規制板２３５３は、前カバー２３９０に移動を案内され
る部材であって、正面側端部に上向きに凸設される凸部をそれぞれ備える。この凸部は、
組立状態において前カバー２３９０の上方へ突き出される。遊技者が凸部を操作すること
により、遮蔽板２３５１，２３５２及び規制板２３５３が前後にスライド移動可能とされ
る。
【０３４４】
　遮蔽板２３５１，２３５２及び規制板２３５３は、本実施形態では、剛性の高い樹脂材
料から形成され、上下方向に球の重みがかけられても、形状を維持する態様とされる。な
お、遮蔽板２３５１，２３５２及び規制板２３５３の材料としては種々の材料が例示され
る。例えば、金属材料でも良いし、可撓性の樹脂材料でも良いし、繊維強化プラスチック
でも良い。
【０３４５】
　順序規制装置４００は、解除部材３４０の軸棒部３４１の先端に固着される略扇形状の
前側固着部材４１０と、傾倒部材３３０の軸棒部３３２の先端に固着される略扇形状の後
側固着部材４２０と、上皿１７の外壁側面に、軸棒部３３２，３４１を結ぶ直線に沿った
方向にスライド移動可能に支持されると共に固着部材４１０，４２０と当接可能とされる
スライド装置４３０と、上皿１７の外壁に設けられる円筒形状の部分であってスライド装
置４３０を支持する支持部４４０と、を主に備える。
【０３４６】
　スライド装置４３０は、支持部４４０に収容されることで上皿１７に間接的に支持され
る。即ち、スライド装置４３０は、上皿１７の外壁側面に沿ってスライド移動可能とされ
る。次いで、図２５を参照して、順序規定装置４００の構成および作用について説明する
。
【０３４７】
　図２５（ａ）から図２５（ｄ）は、順序規定装置４００の側面図である。図２５（ａ）
から図２５（ｄ）では、順序規定装置４００の動作が時系列で図示される。また、理解を
容易とするために、支持部４４０、傾倒部材３３０の外形および解除部材３４０の外形が
想像線で図示され、傾倒部材３３０及び解除部材３４０の形状が模式的に図示される。
【０３４８】
　図２５（ａ）から図２５（ｄ）に示すように、順序規定装置４００には、一対の固着部
材４１０，４２０の間にスライド装置４３０が配設される。スライド装置４３０は、前側
固着部材４１０側に配設される金属等から形成される前側部材４３１と、後側固着部材４
２０側に配設される金属等から形成される後側部材４３２と、それら前側部材４３１及び
後側部材４３２の間に配設され外向きの付勢力を生じる弾性バネ４３３と、を主に備える
。
【０３４９】
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　これにより、スライド装置４３０は、軸棒部３３２、３４１を結ぶ直線に沿った方向へ
のスライド移動および伸縮動作が可能となる。なお、本実施形態では、弾性バネ４３３は
、前側部材４３１又は後側部材４３２の一方が固着部材４１０，４２０の移動軌跡の外側
に配置され、他方が固着部材４１０，４２０の移動軌跡の内側に入り込む状態（例えば、
図２５（ａ）参照）において、自然長となるように設定される。
【０３５０】
　図２５（ａ）及び図２５（ｃ）に示すように、前側固着部材４１０は、解除部材３４０
が傾倒部材３３０に押し付けられた状態において、扇形状の外周面が軸棒部３３２，３４
１を結ぶ直線上に配置される一方で、解除部材３４０が傾倒部材３３０から離反し切った
状態において、扇形状の外周面が軸棒部３３２，３４１を結ぶ直線上から退く態様で形状
が規定され、上面に、前側部材４３１と側面から当接する部分としての凹部である当接凹
部４１１を備える。前側固着部材４１０は、扇形状の外形の一部を構成する一対の直線が
、軸棒部３４１を通る直線とされ、当接凹部４１１は、一対の直線の一方から、他方へ向
けて凹設される。
【０３５１】
　図２５（ａ）及び図２５（ｂ）に示すように、後側固着部材４２０は、傾倒部材３３０
が傾倒する前の状態において、扇形状の外周面が軸棒部３３２，３４１を結ぶ直線上から
退く一方で、傾倒部材３３０が傾倒した状態において扇形状の外周面が軸棒部３３２，３
４１を結ぶ直線上に配置される態様で形状が規定される。後側固着部材４２０は、扇形状
の外形の一部を構成する一対の直線が、軸棒部３３２を通る直線とされる。これらの構成
から規定される順序規定装置４００の動作について説明する。
【０３５２】
　まず、図２５（ａ）に示すように、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が当接する状態
では、スライド装置４３０は、前側固着部材４１０の移動軌跡外に配置される一方、後側
固着部材４２０の移動軌跡内に入り込むことで、弾性バネ４３３が自然長の状態を維持す
る。この状態において、傾倒部材３３０には、弾性バネ３３４の付勢力、解除部材３４０
からの摩擦、及び後側部材４３２からの動作抵抗が負荷される。これらの抵抗以上の力で
傾倒部材３３０の上面に乗った球からの負荷が傾倒部材３３０にかけられた場合、傾倒部
材３３０が傾倒開始する。なお、後側部材４３２は、傾倒部材３３０の軸棒部３３２に近
い位置で後側固着部材４２０と当接することから、傾倒部材３３０の回転方向に与える動
作抵抗は微弱となるので、傾倒部材３３０の動作開始時の負荷の算出においては、無視し
て説明を行う。
【０３５３】
　ここで、本実施形態では、弾性バネ３３４の弾性的モーメントＭｋがＭｋ＝２７ｍｇ×
Ｒ［Ｎｍｍ］で、弾性バネ３４６の付勢力Ｆｍ１（解除部材３４０の回転軸から腕長さＡ
Ｒの位置で傾倒部材３３０側に生じる負荷）を球１．５個分の重さ（１．５ｍｇ、第１実
施形態での付勢力と同等の負荷）に相当する力に、傾倒部材３３０と解除部材３４０との
当接部分における模式的（軸棒部３３２を中心とする円に沿って当接すると仮定した場合
の当接部分、図１５参照）な静止摩擦係数μを０．５に、後側部材４３２（及び前側部材
４３１）の重量を５［ｇ：グラム］に、それぞれ設定する（解除部材３４０の当接面の態
様、及び弾性バネ３４６の弾性係数を設定する）。
【０３５４】
　即ち、本実施形態では、弾性バネ３３４の弾性係数ｋ１がｋ１＝０．２ｍｇ×Ｒ［Ｎｍ
ｍ／ｄｅｇ］で設定され、弾性バネ３３４の形状は、傾倒前の状態における弾性バネ３３
４の変位量（角度）が１３５°となるように設定される。この状態において、傾倒部材３
３０の傾倒前に弾性バネ３３４が生じる弾性的モーメントＭｋは２７ｍｇ×Ｒ［Ｎｍｍ］
である。
【０３５５】
　また、本実施形態では、弾性バネ３４６の弾性係数ｋ２がｋ２＝０．１ｍｇ×Ｒ［Ｎｍ
ｍ／ｄｅｇ］で設定され、弾性バネ３４５の形状は、傾倒前の状態における弾性バネ３４
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５の変位量（角度）が６０°となるように設定される。
【０３５６】
　これにより、傾倒部材３３０の回転軸周りのモーメントの関係が、Ｍｋ＋Ｍｆ＜Ｍｂと
なることで傾倒部材３３０が回転開始するところ、図１５で行った検討に倣った検討によ
りＭｆ＝１．５ｍｇ×７Ｒ×０．５＝５．２５ｍｇ×Ｒ［Ｎｍｍ］となるので、傾倒部材
３３０は、３２．２５ｍｇ×Ｒ［Ｎｍｍ］＜Ｍｂが成立するまでは、傾倒前の状態を維持
する。
【０３５７】
　この負荷モーメントＭｂの関係式は、例えば、傾倒部材３３０の上面に、下流側（矢印
Ｒ側端部）から３個一列の球の列（矢印Ｆ－Ｂ方向に球が並ぶことでできる列）が順序良
くできる場合に、４列目（の正面側端部、軸棒部３３２から最も離れた端部、矢印Ｆ側端
部）に１個目の球が滞留した状態では成立せず（傾倒前の状態が維持され）、４列目に２
個目の球が滞留した状態で成立する。従って、本実施形態では、傾倒部材３３０の上面に
球が１０個溜まるまでは傾倒部材３３０は傾倒前の状態を維持し、球が１１個溜まった後
で傾倒部材３３０が傾倒を開始する。
【０３５８】
　なお、後側部材４３２の短手方向上側面であって後側固着部材４２０と当接可能とされ
る面は、軸棒部３３２に近接するほど軸棒部３３２，３４１を通る直線に近づく態様で傾
斜する傾斜面として形成される。そのため、後側固着部材４２０の回転軌跡中に後側部材
４３２が配置された場合に、後側固着部材４２０から後側部材４３２に与えられる負荷は
、周方向と径方向とに分割される。この分割された負荷の内、径方向の負荷が、後側部材
４３２を軸棒部３３２から遠ざかる方向へ動かす向きに作用する。
【０３５９】
　図２５（ａ）に示す状態から傾倒部材３３０が傾倒すると、図２５（ｂ）に示すように
、後側部材３４２は後側固着部材４２０の移動軌跡の外側へ押し出される。これにより、
スライド装置４３０の弾性バネ４３３は自然長よりも縮められ、弾性力が蓄積される。
【０３６０】
　図２５（ｂ）に示す状態では、解除部材３４０の姿勢は図２５（ａ）の状態のままであ
る。ここから球が流下する過程で、球により解除部材３４０が押し退けられる。ここで、
傾倒部材３３０が傾倒する前の状態に比較して、球と解除部材３４０との当接点の、解除
部材３４０の軸棒部３４１からの距離が長くなる（本実施形態では、長さが約２倍となる
。傾倒部材３３０と解除部材３４０との当接点とほぼ同位置となる）ので、傾倒部材３３
０が傾倒する前よりも、解除部材３４０を回転させるために球から解除部材３４０に与え
る必要のある負荷を小さくすることができる。従って、傾倒部材３３０に予め乗っていた
球の負荷で解除部材３４０を押し退けることが可能とされる。
【０３６１】
　本実施形態では、解除部材３４０の弾性バネ３４６の付勢力Ｆｍ１が球１．５個分の重
さに相当する力であり、傾倒部材３３０の傾倒時の傾斜角度は水平面に対して約１５°で
あるので、球の重量の内、解除部材３４０へ向けられる成分は、重量の約１／４（＝ＣＯ
Ｓ７５°）となる。従って、解除部材３４０に６個以上の球が負荷を与えることで、解除
部材３４０は図２５（ｂ）に示す状態から押し退けられる。なお、本実施形態では、傾倒
部材３３０の傾倒時に解除部材３４０に６個以上の球が負荷を与える（背面側に滞留する
）状況が通常に起こりえる態様で、構成される（図１９（ｂ）参照）。
【０３６２】
　図２５（ｃ）に示すように、球の負荷により解除部材３４０が押し退けられると、軸棒
部３３２，３４１を結ぶ直線上に当接凹部４１１が侵入する。これにより、スライド装置
４３０の前側部材４３１が前側固着部材４１０の移動軌跡の内部に侵入可能となる。予め
弾性バネ４３３が縮められていたことから、その弾性バネ４３３の付勢力により前側部材
４３１が当接凹部４１１に対向する形で押し込まれる。
【０３６３】
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　図２５（ｃ）に示すように、前側固着部材４１０は、当接凹部４１１が前側部材４３１
に軸棒部３３２，３４１を結ぶ直線と直交する方向で当接する。従って、軸棒部３４１を
中心とする前側固着部材４１０の回転動作により前側部材４３１に与えられる負荷の、前
側部材４３１の移動方向に向かう成分は無いので、解除部材３４０の姿勢を前側部材４３
１ｄで固定することができる。これにより、解除部材３４０にかけられる弾性バネ３４６
の付勢力の大きさに関わらず、解除部材３４０を図２５（ｃ）の姿勢で維持することがで
きる。即ち、傾倒部材３３０が傾倒している間に解除部材３４０の姿勢が復帰することを
防止することができる。
【０３６４】
　図２５（ｄ）に示すように、球が流れ落ちた後に傾倒部材３３０は傾倒前の状態に復帰
する。これにより、後側部材４３２が自重で後側固着部材４２０の移動軌跡の内側へ入り
込み、それに伴い弾性バネ４３３が自然長に戻され、下支えする負荷を失った前側部材４
３１も自重で下降し、前側固着部材４２０の移動軌跡の外側へ退避する。なお、前側部材
４３１と前側固着部材４１０の当接凹部４１１との対向する面（互いに当接し合う面）は
、滑らかな表面となるように形成される（生じる摩擦が極めて小さくされる）。
【０３６５】
　これにより、前側固着部材４１０の姿勢維持が解除されるので、弾性バネ３４６の付勢
力で解除部材３４０が回転可能となり、解除部材３４０が傾倒部材３３０に近接する方向
に回転することにより、図２５（ａ）に示す状態に復帰する。このように、本実施形態に
よれば、傾倒部材３３０が傾倒前の状態に復帰した後で解除部材３４０が傾倒部材３４０
に近接する方向に回転開始することになるので、傾倒部材３３０の復帰中に解除部材３４
０との当接部分で生じる摩擦を解消することができる。
【０３６６】
　なお、前側固着部材４１０と当接凹部４１１との間の摩擦を低減する手法は様々な方法
が考えられる。例えば、前側固着部材４１０の周面にグリスを塗る方法でも良いし、前側
固着部材４１０の当接凹部４１１と当接する部分を球状に膨出する部分として構成し当接
面積を小さくする方法でも良い。
【０３６７】
　本実施形態によれば、傾倒部材３３０を付勢する弾性バネ３３４の付勢力と、解除部材
３４０を付勢する弾性バネ３４６の付勢力との設計自由度を広げることができる。例えば
、傾倒部材３３０を傾倒前の状態に付勢する弾性バネ３３４の付勢力により発生する弾性
的モーメントＭｋの数値と、解除部材３４０の付勢力Ｆｍ１により傾倒部材３３０に生じ
る摩擦により発生する静止摩擦モーメントＭｆの値とが近い場合、間に埃やゴミが挟まる
などにより摩擦抵抗が変動すると、傾倒部材３３０の復帰を解除部材３４０が妨げるおそ
れがある（傾倒部材３３０が解除部材３４０を乗り越えられないおそれがある）。そのた
め、必然的に、弾性的モーメントＭｋの数値と静止摩擦モーメントＭｆとの間に大きな間
隔を設ける必要が生じ、設計自由度が低くなる。
【０３６８】
　これに対し、本実施形態では、傾倒部材３３０と解除部材３４０との動作順序を規定す
ることにより、傾倒部材３３０の復帰動作時に解除部材３４０が傾倒部材３３０に摩擦を
与えることが無いので、傾倒部材３３０の復帰が妨げられるおそれを解消することができ
、広い範囲での付勢力の設定を採用することができる。
【０３６９】
　図２６は、上皿２０１７の上面図である。図２６に示すように、上皿２０１７は、第１
実施形態で説明した上皿１７の各構成に加え、上皿１７の底面の背面側端部において、球
の直径幅で左右方向に延設される溝である延設溝２０１７ｈを備える。
【０３７０】
　延設溝２０１７ｈは、底面の傾斜角度が、上皿１７の傾斜角度よりも小さな傾斜角度と
され、その右側端部において上皿２０１７の底面と滑らかにつなげられる（段差無くつな
げられる）。従って、延設溝２０１７ｈに流入した球は、その下流側に球が無い場合には
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発射球貯留領域１７ｄを球発射ユニット１１２ａ（図４）が配設される側（矢印Ｒ側）へ
流下する。
【０３７１】
　延設溝２０１７ｈは、上流側端部における溝深さが球の半径ｒａ以上かつ直径以下とさ
れる。これにより、延設溝２０１７ｈに上流側から入球した球が跳ねて延設溝２０１７ｈ
から外れることを防止できると共に、延設溝２０１７ｈが球で満たされた後で延設溝２０
１７ｈに入りかけた球を延設溝２０１７ｈの外方へ排斥し易くすることができる（延設溝
２０１７ｈの上方に球が積まれることを防止し易くすることができる）。
【０３７２】
　また、延設溝２０１７ｈの溝幅は、球の直径よりも若干長くされる。これにより、延設
溝２０１７ｈに収容される球を延設溝２０１７ｈの延設方向に一列に並べやすくなるので
、延設溝２０１７ｈに収容される球の個数を安定化させることができる。
【０３７３】
　また、延設溝２０１７ｈは、開口部１７ａから離間した位置に配置される。これにより
、延設溝２０１７ｈに配置された球が他の球と衝突して弾かれた場合であっても、その球
が開口部１７ａに流入する可能性を低くすることができる。
【０３７４】
　次いで、図２７から図２９を参照して、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２の
作用について説明する。図２７から図２９は、上皿２０１７の背面斜視図である。なお、
図２７から図２９では、理解を容易にするために、供給開口１７ｇが形成される背面側板
の図示が省略されると共に供給開口１７ｇの開口部外形が想像線で図示される。また、図
２７では、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２が正面側（矢印Ｆ側）に配置され
た状態が、図２８では、第１遮蔽板２３５１が背面側（矢印Ｂ側）に、第２遮蔽板２３５
２が正面側（矢印Ｆ側）にそれぞれ配置された状態が、図２９では、第１遮蔽板２３５１
及び第２遮蔽板２３５２が背面側（矢印Ｂ側）に配置された状態が、それぞれ図示される
。
【０３７５】
　図２８及び図２９に示すように、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２は、左右
幅が開口部１７ａの左右幅よりも短い幅長さで形成され（本実施形態では、開口部１７ａ
の約１／４の長さ）、球案内天面１７ａ１と傾倒部材３３０との間を前後方向に移動し、
背面側（矢印Ｂ側）に配置された状態において（図２９参照）、傾倒部材３３０の上面を
部分的に覆う。
【０３７６】
　これにより、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態となった場合でも、第１遮
蔽板２３５１又は第２遮蔽板２３５２の上面に乗っている球は第１遮蔽板２３５１又は第
２遮蔽板２３５２にせき止められ、開口部１７ａに流入しない。即ち、傾倒部材３３０の
上方の領域の内、第１遮蔽板２３５１又は第２遮蔽板２３５２に覆われる領域を除く領域
において傾倒部材３３０に乗る球のみが傾斜部材３３０に流下を規制されており、傾倒部
材３３０が許容状態となることに伴って開口部１７ａを通って上皿２０１７から排出され
る。
【０３７７】
　従って、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２の状態により、傾倒手段３３０に
流下を規制される球の個数を変化させると共に、上皿２０１７から排出される球の流量を
変化させることができる。
【０３７８】
　なお、図２９に示すように、第１遮蔽板２３５１の延設先端部分である先端部２３５１
ａ及び第２遮蔽板２３５２の延設先端部分である先端部２３５２ａは、延設先端へ向かう
程厚みが小さくなる形状（先細りの形状）とされ、背面側へ移動し背面側移動端部に配置
された場合、先端部２３５１ａ、２３５２ａが傾倒部材３３０の上底板部３３１ｂに当接
する。これにより、第１遮蔽板２３５１又は第２遮蔽板２３５２が正面側に配置された状
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態（図２７参照）で傾倒部材３３０に球が貯留された後で、第１遮蔽板２３５１又は第２
遮蔽板２３５２を背面側へ移動させた場合であっても、その上面に球を乗り上げさせるこ
とができる。これにより、傾倒部材３３０に貯留された球が第１遮蔽板２３５１又は第２
遮蔽板２３５２に押し出され、傾倒部材３３０の上方の領域から排斥されることを防止す
ることができる。
【０３７９】
　また、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２の断面形状は幅方向に向けて変化す
る。即ち、下流側の端部（矢印Ｒ側端部）が厚肉形状とされると共にその下端部が傾倒部
材３３０の上面と接し、下端部を傾倒部材３３０に当接したまま上流側端部（矢印Ｌ側端
部）へ向かうにつれて先細りし、上流側端部では厚みがほぼ無い（薄い）態様とされる（
長手方向断面視において、三角形形状とされる）。
【０３８０】
　これにより、第１遮蔽板２３５１又は第２遮蔽板２３５２が背面側位置に配置された状
態において傾倒部材３３０の上面に流入した球を、滑らかに第１遮蔽板２３５１又は第２
遮蔽板２３５２に乗り上げさせることができる。
【０３８１】
　第１遮蔽板２３５１は、その底面と開口部１７ａの下流側端部との上下方向の間隔が球
の半径ｒａ程度に設定されると共に水平方向の間隔はほぼ無くなるように設定される。こ
れにより、第１遮蔽板２３５１が背面側位置に配置された状態で、発射球貯留領域１７ｄ
に配置された球が開口部１７ａに流入すること（開口部１７ａと第１遮蔽板２３５１の間
に球が流入すること）を防止することができる。
【０３８２】
　第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２の上面の傾斜方向は、前後方向は水平面に
沿った傾斜とされ、左右方向は右方へ下降傾斜される。これにより、第１遮蔽板２３５１
又は第２遮蔽板２３５２の上面に球が乗った場合、その球を右方へ速やかに流すことがで
きる。
【０３８３】
　なお、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２の上面の傾斜方向の設定は、これに
限られるものでは無く、種々の態様が例示される。例えば、前後方向の傾斜が、正面側に
向かう程、下降する傾斜態様でも良い。この場合、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２
３５２の上面に乗った球を、上皿２０１７の正面側へ寄せながら流すことができる。また
、左右方向の傾斜が、左方へ下降傾斜されるものでも良い。この場合、第１遮蔽板２３５
１又は第２遮蔽板２３５２の上面に乗った球が右方へ流下することを防ぐことができ、開
口部１７ａの上方に滞留する球の個数が増加し易くすることができると共に、傾倒部材３
３０が傾倒した際に、第１遮蔽板２３５１又は第２遮蔽板２３５２の上面に乗った球が開
口部１７ａを通して排出されるので、傾倒部材３３０の一度の傾倒動作に伴って開口部１
７ａから排出される球の個数を増加させやすくすることができる。
【０３８４】
　なお、本実施形態では、傾倒部材３３０の上面を前後方向に渡って第１遮蔽板２３５１
や第２遮蔽板２３５２が覆う場合を説明したが、これに限られるものでは無い、例えば、
第１遮蔽板２３５１や第２遮蔽板２３５２の延設先端を球案内天面１７ａ１の背面側端部
付近や、傾倒部材３３０の前後方向の途中で止める態様としても良い。
【０３８５】
　この場合において、傾倒部材３３０と第１遮蔽板２３５１又は第２遮蔽板２３５２との
間隔を球の直径未満とすることで、球案内天面１７ａ１の下方を球が通過することを防止
する一方で、球案内天面１７ａ１の背面側に配置された球であって、第１遮蔽板２３５１
又は第２遮蔽板２３５２に乗らない球の重さを傾倒部材３３０に負荷することができる。
【０３８６】
　即ち、傾倒部材３３０に負荷をかけ傾倒部材３３０の回転に係る負荷は生じさせながら
、傾倒部材３３０が許容状態となっても傾倒部材３３０の上面から流れ落ちない球を生じ
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させることができる。
【０３８７】
　また、球案内天面１７ａ１の背面側に張り出す第１遮蔽板２３５１又は第２遮蔽板２３
５２の上面を、左方へ向かうほど下降傾斜する傾斜面とし、張り出した延設先端を、左方
へ向かうほど正面側に向かう傾斜面とすることにより、第１遮蔽板２３５１又は第２遮蔽
板２３５２に上側または背面側から当接する球を解除部材３４０側へ流すことができる。
従って、解除部材３４０よりも右方に貯留されていた球を解除部材３４０側へ流し、球被
覆面１７ａ２の下方へ流すことができる。
【０３８８】
　図３０及び図３１は、上皿２０１７の上面図である。なお、図３０では、第１遮蔽板２
３５１が背面側位置（矢印Ｂ側位置）に配置されると共に第２遮蔽板２３５２が正面側位
置（矢印Ｆ側位置）に配置された状態（以下、第１部分開放状態とも称す。）において傾
倒部材３３０と解除部材３４０との係合が解除され球が排出された状態が、図３１では、
第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２が背面側位置に配置された状態（以下、第２
部分開放状態とも称す。）において傾倒部材３３０と解除部材３４０との係合が解除され
球が排出された状態が、それぞれ図示される。
【０３８９】
　図３０に示すように、第１遮蔽板２３５１のみが背面側位置に配置される場合、解除部
材３４０に到達する球よりも下流側に配置される球の内、最下端で段をなして貯留される
球は第１傾斜板２３５１に乗り上げており、傾倒部材３３０に乗ってはいない。即ち、最
下端で段をなして貯留される球は傾倒部材３３０が状態を変えても第１傾斜板２３５１の
上に維持される。
【０３９０】
　換言すれば、一対の遮蔽板２３５１，２３５２が正面側位置に配置される場合に比較し
て、解除部材３４０に到達する球の下流側に列（矢印Ｆ－Ｂ方向に並ぶ球の群）をなして
傾倒部材３３０に乗る球の列数が少なくなる。これにより、傾倒部材３３０及び解除部材
３４０が許容状態となることに伴い排出される球が減少する（約３個減る）と共に、上皿
２０１７上に残留する球が増加する（約３個増える）。また、この場合の球の流量は、一
対の遮蔽板２３５１，２３５２が共に正面側位置に配置される場合（図２６参照）に比較
して、小さくなる（図２０及び図３２（ａ）の右下降傾斜角度参照）。
【０３９１】
　また、図３１に示すように、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２が背面側に配
置される場合、解除部材３４０に到達する球よりも下流側に配置される球の内、最下端（
矢印Ｒ側端部）およびその上流側（矢印Ｌ側）で一対の列をなして貯留される球は第１傾
斜板２３５１又は第２傾斜板２３５２に乗り上げており、傾倒部材３３０に乗ってはいな
い。即ち、これらの球は傾倒部材３３０が状態を変えても第１傾斜板２３５１又は第２傾
斜板２３５２の上に維持される。
【０３９２】
　換言すれば、第１遮蔽板２３５１のみが背面側位置に配置される場合（図３０参照）に
比較して、解除部材３４０に到達する球の下流側に列をなして傾倒部材３３０に乗る球の
列数が少なくなる。これにより、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態となるこ
とに伴い排出される球が減少する（約３個減る）と共に、上皿２０１７上に残留する球が
増加する（約３個増える）。また、この場合の球の流量は、第１遮蔽板２３５１のみが背
面側位置に配置される場合（図３０参照）に比較して、小さくなる（図３２（ａ）及び図
３２（ｂ）の右下降傾斜角度参照）。
【０３９３】
　このように、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２の配置を変化させることによ
り、開口部１７ａを通して排出される球の流量と、上皿２０１７に残留する球の個数とを
、上皿２０１７の容量を変えることなく、切り替えることができる。
【０３９４】
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　なお、本実施形態では、傾倒部材３３０が傾倒することにより傾倒部材３３０の上面が
正面方向へ下降傾斜し、その傾斜により球が前後方向（矢印Ｆ－Ｒ方向）に沿って流下す
るので、第１遮蔽板２３５１や第２遮蔽板２３５２により開口部１７ａの前後方向に直交
する開口面の面積を狭めた場合であっても、それに因り球詰まりが生じることを抑制する
ことができる。
【０３９５】
　ここで、例えば、開口部１７ａが上皿１７の中央部付近に配置される開口であって、球
が周囲から流入可能である場合、開口に向かう球の流下方向は複数方向が考えられるので
、対向する方向から流下した球は衝突する恐れがあるし、開口を狭めすぎた場合には複数
の球が噛み合って球詰まりを起こす恐れがある。
【０３９６】
　これに対し、本実施形態では、傾倒部材３３０に乗ったあと、開口部１７ａに向かう（
通過しようとする）球の流下方向は、前後方向に沿った方向とされるので、流下方向で対
向する方向で球同士がぶつかったり、球同士が噛み合ったりする恐れを低減することがで
きる。
【０３９７】
　これにより、開口部１７ａの開口広さを第１遮蔽板２３５１や第２遮蔽板２３５２で狭
めた場合であっても、傾倒部材３３０の傾倒時に、傾倒部材３３０に乗った球をスムーズ
に流下させることができる。この場合、開口部１７ａの左右幅を最小で球の直径よりも若
干長く設定するまで（前後方向に球が１個ずつ流下する態様まで）、開口部１７ａの開口
広さを狭めたとしても、球の流下をスムーズに行わせることができる。
【０３９８】
　第１部分開放状態と、第２部分開放状態とでは、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が
許容状態に状態変化する間（許容状態を形成した後、規制状態に復帰してから再度許容状
態となる）のに必要な球の個数は約１１個で同じであるが、傾倒部材３３０に負荷をかけ
る球の位置が異なるので、上皿２０１７に供給開口１７ｇを通って球が供給されはじめ、
開口部１７ａを通した最初の球の排出が発生するまでにかかる時間は、第１部分開放状態
、第２部分開放状態、全開放の状態で異なる。
【０３９９】
　従って、開口部１７ａの開放の度合い（全開放の状態、第１部分開放状態、第２部分開
放状態）を異ならせることで、球が上皿２０１７にＭＡＸ個まで貯まったことを遊技者が
認識するまでの時間を変化させることができる。なお、以下において、本実施形態で、全
開放の状態で傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態に状態変化するのに必要な球
の個数がＭＡＸ個（約Ｑ１＋１１［個］）で、第１部分開放状態において傾倒部材３３０
及び解除部材３４０が許容状態に状態変化するのに必要な球の個数がＡＭＡＸ個（約Ｑ１
＋１４個）で、第２部分開放状態において傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態
に状態変化するのに必要な球の個数がＢＭＡＸ個（約Ｑ１＋１７［個］）で、それぞれ図
示される。
【０４００】
　図３２（ａ）及び図３２（ｂ）は、上皿２０１７に継続的に球が供給される（払い出さ
れる）場合に上皿２０１７に残る球の個数変化の一例を示すタイミングチャートである。
なお、縦軸に上皿に貯留される球の個数が示され、横軸に経過時間が示される。また、図
３２（ａ）では、開口部１７ａの第１部分開放状態（図３０参照）におけるタイミングチ
ャートが、図３２（ｂ）では、開口部１７ａの第２部分開放状態（図３１参照）における
タイミングチャートが、それぞれ図示される。なお、図３２に示すタイミングチャートは
、球の発射により生じる上皿２０１７の球の貯留個数の変化は無視したり（球の発射個数
は０個であると仮定たり）、上皿２０１７への球の貯留態様の違いによる影響は無視した
り（上皿２０１７に貯留される球の個数がＡＭＡＸ，ＢＭＡＸ個に到達した直後に排出が
開始されると仮定したり）するなど、簡略化して図示される。
【０４０１】
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　図３２（ａ）及び図３２（ｂ）の縦軸において、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が
許容状態に状態変化するのに必要な球の個数がＡＭＡＸ個、ＢＭＡＸ個でそれぞれ図示さ
れる。また、横軸において、発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅが球で満
たされたタイミングが０秒で図示される。
【０４０２】
　まず、図３２（ａ）を参照して、開口部１７ａの第１部分開放状態（図３０参照）にお
いて上皿２０１７に貯留される球の個数の変化について説明する。まず、最初に球がＡＭ
ＡＸ個に至るまでの経過は、図２０に示す経過（全開放の状態における経過）と同じであ
る。
【０４０３】
　上皿２０１７に貯留される球の個数がＡＭＡＸ個以上となると、傾倒部材３３０及び解
除部材３４０が許容状態となり上皿２０１７から開口部１７ａを通って球が排出される。
この時、開口部１７ａの第１部分開放状態では、傾倒部材３３０の上面および後追い球貯
留領域１７ｆに配置された球（発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅを除く
範囲に配置された球）が全て排出されるのでは無く、第１遮蔽板２３５１に乗る球（本実
施形態では、３個の球）は第１遮蔽板２３５１の上面に維持される。
【０４０４】
　従って、傾倒部材３３０が許容状態となることにより、まとまって１１個以上の球が排
出される。そのため、排出後に上皿２０１７に残留する球の個数は、ＡＭＡＸ個から１１
個少ない個数以上となる（Ｑ１＋３＝Ｑ２［個］以上となる）。その後は、１１個の球を
供給するのに要する時間（１．１秒）以上の間隔で、球の排出が行われ、上皿２０１７に
残留する球の個数の最小値は個数Ｑ１よりも３個多い個数Ｑ２に維持される（Ｑ２＞６５
［個］）。
【０４０５】
　ここで、全開放の状態と第１部分開放状態での排出個数は同等であって、開口部１７ａ
の開口広さが要因（約３／４）となり、流量が変化する。ここで、許容状態における傾倒
部材３３０の傾斜角度は変わらない。開口広さ分だけ、球の流量が絞られると考えること
ができるので、排出される球の流量は全開放の場合（約８０［個／秒］）に３／４をかけ
た約６０［個／秒］となり、全開放の状態に比較して第１部分開放状態の方が小さくなる
。
【０４０６】
　本実施形態によれば、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態に状態変化するこ
とに伴い上皿２０１７に残留する球の個数を個数Ｑ２以上に保つことができるので、個数
Ｑ２を適切な個数（例えば、上皿２０１７に貯留される球の個数の８０％以上の個数）に
設定することにより、上皿２０１７に残留する球が過度に減少することを防止することが
できる。更に、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態となり球が排出された直後
は、その球の排出を視認することにより上皿２０１７に個数Ｑ２以上の球が残っているこ
とを把握できる。
【０４０７】
　そのため、遊技者がパチンコ機１０の正面側に座って遊技する姿勢において、上皿２０
１７の正面側壁や前カバー３９０が視線を遮り上皿２０１７の内部状態（例えば、残球個
数）が確認できない場合であっても、流下装置２３００の内部を球が流下することを確認
することにより、上皿２０１７に個数Ｑ２以上の球が残っていることを把握することがで
きる。
【０４０８】
　即ち、上皿２０１７の内部状態を把握するために上皿２０１７を上から覗き込んで上皿
２０１７の内部を見なくとも上皿２０１７に十分な個数の球が残っていることを把握でき
るので、遊技者は、球切れ（上皿２０１７に残された球が無くなること）の恐怖感から解
放され、楽な遊技姿勢で遊技を継続することができる。
【０４０９】
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　次いで、図３２（ｂ）を参照して、開口部１７ａの第２部分開放状態（図３１参照）に
おいて上皿２０１７に貯留される球の個数の変化について説明する。まず、最初に球がＢ
ＭＡＸ個に至るまでの経過は、図２０に示す経過（全開放の状態における経過）と同じで
ある。
【０４１０】
　上皿２０１７に貯留される球の個数がＢＭＡＸ個以上となると、傾倒部材３３０及び解
除部材３４０が許容状態となり上皿２０１７から開口部１７ａを通って球が排出される。
この時、開口部１７ａの第２部分開放状態では、傾倒部材３３０の上面および後追い球貯
留領域１７ｆに配置された球（発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅを除く
範囲に配置された球）が全て排出されるのでは無く、第１遮蔽板２３５１に乗る球および
第２遮蔽板２３５２に乗る球（本実施形態では、６個の球）は第１遮蔽板２３５１の上面
または第２遮蔽板２３５２の上面に維持される。
【０４１１】
　従って、傾倒部材３３０が許容状態となることにより、まとまって１１個以上の球が排
出される。そのため、排出後に上皿２０１７に残留する球の個数は、ＢＭＡＸ個から１１
個少ない個数以上となる（Ｑ１＋６＝Ｑ３［個］以上となる）。その後は、１１個の球を
供給するのに要する時間（１．１秒）以上の間隔で、球の排出が行われ、上皿２０１７に
残留する球の個数の最小値は個数Ｑ１よりも６個多い個数Ｑ３に維持される（Ｑ３＞６８
［個］）。
【０４１２】
　ここで、全開放の状態と第２部分開放状態での排出個数は同等であって、開口部１７ａ
の開口広さが要因（約１／２）となり、流量が変化する。ここで、許容状態における傾倒
部材３３０の傾斜角度は変わらない。開口広さ分だけ、球の流量が絞られると考えること
ができるので、排出される球の流量は全開放の場合（約８０［個／秒］）に１／２をかけ
た約４０個／秒となり、全開放の状態に比較して第２部分開放状態の方が小さくなる。
【０４１３】
　本実施形態によれば、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態に状態変化するこ
とに伴い上皿２０１７に残留する球の個数を個数Ｑ３以上に保つことができるので、個数
Ｑ３を適切な個数（例えば、上皿２０１７に貯留される球の個数の８０％以上の個数）に
設定することにより、上皿２０１７に残留する球が過度に減少することを防止することが
できる。更に、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態となり球が排出された直後
は、その球の排出を視認することにより上皿２０１７に個数Ｑ３以上の球が残っているこ
とを把握できる。
【０４１４】
　そのため、遊技者がパチンコ機１０の正面側に座って遊技する姿勢において、上皿２０
１７の正面側壁や前カバー３９０が視線を遮り上皿２０１７の内部状態（例えば、残球個
数）が確認できない場合であっても、流下装置２３００の内部を球が流下することを確認
することにより、上皿２０１７に個数Ｑ３以上の球が残っていることを把握することがで
きる。
【０４１５】
　即ち、上皿２０１７の内部状態を把握するために上皿２０１７を上から覗き込んで上皿
２０１７の内部を見なくとも上皿２０１７に十分な個数の球が残っていることを把握でき
るので、遊技者は、球切れ（上皿２０１７に残された球が無くなること）の恐怖感から解
放され、楽な遊技姿勢で遊技を継続することができる。
【０４１６】
　図３２に示すように、第２部分開放状態では、第１部分開放状態よりも、全開放の状態
（図２０参照）との比較における球の排出の流量の変化の度合い（図３２（ａ）及び図３
２（ｂ）の右下降傾斜の角度）が大きくなる。即ち、遮蔽板２３５１，２３５２を背面側
に配置する枚数が多くなるほど（下流側から多くなるほど）、球の排出の流量をより小さ
くすることができる（グラフの右下降傾斜の度合いを緩くすることができる）。これによ



(58) JP 6874791 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

り、遊技者は自分の好みで、球の排出の流量を複数通りで調整することができる。
【０４１７】
　例えば、球の排出時の流量を大きくして排出時の迫力を重視する遊技者は、開口部１７
ａを全開放する状態で遊技を行うことで球の排出時の流量を最大限に大きくすることがで
きる一方で、排出時の迫力は度外視しても上皿２０１７の球切れを抑制したい遊技者は、
第２部分開放状態とすることで排出後に上皿２０１７に残留する球の個数を多く確保する
ことができ、球切れの発生を抑制することができる。
【０４１８】
　なお、遊技者は、第２板部材２３２０越しに流下する遊技球の流下態様を視認すること
により、排出流量が現状どのように設定されているのかを把握することができる。そのた
め、排出流量の設定が、上皿２０１７からの球の抜け具合からのみ把握可能である場合（
例えば、上皿２０１７を上から覗き、目視で把握する場合）に比較して、排出流量の現状
の設定を遊技者が早期に把握可能とすることができ、設定変更が必要な場合には、遊技者
に早期に設定変更を行わせることができる。
【０４１９】
　本実施形態では、排出時の流量の変化に係る球（遮蔽板２３５１，２３５２の上面に乗
った球）が、そのまま上皿２０１７に残留する球として用いられることにより、上皿２０
１７に貯留可能な球の個数を変化させることなく（上皿２０１７の容量を変化させること
なく）、上述した調整を行うことができる。
【０４２０】
　なお、図３２（ａ）及び図３２（ｂ）では、理解を容易とするために上皿２０１７に貯
留される球がＡＭＡＸ，ＢＭＡＸ個となった直後に傾倒部材３３０が傾倒し、上皿２０１
７から球が排出される態様で図示したが、実際は、上皿２０１７にＡＭＡＸ，ＢＭＡＸ個
の球が貯留される（入球する）タイミングと、傾倒部材３３０が傾倒するのに十分な球が
傾倒部材３３０の上面に乗るタイミングとは一致しないので、上皿２０１７にＡＭＡＸ，
ＢＭＡＸ個の球が入球した後も、若干の期間、傾倒部材３３０は傾倒前の姿勢を維持し、
上皿２０１７にはＡＭＡＸ，ＢＭＡＸ個以上の球が貯留される。その後、傾倒部材３３０
が傾倒すると、傾倒部材３３０の上面と、後追い球貯留領域１７ｆに貯留されていた球が
開口部１７ａを通して排出され、その他の領域（発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留
領域１７ｅ）に配置されていた球は上皿２０１７に維持されるので、上皿２０１７に貯留
される球が個数Ｑ２，Ｑ３以上に維持されることは、図３２（ａ）及び図３２（ｂ）に示
すグラフと相違ない。
【０４２１】
　図３３（ａ）及び図３３（ｂ）は、図１３のＸＩＶａ－ＸＩＶａ線に対応する線におけ
る正面枠１４の断面図である。なお、図３３（ａ）では、規制板２３５３が背面側位置に
配置された状態が、図３３（ｂ）では、規制板２３５３が正面側位置に配置された状態が
、それぞれ図示される。
【０４２２】
　図３３（ａ）及び図３３（ｂ）に示すように、規制板２３５３は、正面側位置（矢印Ｆ
側位置）に配置された状態では解除部材３４０の回転を許容し（解除部材３４０の回転軌
跡と干渉しない位置に退避され）、背面側位置（矢印Ｂ側位置）に配置された状態では解
除部材３４０の段違い板部３４４の上面に下面が当接する。
【０４２３】
　図３３（ｂ）に示す状態から解除部材３４０が回転を開始しかけると、段違い板部３４
４の上面が規制板２３５３を持ち上げかける。規制板２３５３は規制長孔２３２４ｂに上
下方向への移動を規制されているので、解除部材３４０の回転が防止される。即ち、規制
板２３５３を背面側位置に配置することにより、解除部材３４０が規制状態から回転する
ことを防止することができるので、傾倒部材３３０及び解除部材３４０を規制状態で維持
することができる。従って、上皿２０１７から開口部１７ａを通って球が排出されること
を防止することができる（球の排出を規制することができる）。
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【０４２４】
　以上説明した本実施形態において達成される主要な効果を整理すれば、以下のようにな
る。即ち、本実施形態によれば、延設溝２０１７ｈに上流側から入球した球が跳ねて延設
溝２０１７ｈから外れることを防止できると共に、延設溝２０１７ｈが球で満たされた後
で延設溝２０１７ｈに入りかけた球を延設溝２０１７ｈの外方へ排斥し易くすることがで
きる。
【０４２５】
　また、延設溝２０１７ｈに収容される球を延設溝２０１７ｈの延設方向に一列に並べや
すいので、延設溝２０１７ｈに収容される球の個数を安定化させることができる。また、
延設溝２０１７ｈに配置された球が他の球と衝突して弾かれた場合であっても、その球が
開口部１７ａに流入する可能性を低くすることができる。
【０４２６】
　また、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２の配置を切り替えることにより、上
皿２０１７から開口部１７ａを通して排出される球の流量を変化させることができる。同
時に、排出後に上皿２０１７に残る球の個数を変化させることができる。
【０４２７】
　また、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２の配置を切り替えることにより、払
出モータ２１６の動作速度を変化させることなく、開口部１７ａを通した球の排出の頻度
を変化させることができる。
【０４２８】
　第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２は、球を乗せて落下を防止することができ
ると共に、開口部１７ａとの間隔が球の直径未満とされることで球が隙間から落下するこ
とを防止できる。
【０４２９】
　規制板２３５３の配置を切り替えることにより、解除部材３４０の動作を許容する状態
と、規制する状態とを切り替えることができる。
【０４３０】
　次いで、図３４を参照して、第３実施形態について説明する。第１実施形態では、傾倒
部材３３０が傾倒することにより湾曲部３３１ｄの上端部が上昇する場合を説明したが、
第３実施形態における流下装置３３００は、傾倒部材３３０が傾倒することに伴って上昇
する通過防止装置５００を備える。なお、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符
号を付して、その説明は省略する。
【０４３１】
　図３４（ａ）は、第３実施形態における正面枠１４の部分上面図であり、図３４（ｂ）
及び図３４（ｃ）は、図３４（ａ）のＸＸＸＩＶｂ－ＸＸＸＩＶｂ線における正面枠１４
の部分断面図である。なお、図３４（ｂ）では、傾倒部材３３０が傾倒する前の状態が、
図３４（ｃ）では、傾倒部材３３０が傾倒した後の状態が、それぞれ図示されると共に、
解除部材３４０の図示が省略される。また、本実施形態では、傾倒部材３３０の本体枠３
３１ａの背面側部分が、下端部を軸径方向外側へ張り出させる態様で形成される。
【０４３２】
　図３４に示すように、本実施形態では、上皿３０１７の橋渡し球貯留領域１７ｅの傾倒
部材３３０に近接する側に、左右方向に球の直径未満の間隔を空けて複数個配置される上
下方向（図３４（ａ）紙面奥方向）に穿設される貫通孔を有する筒状の支持筒部３０１７
ｊを備える。
【０４３３】
　通過防止装置５００は、各支持筒部３０１７ｊに昇降動作可能に支持される昇降部材５
１０を備える。昇降部材５１０は、上下方向に延設される棒状の部分であって支持筒部３
０１７ｊに挿通される本体柱部５１１と、その本体柱部５１１の上端から傾倒部材３３０
側（矢印Ｆ側）へ延設される延設部５１２と、その延設部５１２の延設先端から上方へ延
設される先端延設部５１３と、を主に備える。
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【０４３４】
　本体柱部５１１は、上皿１７の底面を基準として、下方へ傾倒部材３３０の軸棒部３３
２を越える長さで延設される。
【０４３５】
　通過防止装置５００の機能について説明する。図３４（ｂ）に示すように、傾倒部材３
３０が傾倒前の状態では、延設部５１２の上面が上皿１７の底面とほぼ面位置とされるの
で、上皿１７に貯留される球と昇降部材５１０との衝突を抑制することができ、スムーズ
に上皿１７に球を貯留することができる。
【０４３６】
　一方、図３４（ｃ）に示すように、傾倒部材３３０の傾倒後には、傾倒部材３３０の本
体枠３３１ａが変位することに伴い、本体柱部５１１が上昇する。この上昇した状態にお
いて、延設部５１２は球の半径ｒａ程度（約５．５［ｍｍ］）の高さ位置に配置され、同
様に、先端延設部５１３の上端部は傾倒部材３３０の湾曲部３３１ｄの上端部から球の半
径ｒａ程度高い位置に配置される。なお、延設部５１２が傾倒部材３３０に近接する位置
まで延設されることにより、先端延設部５１３と湾曲部３３１ｄとの双方に球が当接した
場合、その球の中心（重心）は湾曲部３３１ｄの上端位置（図３４（ｃ）における上端位
置）の延設部３３３側（矢印Ｆ側）に配置される。
【０４３７】
　これにより、傾倒部材３３０が傾倒した状態（図３４（ｃ）参照）において、橋渡し球
貯留領域１７ｅに貯留された球が昇降部材５１０の間を通過することを防止することがで
きるので、橋渡し球貯留領域１７ｅから傾倒部材３３０の上面に球が侵入する（矢印Ｆ方
向に球が流下する）ことを防止することができる。更に、傾倒部材３３０の上面に貯留さ
れた球が先端延設部５１３の間を通過することを防止することができるので、傾倒部材３
３０の上面から橋渡し球貯留領域１７ｅに球が侵入する（矢印Ｂ方向に球が流下する）こ
とを防止することができる。
【０４３８】
　従って、傾倒部材３３０の傾倒後に、橋渡し球貯留領域１７ｅから傾倒部材３３０の上
面に少数の球が流入し傾倒部材３３０を流れ落ちる事態が生じることを防止できると共に
、傾倒部材３３０の傾倒前に傾倒部材３３０の上面に乗っていた球を橋渡し球貯留領域１
７ｅにこぼすことなく開口部１７ａ側へ流すことができる。
【０４３９】
　次いで、図３５及び図３６を参照して、第４実施形態について説明する。第１実施形態
では、傾倒部材３３０が傾倒することにより湾曲部３３１ｄの上端部が開口部１７ａの枠
内（後追い球貯留領域１７ｆの下流側（矢印Ｒ側））において上昇する場合を説明したが
、第４実施形態における流下装置４３００は、傾倒部材４３３０が傾倒することに伴って
上昇する部分であって開口部１７ａの枠外に配設される枠外延設部４３３７を備える。な
お、上述した各実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０４４０】
　図３５及び図３６は、第４実施形態における上皿４０１７の背面斜視図である。なお、
図３５及び図３６では、理解を容易とするために、供給開口１７ｇが形成される背面側板
の図示が省略されると共に供給開口１７ｇの開口部外形が想像線で図示される。また、図
３５では、傾倒部材４３３０及び解除部材３４０の規制状態が、図３６では、傾倒部材４
３３０及び解除部材３４０の許容状態が、それぞれ図示される。
【０４４１】
　なお、上皿４０１７は、第１実施形態における上皿１７との比較において、後追い球貯
留領域１７ｆの背面側壁が正面側へ寄せられ、受け入れ側面４０１７ｆ３が形成されるこ
とが異なるのみで、他の構成は共通とされる。
【０４４２】
　図３５及び図３６に示すように、橋渡し球貯留領域１７ｅの上面は発射球貯留領域１７
ｄの上面と面位置でつながる一方、傾倒部材４３３０の上面および後追い球貯留領域１７
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ｆの上面は、橋渡し球貯留領域１７ｅよりも一段高い面として形成される。本実施形態で
は、球の半径ｒａの約１／４だけ高い面（橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留された球が水平
方向の負荷で乗り上げ可能な高さ）として形成される。
【０４４３】
　これにより、供給開口１７ｇから上皿４０１７に供給された球は、まず橋渡し球貯留領
域１７ｅに着地し、発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅを満たし、その後
、橋渡し球貯留領域１７ｅに満たされた球の上を伝うか、後から来た球に橋渡し球貯留領
域１７ｅに貯留されていた球が押し出されることにより、後追い球貯留領域１７ｆ及び傾
倒部材４３３０の上面に流入する。
【０４４４】
　即ち、本実施形態では、供給開口１７ｇから上皿４０１７に供給された球の全てが傾倒
部材４３３０の上面を通るのでは無く、発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７
ｅが球で満たされる前に上皿４０１７に供給された球のほとんどは傾倒部材４３３０の上
面を通過することなく流下する。
【０４４５】
　このように、本実施形態では、傾倒部材４３３０の上面が橋渡し球貯留領域１７ｅより
も一段高くなる配置で傾倒部材４３３０を上皿４０１７に配設することで、球の流下経路
を指定することができる。これにより、球の経路を指定する別部材を用意したり、上皿４
０１７を特別な形状としたりする場合に比較して、部品コストや、加工コストを抑えるこ
とができる。
【０４４６】
　また、発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅが球で満たされる前に解除部
材３４０に球が当接することを防止できる。これにより、上皿４０１７に貯留される球が
少ない状態で傾倒部材４３３０及び解除部材３４０が許容状態を形成し球が上皿４０１７
から排出される可能性を低減することができる。
【０４４７】
　加えて、本実施形態では、傾倒部材４３３０が枠外延設部４３３７を備えることにより
、上述した効果を更に奏し易くしていることについて、以下で説明する。傾倒部材４３３
０は、第１実施形態の傾倒部材３３０が備える構成に加えて、湾曲部３３１ｄの側面形状
を上底板部３３１ｂの左右方向の傾斜に沿って上流側（矢印Ｌ側）へ延設した形状から構
成される棒状の枠外延設部４３３７を備える。
【０４４８】
　この枠外延設部４３３７との整合をとるために、本実施形態における上皿４０１７は、
第１実施形態で説明した上皿１７の構成に加えて、後追い球貯留領域１７ｆの背面側部分
を正面側へ寄せた位置において、後追い球貯留領域１７ｆの新たな背面側部分として形成
される受け入れ側面４０１７ｆ３を備える。
【０４４９】
　即ち、受け入れ側面４０１７ｆ３は、開口部１７ａの背面側端部よりも正面側にずれた
位置に配設され、橋渡し球貯留領域１７ｅから正面側へ延長される上面と、後追い球貯留
領域１７ｆの上面との間に段差を形成する。また、受け入れ側面４０１７ｆ３を形成し、
後追い球貯留領域１７ｆの背面側端部が正面側へ寄せられることにより空いたスペースに
おいて、枠外延設部４３３７が移動を行う。
【０４５０】
　本実施形態では、枠外延設部４３３７が、第１実施形態における後追い球貯留領域１７
ｆの背面側側面と同様の機能を備える。一方で、第１実施形態の場合と異なり、後追い球
貯留領域１７ｆの背面側側面と同様の機能を持つ枠外延設部４３３７は、傾倒部材４３３
０の傾倒に伴い、橋渡し球貯留領域１７ｅの上面からの高さが変化する（上端位置が上昇
する）。
【０４５１】
　即ち、傾倒部材４３３０の規制状態（図３５参照）に比較して、傾倒部材４３３０の許
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容状態（図３６参照）の方が、橋渡し球貯留領域１７ｅの上面を基準とした枠外延設部４
３３７の上端位置までの長さが長くなる。そのため、傾倒部材４３３０が規制状態の場合
よりも、傾倒部材４３３０が許容状態の場合の方が、橋渡し球貯留領域１７ｅから後追い
球貯留領域１７ｆに球が流入することを防止し易くすることができる。
【０４５２】
　特に、本実施形態において、後追い球貯留領域１７ｆは供給開口１７ｇの正面側（矢印
Ｆ側）に配置されるので、供給開口１７ｇから上皿４０１７へ勢いよく払い出された球が
橋渡し球貯留領域１７ｅと後追い球貯留領域１７ｆとの間の段差を越えて後追い球貯留領
域１７ｆに流入する可能性があるところ、傾倒部材４３３０の傾倒時（図３６参照）にお
いてのみ橋渡し球貯留領域１７ｅと後追い球貯留領域１７ｆとの間の段差を大きくするこ
とができるので、傾倒部材４３３０の傾倒時において後追い球貯留領域１７ｆへの球の流
入を防止する効果を増大させることができる。
【０４５３】
　これにより、傾倒部材４３３０が許容状態となった後で、新たに後追い球貯留領域１７
ｆに球が流入することを防止し易くすることができるので、傾倒部材４３３０の傾倒前に
傾倒部材４３３０の上流側（傾倒部材４３３０の上面および後追い球貯留領域１７ｆ）に
貯留されていた球が、傾倒部材４３３０が傾倒することに伴い、連なって開口部１７ａを
流下するのと遅れたタイミングで新たに後追い球貯留領域１７ｆに流入した少量の球が開
口部１７ａから排出される事態が発生することを抑制することができる。これにより、開
口部１７ａからの球の排出態様を、多量の球が連なって排出される態様に固定することが
できる。
【０４５４】
　また、本実施形態によれば、傾倒部材４３３０が傾倒する前（図３５参照）であれば、
橋渡し球貯留領域１７ｅと後追い球貯留領域１７ｆとの間の段差は第１実施形態の場合と
同等なので、第１実施形態と同様の条件で、橋渡し球貯留領域１７ｅから後追い球貯留領
域１７ｆへ球を流入させることができる。このように、本実施形態によれば、傾倒部材４
３３０の姿勢（傾倒しているか否か、もしくは傾倒角度）により、橋渡し球貯留領域１７
ｅから後追い球貯留領域１７ｆへの（隣設された領域間での）球の流入のし易さを変化さ
せることができる。
【０４５５】
　次いで、図３７から図３９を参照して、第５実施形態について説明する。第１実施形態
では、傾倒部材３３０の傾倒前に比較して、傾倒部材３３０が傾倒した後の方が、湾曲部
３３１ｄの上端位置が上昇する場合を説明したが、第５実施形態における流下装置５３０
０は、傾倒部材５３３０の傾倒前に比較して、傾倒部材５３３０が傾倒した後の方が、湾
曲部３３１ｄの上端位置が下降する態様とされる。なお、上述した各実施形態と同一の部
分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０４５６】
　図３７（ａ）及び図３７（ｂ）は、図１３のＸＩＶａ－ＸＩＶａ線に対応する線におけ
る第５実施形態における正面枠１４の部分断面図であり、図３８及び図３９は、上皿１７
の背面斜視図である。なお、図３７（ａ）及び図３８では、傾倒部材５３３０及び解除部
材３４０が係合された状態（規制状態の一例）が、図３７（ｂ）及び図３９では、傾倒部
材５３３０及び解除部材３４０が互いに離反した状態（許容状態の一例）が、それぞれ図
示される。
【０４５７】
　本実施形態では、第１実施形態で説明した流下装置３００の構成に比較して、主に傾倒
部材５３３０の構成が第１実施形態の傾倒部材３３０と異なり、他の構成は共通である。
以下に、傾倒部材５３３０の構成を説明する。
【０４５８】
　傾倒部材５３３０は、第１実施形態における傾倒部材３３０との比較において、軸棒部
３３２が湾曲部３３１ｄを挟んで延設部３３３の前後方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）逆側に配置
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されることが大きな違いであり、その構成を実現するために、傾倒部材３３０からの若干
の形状変更が施されている。
【０４５９】
　即ち、傾倒部材５３３０は、傾倒部材３３０の構成に対して、本体枠３３１ａの背面側
側面が左右側面に比較して短くされ、本体枠３３１ａの背面側側面の下端部および本体枠
３３１ａの左右側面の背面側端部から背面側（矢印Ｂ方向）へ延設される延設進入部５３
３７を備え、その延設進入部５３３７の延設端部付近において軸棒部３３２を支持可能と
なるように、上皿１７の第２支持凹部１７ｃ（図７参照）に対応する支持凹部が第２支持
凹部１７ｃとは異なる位置に配設される。本実施形態では、第１実施形態と同様に、開口
部１７ａの背面側縁に湾曲部３３１ｄが対向配置されるので、軸棒部３３２は開口部１７
ａの背面側縁よりも背面側において、上皿１７に支持される。
【０４６０】
　なお、傾倒部材５３３０の傾倒角度は、第１実施形態と同様であり、傾倒前において前
後方向に対して１°、傾倒後において前後方向に対して１５°の傾斜角度となるように、
傾倒部材５３３０の下端部の形状が修正される。
【０４６１】
　上述したように、本実施形態では、軸棒部３３２が開口部１７ａの背面側縁よりも背面
側（橋渡し球貯留領域１７ｅの下方）に配置されるので、図３７（ａ）及び図３７（ｂ）
に示すように、傾倒部材５３３０が傾倒する前に比較して、傾倒した後の方が湾曲部３３
１ｄの上端位置が下降する。なお、本実施形態では、特に、傾倒する前において湾曲部３
３１ｄの上端位置が橋渡し球貯留領域１７ｅの上面よりも上側に位置する（球の半径ｒａ
の半分程度上側に位置する）一方で、傾倒した後において湾曲部３３１ｄの上端位置が橋
渡し球貯領域１７ｅの上面よりも下側に位置する。
【０４６２】
　即ち、軸棒部３３２は、軸棒部３３２を支点として傾倒部材５３３０を傾倒前の状態か
ら１４°傾倒動作させた場合に、湾曲部３３１ｄの上下方向の移動距離が球の半径ｒａの
半分以上（約２．８ｍｍ以上）となる位置で上皿１７に軸支される。
【０４６３】
　これは、例えば、本実施形態のように傾倒部材５３３０が傾倒前の状態において湾曲部
３３１ｄを通り水平方向に対する角度が約４５°となる直線上に軸棒部３３２が配置され
、湾曲部３３１ｄと軸棒部３３２との間の距離が長さＬ５１であるとすると、傾倒前の上
下寸法（Ｌ５１×ＣＯＳ４５°）と傾倒後の上下寸法（Ｌ５１×ＣＯＳ３１°）との差が
球の半径ｒａの半分以上であることを要する（Ｌ５１×（（ＣＯＳ４５°）－（ＣＯＳ３
１°））＞（１／２）×ｒａ）。この不等号を満たすには、長さＬ５１は、約２．４×ｒ
ａよりも長いことを要する。また、湾曲部３３１ｄと軸棒部３３２を結ぶ長さＬ５１の線
分の水平方向成分の長さは、約１．７×ｒａよりも長くなる。従って、軸棒部３３２は、
図３７（ａ）に図示されるように、傾倒部材５３３０の傾倒前の状態において、湾曲部３
３１ｄから水平方向背面側に球の半径ｒａの１．７倍以上離れた位置に配置されることを
要する。なお、本実施形態では、湾曲部３３１ｄから水平方向背面側に球の直径以上離れ
た位置に軸棒部３３１ｄが配置される。
【０４６４】
　これにより、本実施形態によれば、傾倒部材５３３０の傾倒前においては、湾曲部３３
１ｄの上端位置が橋渡し球貯留領域１７ｅの上面よりも上方に配置され、傾倒部材５３３
０の傾倒後においては、湾曲部３３１ｄの上端位置が橋渡し球貯留領域１７ｅの上面より
も下方に配置されるので、橋渡し球貯留領域１７ｅに配置された球の前後方向における流
下傾向を反転させることができる。
【０４６５】
　即ち、傾倒部材５３３０の傾倒前においては、球の半径ｒａの半分程度とはいえ、湾曲
部３３１ｄが橋渡し球貯留領域１７ｅの上面よりも上方に配置されることから、湾曲部３
３１ｄが、橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留される球が正面側へ流下するのに対する抵抗を
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生じる部分として作用する（球が正面側へ流れてくるのを防止する部分として作用する）
。そのため、橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留された球の前後方向における流下傾向は、橋
渡し球貯留領域１７ｅ内に維持されやすい傾向となる。
【０４６６】
　一方、傾倒部材５３３０の傾倒後においては、湾曲部３３１ｄが橋渡し球貯留領域１７
ｅの上面よりも下方に配置されるので、湾曲部３３１ｄから橋渡し球貯留領域１７ｅに貯
留される球が正面側へ流下するのに対する抵抗が生じず、傾倒部材５３３０の傾倒により
開口部１７ａから排出される球を追いかける態様で橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留されて
いた球を流下させ易くすることができる。そのため、橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留され
た球の前後方向における流下傾向は、傾倒部材５３３０の傾倒前に比較して、橋渡し球貯
留領域１７ｅの正面側へ排出されやすい傾向となる。
【０４６７】
　従って、傾倒部材５３３０の上面に乗っていた球に加えて、その背面側の領域である橋
渡し球貯留領域１７ｅに貯留されていた球も、一緒に開口部１７ａを通して流下させるこ
とができるので、傾倒部材５３３０が傾倒するたびに開口部１７ａを通して流下する球の
個数を、傾倒部材５３３０に乗りきる球の数以上に増大させることができる。
【０４６８】
　次いで、図４０及び図４１を参照して、第６実施形態について説明する。第１実施形態
では、流下装置３００から排出された球が下皿１５に貯留される場合を説明したが、第６
実施形態における流下装置６３００は、その下端部から排出した球を遊技機の下方に排出
する態様とされ（下皿１５の形成が省略され）、それに伴い、正面枠６０１４の背面側（
ガラスユニット１６の背面側）に配設され、上皿１７又は下皿１５に球を分岐させて流下
させる分岐流路（図示せず）の形成が省略される。なお、上述した各実施形態と同一の部
分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０４６９】
　本実施形態では、流下装置６３００の下端部の開口の開閉を球抜きレバー５２の操作に
より行う（操作レバー５２を押し込むたびに、球が通過可能な開状態と球の通過を規制す
る閉状態とで切り替えられる）態様とされ、球抜きレバー５２の操作により流下装置６３
００の下端部の開口が開状態となっている時に流下装置６３００の下端部に配置された球
は正面枠６０１４の下方へ自然落下して排出される。一方、球抜きレバー５２の操作によ
り流下装置６３００の下端部の開口が閉状態となっているときは、流下装置６３００の内
部流路に球を貯留可能とされる。
【０４７０】
　図４０は、第６実施形態におけるパチンコ機６０１０の側面図である。なお、図４０で
は、理解を容易とするために、被収容部材ＩＮＢの外形の一例が想像線で図示される。
【０４７１】
　被収容部材ＩＮＢは、正面枠６０１４に固定され、その外形が正面枠６０１４の背側面
（内枠１２の正面側端部と当接する面）よりも背面側へ突出する形状から形成される。即
ち、被収容部材ＩＮＢの背面側部分は、正面枠６０１４を閉じた状態（図４０参照）にお
いて内枠１２の内部領域に侵入する（内枠１２の内部領域と干渉する）。なお、本実施形
態では、内枠１２の内側に、被収容部材ＩＮＢを正面側から収容可能な大きさで正面側端
部から背面側へ向けて凹設される収容凹部ＩＮＣが形成される。従って、正面枠６０１４
を閉じた状態では、被収容部材ＩＮＢの背面側部分が収容凹部ＩＮＣに収容される。
【０４７２】
　このように構成することにより、内枠１２を、背面側に突出する部分（例えば、被収容
部材ＩＮＢ）を備える正面枠６０１４にも、背面側に突出する部分が形成されない正面枠
１４にも、兼用することができる（内枠１２の共通化を図ることができる）。即ち、本実
施形態における内枠１２を正面枠１４に用いる場合には、収容凹部ＩＮＣの内部が空の状
態とされるだけであって、使用に支障をきたすものでは無い。
【０４７３】
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　なお、被収容部材ＩＮＢについては、何ら限定されるものでは無く、種々の態様が例示
される。例えば、音響装置でも良いし、遊技者が操作する操作ボタンの構造の一部でも良
いし、配線でも良いし、可動役物やモータなどの駆動装置の一部でも良いし、位置決め用
の突起でも良い。
【０４７４】
　被収容部材ＩＮＢがスピーカーなどの音響装置である場合、音を遊技者へ向けて発する
部分であるスピーカーユニットが遊技者側に露出するため、不正行為の進入経路となりや
すい。これに対し、本実施形態では、音響装置の背面側部分は収容凹部ＩＮＣに収容され
、その収容凹部ＩＮＣの凹設底面は基板ボックス１００～１０４よりも正面側に配置され
ることから、被収容部材ＩＮＢの内部を通ってピアノ線がパチンコ機１０の内部に進入し
た場合であっても、そのピアノ線が基板ボックス１００～１０４に到達する前に、ピアノ
線の進行を収容凹部ＩＮＣで止めることができる。
【０４７５】
　この目的において、収容凹部ＩＮＣの内壁は、金属性の部材で覆われる（カバーされる
）ことが望ましい。これにより、ピアノ線の先端を高温に熱して進入させる不正に対して
も対応することができる（収容凹部ＩＮＣの内壁が樹脂で形成される場合に比較して、不
正を防止し易くすることができる）。
【０４７６】
　本実施形態では、被収容部材ＩＮＢは、正面側端部が第１板部材３１０の延設板部３１
２ｂ又は連設板部３１４の背面側面付近（本実施形態では若干離間した位置）に配置され
る。従って、被収容部材ＩＮＢは、延設板部３１２ｂ又は連設板部３１４の背面側側面か
ら収容凹部ＩＮＣの凹設底面（背面側に配置される側面）までに収まる前後寸法長さで形
成される。このように、被収容部材ＩＮＢの配設スペースを正面枠６０１４の背面側に配
置される内枠１２の内部にまで広げることにより、同じ寸法の被収容部材ＩＮＢであって
も、内枠１２の正面側に被収容部材ＩＮＢが配置される場合に比較して正面枠６０１４の
正面側に被収容部材ＩＮＢが張り出す長さを抑えることができる。これにより、遊技者に
圧迫感を与えることなく、大型の被収容部材ＩＮＢを配置することができる。
【０４７７】
　ここで、収容凹部ＩＮＣの前後方向寸法は、遊技機ごとにそれほど寸法設定の自由が無
い内枠１２の幅寸法（例えば、約４０ｍｍ～６０ｍｍ）以下に制限されるので、被収容部
材ＩＮＢの前後方向寸法を長くしたい場合（例えば、内枠１２の幅寸法よりも長くしたい
場合）、第１板部材３１０の延設板部３１２ｂ又は連設板部３１４の配置を正面側に寄せ
ることで対応することになる。この点において、本実施形態の構成は好適に作用する。
【０４７８】
　例えば、第１板部材３１０の延設板部３１２ｂ又は連設板部３１４の配置を正面側に寄
せることにより、流下装置６３００に形成される内部流路を正面側（遊技者に近接する側
）に配置することができる。これにより、遊技者に、より近い位置に配置された流路内で
球を流下させることができるので、流下する球を遊技者に視認させることによる演出効果
を高めることができる。
【０４７９】
　また、例えば、第１板部材３１０の延設板部３１２ｂ又は連設板部３１４の配置を正面
側に寄せることにより、流下装置６３００の内部流路への入口（上部開口）を、上皿１７
の正面側縁に近接配置させることができる。即ち、上皿１７へ球を供給する供給開口１７
ｇの反対側（上皿１７を挟んで前後反対側）に流下装置６３００の内部流路への入口が配
置されるので、供給開口１７ｇから上皿１７へ供給された球がそのまま（直通で）流下装
置６３００の内部流路に流入することを、防止し易くすることができる。この場合、上皿
１７の前後幅を十分に利用して多くの球を上皿１７に貯留することができる。
【０４８０】
　また、例えば、第１板部材３１０の延設板部３１２ｂ又は連設板部３１４の配置を正面
側に寄せることにより、本実施形態のように流下装置６３００の下端から排出された球が
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パチンコ機１０の下方に排出される箱（例えば、上述した千両箱）から球が溢れにくくす
ることができたり、パチンコ機１０の下方に排出された球を遊技者が手で直接受ける場合
に球をこぼさずに受け取り易くしたりすることができる。加えて、この受け取り易い位置
に上下方向の最短経路（水平方向の流路長さが短い経路）で球を流下させることができる
ので、流下装置６３００の内部流路に球が流入してからパチンコ機１０の下方に排出され
るまでの期間を短くすることができる。
【０４８１】
　従って、本実施形態によれば、流下装置６３００を正面側に寄せることにより、上述し
た効果を奏しながら、被収容部材ＩＮＢを収容する領域（例えば、第１板部材３１０の延
設板部３１２ｂ又は連設板部３１４の背面側であって、収容凹部ＩＮＣの正面側の領域）
を十分に確保することができる。
【０４８２】
　この場合において、被収容部材ＩＮＢがスピーカーなどの音響装置であれば、流下装置
６３００を正面側に寄せるほど被収容部材ＩＮＢの配置を正面側に寄せることができ、遊
技者に音声を届けやすくすることができるので、音響装置の演出効果を向上させることが
できる。
【０４８３】
　収容凹部ＩＮＣは、図４０に示すように、供給開口１７ｇよりも下側に配置される。即
ち、収容凹部ＩＮＣは、供給開口１７ｇを挟んで遊技盤１３の上下方向反対側（本実施形
態では下側）に配置される。また、収容凹部ＩＮＣは、制御基板ユニット９１の正面側に
配置される。次いで、収容凹部ＩＮＣ及び被収容部材ＩＮＢの配置により生じる効果につ
いて説明する。
【０４８４】
　図４１（ａ）及び図４１（ｂ）は、パチンコ機６０１０の上面図である。なお、図４１
（ａ）では、正面枠６０１４が外枠１１に対して閉鎖された状態が図示され、図４１（ｂ
）では、正面枠６０１４が外枠１１に対して、内枠１２（例えば、内枠１２に固定された
遊技盤１３）を対象とした作業を作業者が行うことが可能な程度に開放された状態が図示
される。
【０４８５】
　図４１（ａ）及び図４１（ｂ）に示すように、被収容部材ＩＮＢは、左右方向において
、ヒンジ１９が取り付けられる開閉軸に近接する側（左端位置付近）に配置される。その
ため、正面枠６０１４を開放した場合であっても（図４１（ｂ）参照）、被収容部材ＩＮ
Ｂの移動量が最小に抑えられると共に、作業者が内枠１２を対象とした作業（例えば、発
射装置の球詰まりを解消する作業や、エラーなどで大当たり中に誤って払い出されなかっ
た賞球の補填として入賞口に手で球を入れる作業など）をするために進入する側（開閉軸
の反対側）の空間を十分に空けることができる。従って、被収容部材ＩＮＢが作業者の作
業の邪魔となることを防止することができ、作業時間を短縮することができる。営業時間
内で作業者が作業を行う場合、その作業時間外において遊技者が遊技を行うことになるの
で、作業者の作業時間を短縮することにより、結果的に、遊技者の遊技時間を確保するこ
とができる。
【０４８６】
　同時に、作業者が進入する側の反対側に被収容部材ＩＮＢを配置することにより、作業
者が内枠１２を対象とした作業中に誤って被収容部材ＩＮＢに触れてしまい、それが原因
で被収容部材ＩＮＢが故障することを防止することができる。
【０４８７】
　加えて、例えば、被収容部材ＩＮＢが音響装置である場合、制御基板ユニット９０と被
収容部材ＩＮＢ（外枠１１の背面側部分と正面枠６０１４の背面側部分）とを配線等によ
り電気的に接続する必要があるところ、配線は、作業者が誤った処理を行うことで生じる
断線のおそれを低くできることや、正面枠６０１４の開閉時の変形量を小さくすることで
耐久性を向上できるという観点から、開閉軸側を経由させて這わせるのが望ましい。本実
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施形態では、被収容部材ＩＮＢが開閉軸付近に配置されるので、開閉軸から遠く離れた位
置に配置される場合に比較して、開閉軸まで延ばす配線の長さを短くすることができる。
これにより、必要となる配線長さを短くすることができ、銅線などを使用する配線にかか
る材料コストを低減することができる。
【０４８８】
　また、同じ大きさの被収容部材ＩＮＢを配設するのであれば、開閉軸付近において被収
容部材ＩＮＢを配置する方が、開閉軸から遠い位置に配置する場合に比較して、被収容部
材ＩＮＢの変位量を小さくすることができるので、収容凹部ＩＮＣの形成範囲を狭めるこ
とができる。従って、パチンコ機１０のように、外形の大きさが規格化され、内部空間が
限られている機械において、収容凹部ＩＮＣの形成範囲を狭めつつ、被収容部材ＩＮＢの
大型化を最大限図ることができる。
【０４８９】
　図４１に示すように、被収容部材ＩＮＢは開閉軸付近に配置されると共に、被収容部材
ＩＮＢが遊技盤１３や払出装置１３３よりも下方において内枠１２と正面枠６０１４とを
連通する領域に配置されることから（図４０参照）、開閉軸付近において無理やり隙間を
作り、その隙間にピアノ線等を通して、そのピアノ線等を遊技領域や払い出し装置１３３
に到達させて、不正な利益を得ようとする不正行為を予防することができる。以下、これ
について説明する。
【０４９０】
　このような不正行為を行う不正行為者は、例えば、下側のヒンジ１９付近において正面
枠６０１４と外枠１１との間の隙間を広げる方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）の負荷を加え、無理
やり隙間を作り、その隙間にピアノ線を通し、パチンコ機６０１０の内部にピアノ線を進
入させる（例えば、図４０の矢印ＦＩＮ参照）。
【０４９１】
　そして、例えば、ピアノ線の先端を遊技領域に案内し、ピアノ線を介して、第２入球口
６４０に付随する電動役物６４０ａを開放する側に力をかけ、不正に第２入球口６４０に
球が入り易い状態を維持させたり、第１特定入賞口６５ａを開閉する開閉板を開閉する側
に力をかけ、不正に第１特定入賞口６５ａに球が入り易い状態を維持させたりして、不正
の賞球を獲得しようとする。
【０４９２】
　また、例えば、ピアノ線の先端を払出装置１３３の内部に案内し、払出装置１３３の内
部機構を不正に操作して、不正の出玉を獲得しようとする。
【０４９３】
　これに対し、本実施形態によれば、被収容部材ＩＮＢが、下側のヒンジ１９付近におい
て、正面枠６０１４の背面側から内枠１２の内部へ張り出して配設される。そのため、不
正行為者が、正面枠６０１４と内枠１２との間においてピアノ線を進入させる経路を被収
容部材ＩＮＢにより埋めることができるので、ビアノ線の侵入を防止することができる。
【０４９４】
　加えて、被収容部材ＩＮＢは開閉軸付近に配置されることから、正面枠６０１４の回転
に伴う被収容部材ＩＮＢの移動量が低減される。そのため、無理に負荷をかけられること
により、内枠１２と正面枠６０１４との間に隙間が生じた場合であっても、被収容部材Ｉ
ＮＢが、依然として内枠１２と正面枠６０１４とを連通する領域を埋める位置に配置され
ており（図４１（ｂ）参照）、内枠１２と正面枠６０１４との間に下側のヒンジ１９付近
において生じる隙間からのピアノ線の進入を防止することができる。
【０４９５】
　なお、図４０の矢印ＦＩＮは、ピアノ線の進入経路の一例を示すものであり、その進入
経路は種々の態様が例示される。例えば、正面枠６０１４の背面側伝いにピアノ線の先端
を上昇させ遊技盤１３の正面側を目指す進入経路が考えられる。この場合、正面枠６０１
４の背面側において正面枠６０１４に近接する範囲がピアノ線の経路となるので、正面枠
６０１４の背面側において正面枠６０１４に近接する範囲の空間を埋めることが望ましい
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。これに対し、本実施形態によれば、被収容部材ＩＮＢが正面枠６０１４の内部から、背
面側へ突出する態様で配置されるので、正面枠６０１４の開閉の度合いに因らず、正面枠
６０１４の背面側において正面枠６０１４に近接する範囲を被収容部材ＩＮＢにより埋め
ることができる。従って、被収容部材ＩＮＢにより、ピアノ線の進入を防止することがで
きる。
【０４９６】
　また、開閉軸の径方向外側における収容凹部ＩＮＣの右側側壁ＩＮＣＲの形状（矢印Ｒ
側の側面の形状）は、被収容部材ＩＮＢの移動軌跡を通る円弧であって、ヒンジ１９に形
成される開閉軸を中心軸とした円弧の内で最大径の円弧よりも、若干大きな円弧に沿った
形状とされる。そのため、正面枠６０１４が開閉する際、被収容部材ＩＮＢは右側側壁Ｉ
ＮＣＲと若干の寸法を空けた（例えば、１ｍｍ程度空けた）状態を維持しながら、右側側
壁ＩＮＣＲと対向配置される。
【０４９７】
　従って、正面枠６０１４が閉鎖された状態（図４１（ａ））において、右側側壁ＩＮＣ
Ｒと被収容部材ＩＮＢとの間に形成される隙間に不正基板を隠された場合であっても、ホ
ール店員などが正面枠６０１４を開閉動作した際に、被収容部材ＩＮＢが不正基板に当接
する（衝突する）ことになるので、困難無く不正基板の存在に気付くことができる。その
ため、不正を見つけやすくすることができる。
【０４９８】
　なお、被収容部材ＩＮＢと右側側壁ＩＮＣＲとの間の寸法を微少な長さ（例えば、０．
１ｍｍ）とすることで、正面枠６０１４の開閉動作時に、被収容部材ＩＮＢと右側側壁Ｉ
ＮＣＲとの位置関係を利用して、正面枠６０１４と内枠１２との位置合わせを行うことが
できる。
【０４９９】
　なお、被収容部材ＩＮＢの水平方向側面の上端部から壁が延設されることにより、上方
に開口した容器上（例えば、カップ形状）に被収容部材ＩＮＢの上面側が形成されても良
い。この場合、正面枠６０１４を開放した状態（図４１（ｂ）参照）において（本実施形
態では、この状態において、被収容部材ＩＮＢの背面側先端部が収容凹部ＩＮＣの内部に
配置される。即ち、被収容部材ＩＮＢにより、正面枠６０１４と、外枠１１とが上面視で
連結される。そのような状態において）、被収容部材ＩＮＢの上面に球が落下した場合で
あっても、その球を被収容部材ＩＮＢの上面に留めることができるので、開閉軸付近にお
いてこぼれた球がパチンコ機６０１０の下方に落ちることを防止することができる。これ
により、球こぼれにより作業者の作業が長期化することを防止することができる。
【０５００】
　また、被収容部材ＩＮＢの上面は、柔軟な部材から形成されても良い。この場合、被収
容部材ＩＮＢの上面に落下した球の跳ね返り高さを低くすることができるので、球を被収
容部材ＩＮＢの上面に留め易くすることができる。
【０５０１】
　なお、本実施形態では、被収容部材ＩＮＢが開閉軸付近、即ち、球発射ユニット１１２
ａよりも開閉軸側に配置されることから、球発射ユニット１１２ａから発射された球の内
、発射強度が不十分で遊技領域に入らなかった球（所謂、「ファール球」）を被収容部材
ＩＮＢで受けとめることができる。
【０５０２】
　一方で、被収容部材ＩＮＢが球発射ユニット１１２ａを基準として開閉軸から離れた側
（右側）に配置されても良い。この場合、「ファール球」が被収容部材ＩＮＢと衝突する
ことを防止することができる。
【０５０３】
　以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。
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【０５０４】
　上記各実施形態において、一の実施形態における構成の一部または全部を、他の実施形
態における構成の一部または全部の構成と組み合わせて或いは置き換えて、別の実施形態
としても良い。
【０５０５】
　上記各実施形態では、球被覆面１７ａ２が上皿１７の内面の外方に配設される場合につ
いて説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、球被覆面１７ａ２が上
皿１７の内面の内方へ張り出し可能な可動板から形成され、その張り出した部分の上面が
正面視で右側へ向かうにつれて下降傾斜する形状から形成されても良い。この場合、上皿
１７の上方から供給された球の内、張り出した球被覆面１７ａ２に着地した球は、球被覆
面１７ａ２の上面の傾斜に沿って正面視右方へ流される。これにより、球被覆面１７ａ２
の上方から落下した球が解除部材３４０の背面側に着地することを抑制することができ、
その球の上皿１７の底面への着地位置を、解除部材３４０の配置位置よりも下流側にする
ことができる。従って、例えば、遊技者が手づかみで上皿１７に球を供給した場合、その
供給された球が解除部材３４０の背面側に着地し、解除部材に負荷を与える可能性を低減
することができる。なお、可動板で形成する場合に限られるものでは無く、球被覆面１７
ａ２が上皿１７の内面の内方へ張り出した固定板により形成されても良い。
【０５０６】
　この場合において、例えば、内方へ張り出される球被覆面１７ａ２の下面と、上皿１７
の上面との間隔が、球の直径よりも若干長い寸法で設定されても良い。この場合、球被覆
面１７ａ２の下側に球が侵入する際に、球の積層を解除することができる。そのため、球
被覆面１７ａ２の下側に球が縦に積まれた（積層された）状態で侵入することを防止する
ことができる。これにより、解除部材３４０に向かう球が縦に積層していることにより解
除部材３４０に到達できないという不具合を防止することができる。
【０５０７】
　上記各実施形態では、下皿１５に球を供給する供給開口１５ｂが配設され、その供給開
口１５ｂを通って分岐流路から球が下皿１５に供給される場合について説明したが、必ず
しもこれに限られるものではない。例えば、下皿１５への球の供給を流下装置３００から
の供給で行い、供給開口１５ｂ、分岐流路の形成を省略しても良い。この場合、分岐流路
および供給開口１５ｂが配設されていたスペースを他の用途に利用することができる。例
えば、大型のスピーカーボックス等を配設するスペースとして利用することができる。
【０５０８】
　上記各実施形態では、解除部材３４０の状態変化が、球からの負荷により自動で生じる
場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、遊技者が操作部を操
作することに伴い、解除部材３４０の状態が変化するようにしても良い。
【０５０９】
　例えば、手動操作部がバネ弾性力により初期位置へ向けて付勢され遊技者の操作がその
付勢の方向と逆方向に行われる場合において、手動操作部を操作していない時には球が解
除部材３４０に到達することが規制される一方で、手動操作部を操作した時には、手動操
作部の上流側に球が配置されていれば、その球が解除部材３４０に到達（流入）するよう
にしても良い。この場合、手動操作部を遊技者が操作したとしても、手動操作部の上流側
に球が配置されていなければ、球は解除部材３４０に到達（流入）しないので、操作解除
により元の状態に戻すことができる。
【０５１０】
　加えて、手動操作部の操作を解除することにより、初期位置に復帰した手動操作部が球
を押し出し、その押し出し負荷が解除部材３４０に与えられ、解除部材３４０が変位する
位置関係で、手動操作部が配設されても良い。この場合、上皿１７に貯留される球の状態
（個数）によって、手動操作部の操作により上皿１７から球が排出される場合と、排出が
規制される場合とを形成することができる。
【０５１１】
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　上記各実施形態では、供給開口１７ｇは、前後方向に開口され、上面視において解除部
材３４０よりも左方（上流側の一部）に配設されると共に、供給開口１７ｇが排出方向Ｎ
１に沿って排出される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものでは無い。例えば
、供給開口１７ｇが上面視において解除部材３４０の右方（下流側）に配設されても良い
し、供給開口１７ｇが正面視で解除部材３４０と左右方向で一致する位置に配設され、供
給開口１７ｇから排出される球が上皿１７の下流側（球発射ユニット１１２ａ側）に斜め
に排出されても良い。この場合、供給開口１７ｇから排出された球は解除部材３４０に近
接することなく上皿１７を流下するので、供給開口１７ｇから排出された球が勢い良く解
除部材３４０に衝突することを防止することができる。なお、供給開口１７ｇの位置と、
球の排出方向の向きとは、このほかにも様々な組み合わせが許容される。
【０５１２】
　上記各実施形態では、傾倒部材３３０の本体枠３３１ａの下端部と第１板部材３１０の
天板部３１２ａの抵抗凹設部３１２ａ１との当接による摩擦抵抗が、傾倒部材３３０の動
作方向に因らず生じる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものでは無い。例えば
、天板部３１２ａの上面から一部が張り出す態様で動作方向により動作抵抗が変化する装
置（例えば、ラチェットやワンウェイギアを利用した装置）を配設しても良い。その装置
を、傾倒部材３３０の傾倒時には傾倒部材３３０に与える抵抗が小さく、傾倒部材３３０
の復帰動作時には傾倒部材３３０に与える抵抗が大きくなる態様（向き）で、傾倒部材３
３０と当接可能に配設することで、傾倒時は傾倒部材３３０の動作をスムーズにしながら
、復帰動作時には傾倒部材３３０の動作を緩慢にすることができる。
【０５１３】
　また、傾倒部材３３０を付勢するダンパを配設しても良い。このとき、傾倒時（高速動
作時）に生じる抵抗は小さく、復帰動作時（低速動作時）に生じる抵抗は大きくなる構造
のダンパを傾倒部材３３０及び第１板部材３１０と連結し、ダンパから生じる抵抗を傾倒
部材３３０の動作抵抗としてかけることにより、傾倒時は傾倒部材３３０の動作をスムー
ズにしながら、復帰動作時には傾倒部材３３０の動作を緩慢にすることができる。
【０５１４】
　また、抵抗凹設部３１２ａ１に当接する傾倒部材３３０の本体枠３３１ａの下端部分が
、出没動作可能な可動部として傾倒部材３３０に配設されても良い。即ち、突出状態では
、抵抗凹設部３１２ａ１と当接する一方、没入状態では、抵抗凹設部３１２ａ１から間隔
を空ける可動部として傾倒部材３３０に配設されても良い。この場合、その可動部が、規
定個数以上の球が傾倒部材３３０に乗っている時に突出し、それ以外の場合に没入する構
成とすることで、傾倒部材３３０の傾倒時には抵抗凹設部３１２ａ１との間で摩擦を生じ
させ、復帰時（傾倒部材３３０の上面から球が流下した後）には、抵抗凹設部３１２ａ１
との間で摩擦を生じないものとすることができる。
【０５１５】
　この場合において、球が軸棒部３３２の軸方向のどの位置に配置されるかにより、可動
部の出没の態様が変化するように構成しても良い。これにより、例えば、傾倒部材３３０
の傾倒開始時に傾倒部材３３０の上面に乗っている球の配置により、抵抗凹設部３１２ａ
１と傾倒部材３３０との間で生じる摩擦力の大きさを変化させることができる。
【０５１６】
　また、抵抗凹設部３１２ａ１と当接可能とされる可動部の出没は、傾倒部材３３０に乗
る球により行われる場合に限られない。例えば、傾倒部材３３０の周囲で可動とされる可
動部（例えば、第２実施形態における移動部材２３５０）の状態の違いにより、抵抗凹設
部３１２ａ１と当接可能とされる可動部の出没動作がおこなわれるものとしても良い。
【０５１７】
　上記各実施形態では、上皿１７の底板の上端位置付近（左端付近）に配置された球が開
口部１７ａを通して上皿１７の外部に排出される場合について説明したが、必ずしもこれ
に限られるものでは無い。例えば、上皿１７の左端付近（供給開口１７ｇよりも左方）に
縦長の凹み（中皿）を設けて、その凹みの下端に傾倒部材３３０と同様の機構が配設され
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ることで、凹みに所定個数以上の球が貯留される度に球が排出される構造としても良い。
この場合、凹みに、上皿１７の上面視の広さに限定されることなく球を貯留させることが
でき（球を縦に積むことができ）、傾倒部材３３０の動作により多くの球を排出すること
ができる。
【０５１８】
　上記各実施形態では、傾倒部材３３０の背面側端部において湾曲部３３１ｄが傾倒部材
３３０の軸方向に亘って形成され、傾倒部材３３０が回転することにより上端位置が上昇
する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものでは無い。例えば、湾曲部３
３１ｄが傾倒部材３３０の軸方向に沿った一部の領域（例えば、一方の軸側の領域）にの
み配置され、その他の領域は軸側に若干窪む構成とされ、傾倒部材３３０の傾倒により、
一部の領域は上昇する一方で、その他の領域の上端位置は維持される（上昇しない）よう
にしても良い。この場合、傾倒部材３３０の傾倒時に、一部の領域から傾倒部材３３０の
上面に球が流入することを防止できると共に、その他の領域からは傾倒部材３３０の上面
に球が流入することを許容することができる。
【０５１９】
　これにより、傾倒部材３３０の背面側からの球の流入の度合い（傾倒部材３３０の傾倒
時に球を流入させるか否か）を設定することができる。例えば、一部の領域を極めて狭く
し、傾倒部材３３０の背面側の部分のほとんどを、その他の領域（上端位置が上昇しない
領域）として形成する場合、傾倒部材３３０の傾倒時において橋渡し球貯留領域１７ｅに
貯留されていた球もまとめて傾倒部材３３０の上面に流入させることができる。従って、
傾倒部材３３０が一回傾倒する際に流下させる球の個数を、橋渡し球貯留領域１７ｅに貯
留される球の個数分増加させることができる。
【０５２０】
　上記各実施形態では、傾倒部材３３０の傾倒前の状態において、傾倒部材３３０の上面
に乗った球の一部が解除部材３４０と当接可能な場合について説明したが、必ずしもこれ
に限られるものでは無い。例えば、球被覆面１７ａ２の下方かつ傾倒前の傾倒部材３３０
の上方の位置に配設される仕切板により、隙間が球の直径未満とされても良い。この場合
、傾倒部材３３０の傾倒前の状態において球被覆面１７ａ２の下方を球が通過することを
仕切板により防止することができるので、傾倒部材３３０の傾倒前の状態において球が解
除部材３４０と当接することを防止することができる。従って、解除部材３４０が球の衝
突で回転することを防止できるので、純粋に、傾倒部材３３０に乗る球の重さにより傾倒
部材３３０が傾倒するか、否かを規定することができる。
【０５２１】
　上記各実施形態では、傾倒部材３３０が傾倒する前の状態において、解除部材３４０に
負荷を与える球が７５個貯留されていないと、解除部材３４０が回転開始しない角度（水
平面に対して１度程度）で傾倒部材３３０の上面が形成される場合について説明したが、
必ずしもこれに限られるものではない。例えば、水平面に対する、傾倒部材３３０の上面
の傾倒前の前後方向に向いた角度が１５度程度に設定されても良い。この場合、解除部材
３４０に負荷を与える球を６個程度貯留させることにより、解除部材３４０を回転開始さ
せることができる。
【０５２２】
　上記各実施形態では、傾倒部材３３０が許容状態と規制状態とで状態が変化する際に、
傾倒部材３３０の上面の傾斜角度が変化する場合（規制状態では１°で、許容状態では１
５°である場合）について説明したが、必ずしもこれに限られるものでは無い。例えば、
傾倒部材３３０の状態変化時に、傾倒部材３３０が、傾倒動作と共に、上下方向にスライ
ド動作を行う態様とされ（例えば、軸棒部３３２を上下に移動可能な態様で支持するよう
に、第２支持凹部１７ｃが変位可能な部分として構成され）、そのスライド方向の移動量
により、傾倒部材３３０と解除部材３４０との間に球の直径より大きな間隔を形成するも
のとしても良い。この場合、規制状態において、許容状態よりも、水平面に対する傾斜角
度が小さくされても良いし、規制状態と許容状態とで水平面に対する傾斜角度が同じとさ
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れても良い。
【０５２３】
　上記各実施形態では、球の払い出しが行われる際に、払出モータ２１６が一定速度で動
作する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものでは無い。例えば、払い出
しの速度を、現状のラウンド数（第１特定入賞口６５ａの開閉動作が何回行われたか）に
因り変化させても良い。
【０５２４】
　例えば、奇数ラウンドでは、払出モータ２１６が毎秒１個の払出速度で動作し、偶数ラ
ウンドでは、払出モータ２１６が毎秒１０個の払出速度で動作する態様としても良い。こ
の場合、奇数ラウンドの払い出し時に比較して、偶数ラウンドの払い出し時の方が、傾倒
部材３３０に球が貯まる速度が速くされると共に、傾倒部材３３０の傾倒動作の頻度が高
くなる。即ち、どのラウンドの払い出しなのかによって、傾倒部材３３０が傾倒動作する
頻度を変化させることができ、流下装置３００の内部流路を球が流下する頻度を変化させ
ることができる。
【０５２５】
　上記第２実施形態では、解除部材３４０の回転を規制板２３５３で規制することにより
球の排出を防止可能な場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。
例えば、解除部材３４０の回転は許容しながら、規制板が傾倒部材３３０を下支えする態
様で挿入されることで傾倒部材３３０の回転を規制するようにしても良い。
【０５２６】
　また、上皿２０１７の正面側内面に沿ってスライド可能な仕切板が配設され、その仕切
板を球案内天面１７ａ１の背面側から球被覆面１７ａ２の背面側へスライド移動させるこ
とにより、球と解除部材３４０との間を仕切板で遮蔽するようにしても良い。この場合、
球が解除部材３４０に当接することを防止できるので、解除部材３４０に負荷がかけられ
ることを回避することができる。
【０５２７】
　上記第２実施形態では、開口部１７ａの球が通過可能な領域の大きさを変化させること
で、開口部１７ａから排出される球の個数を変化させる場合について説明したが、必ずし
もこれに限られるものではない。例えば、解除部材３４０に負荷を与える球の位置を、傾
倒部材３３０の幅方向で変化可能としても良い。即ち、解除部材３４０の当接板部３４２
が傾倒部材３３０の幅方向全領域に配置され、解除部材３４０に球を案内可能な球被覆面
１７ａ２に対応する部分（球案内開口）が傾倒部材３３０の幅方向に移動可能に構成して
も良い。この場合、第２実施形態のように傾倒部材３３０の上流側端部に配置される球が
解除部材３４０に当接する場合に比較して、傾倒部材３３０の下流側端部に配置される球
が解除部材３４０に当接して解除部材を回転させる場合（このとき、後追い球貯留領域１
７ｆに球が満たされる前に解除部材３４０を回転させるのに十分な負荷が解除部材３４０
に生じる）の方が、傾倒部材３３０が回転することに伴いまとまって排出される球の個数
を少なくすることができる。これにより、遊技者は、遊技状態に応じて球の排出個数を調
整することができる。
【０５２８】
　一方で、傾倒部材３３０が回転し球が排出された時、上皿２０１７に残留される球は、
発射球貯留領域１７ｄ及び橋渡し球貯留領域１７ｅに配置される球であり、解除部材３４
０に当接する球の位置によらず同じとされる。従って、傾倒部材３３０の回転によりまと
まって排出される球の個数を変化させながら、排出後に上皿２０１７に残留する球の個数
が変化することを防止することができる。これにより、流下装置３００を利用した球の排
出演出の演出効果を遊技者に選択させながら、その選択によらず、上皿２０１７に残る球
が過度に減少することを防止することができる。
【０５２９】
　上記第２実施形態では、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２を背面側位置に配
置することにより、第１遮蔽板２３５１及び第２遮蔽板２３５２で傾倒部材３３０の上面
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を部分的に覆う場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば
、傾倒部材３３０の全範囲を遮蔽板２３５１，２３５２で覆うように構成しても良い。こ
の場合、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態となっても遮蔽板２３５１，２３
５２の上に球を留めておくことができるので、開口部１７ａからの球の排出を防止するこ
とができる。
【０５３０】
　上記第２実施形態では、傾倒部材３３０の上方に貯留される球を排出する際、開口部１
７ａの一部の範囲から球が排出されることを防止することにより球の排出態様を変化させ
る場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、発射球貯留
領域１７ｄの上面の内、開口部１７ａの下流側（正面視右側）に隣り合う部分に、前後方
向に延びる軸を中心として開口部１７ａ側に傾倒する態様で状態変化可能な可動床を配設
しても良い。この場合、可動床の傾倒角度により、可動床に乗る球が開口部１７ａを通し
て排出されるか否かを切り替えることができる。即ち、第２実施形態と同様に可動床が開
口部１７ａから遠ざかるほど下降傾斜する状態では、傾倒部材３３０が回転し球が排出さ
れ始めたとしても可動床の上面に配置される球が開口部１７ａに流入することは無いが、
一方で、可動床が開口部１７ａへ向けて下降傾斜する状態では、傾倒部材３３０が回転し
球が排出され始めることに伴い可動床の上面に配置される球が開口部１７ａに流入するの
で、可動床付近において開口部１７ａを通過する球の個数（密度）が増加する。従って、
傾倒部材３３０の下流側（正面視右側）に配置される可動床の状態により、傾倒部材３３
０が回転することに伴い排出される球の流下態様を変化させることができる。
【０５３１】
　なお、可動床は、傾倒部材３３０の下流側に配設するものに限られない。例えば、傾倒
部材３３０の上流側である後追い球貯留領域１７ｆに可動床が配設されても良い。この場
合、可動床の傾斜角度により、後追い球貯留領域１７ｆに貯留された球から傾倒部材３３
０の上面に配置された球へ与える負荷の大きさを変化させることができるので、傾倒部材
３３０及び解除部材３４０が許容状態となる時に後追い球貯留領域１７ｆに貯留される球
の個数を変化させることができる。
【０５３２】
　上記第２実施形態では、上皿２０１７に貯留される球の個数が所定個数（例えば、ＭＡ
Ｘ個）となることにより、傾倒部材３３０及び解除部材３４０が許容状態に状態変化し上
皿２０１７から球が排出される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるもので
はない。例えば、球の排出の開始は、球抜きレバー５２を操作して下皿１５から球を排出
するのと同じように、上皿２０１７に配設される球抜きレバーを遊技者が操作することに
より開口部１７ａを通して球が上皿２０１７から排出されるようにしても良い。この場合
、遮蔽板２３５１，２３５２の配置により開口部１７ａの開口広さを変化させることがで
きるので、球抜きレバーの動作量を調整しなくとも（二値的な開閉動作をするだけで）、
球の排出流量を変化させることができる。
【０５３３】
　上記第２実施形態では、順序規定装置４００を配設し、傾倒部材３００と解除部材３４
０との動作順序を規定することで、傾倒部材３３０の復帰動作時に解除部材３４０との間
で生じる摩擦が解消される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではな
い。例えば、傾倒部材３３０又は解除部材３４０の少なくとも一方の形状を変化させるこ
とにより、当接時の摩擦を低減するようにしても良い。
【０５３４】
　この場合において、例えば、解除部材３４０の係合凸部３４５と同じ役割の部材であっ
て、前後および上下方向に沿った方向にスライド移動可能な態様で段違い板部３４４に支
持されるスライド係合部材を備え、そのスライド係合部材は、傾倒部材３３０が上から当
たる（スライド係合部材にのしかかる態様で当接する）場合には段違い板部３４４に対し
て固定される一方、傾倒部材３３０が下から当たる（スライド係合部材を押し上げる態様
で当接する）場合には段違い板部３４４に対して滑らかに移動可能な態様で、案内支持さ
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れても良い（例えば、軸棒部３４１の軸方向視で軸棒部３４１に近づくほど当接板部３４
２から離間する方向に傾斜する案内溝にスライド係合部材が支持され、軸棒部３４１から
径方向に最も離れた位置にスライド係合部材が配置された状態で規制状態を形成する（解
除部材３４０に固定される）態様）。これによれば、傾倒部材３３０がスライド係合部材
に当接する方向が下向きである場合に比較して、上向きである場合の方が、スライド係合
部材の段違い板部３４４に対する動作抵抗（摩擦抵抗）を小さくすることができるので、
解除部材３４０から傾倒部材３３０に与えられる負荷により生じる摩擦抵抗により傾倒部
材３３０が復帰途中で止まるという不具合を解消することができる。
【０５３５】
　また、例えば、解除部材３４０が軸棒部３４１の軸方向に若干移動可能とされ、バネで
軸方向の一端側に支持される場合において、解除部材３４０の傾倒部材３３０と当接する
解除部材側当接部の一個あたりが軸方向の移動距離よりも短い幅で形成され、解除部材側
当接部の下端面は軸方向に沿って一端側から他端側へ向かうにつれて下降傾斜する一方で
、上端面は軸径方向に凹設される形状とされ、傾倒部材３３０の一部であって解除部材３
４０と当接する傾倒部材側当接部は、軸方向で解除部材側当接部と対応する位置に配設さ
れると共に、解除部材側当接部と同程度の幅で形成されるようにしても良い。この場合、
傾倒部材３３０が解除部材３４０に下側から当接する場合（傾倒部材３３０の復帰時）に
は、解除部材側当接部の下端面の傾斜により解除部材３４０が軸方向他端側に移動し押し
のけられることで、解除部材３４０を回転させることなく傾倒部材３３０を復帰させるこ
とができ、傾倒部材３３０の復帰後は、バネにより解除部材３４０を軸方向一端側へ戻す
ことで傾倒部材３３０及び解除部材３４０の当接部同士の軸方向位置を戻すことができる
。一方で、傾倒部材３３０が解除部材３４０に上側から当接する場合（傾倒部材３３０の
傾倒時）には、解除部材側当接部の上端面の凹設部分に傾倒部材側当接部が入ることによ
り解除部材３４０を回転させながら（解除部材３４０から回転方向の負荷を受けながら）
傾倒部材３３０を回転させる態様とすることができる。従って、解除部材３４０の回転方
向の負荷により傾倒部材３３０の傾倒開始に必要な球の個数を多くしながら、傾倒部材３
３０の復帰時に解除部材３４０から傾倒部材３３０に与えられる負荷により生じる摩擦抵
抗により傾倒部材３３０が復帰途中で止まるという不具合を解消することができる。
【０５３６】
　また、例えば、傾倒部材３３０の係合部３３３ｂと同様の角度で傾倒部材３３０の先端
部から出没する出没板が傾倒部材に配設され、その出没板は、傾倒部材３３０の下流側（
１列目）に球が配置されることで突出状態（解除部材３４０の係合凸部３４５と当接する
状態）とされ、傾倒部材３３０の傾倒時に１列目の球が無くなることにより没入状態（解
除部材３４０の係合凸部３４５と当接しない状態）とされるように構成しても良い（例え
ば、傾倒部材３３０の復帰前の状態において鉛直方向を向く軸棒で軸支される板部材が傾
倒部材３３０に軸支され、傾倒部材３３０の傾倒時には軸方向が水平方向成分を含むこと
から、重心の位置が軸に対して出没板を没入させる位置に配置される構成としても良い）
。この場合、傾倒部材３３０が傾倒した後で球が流れ落ちることに伴い、傾倒部材３３０
が復帰する前に出没板が没入状態となるので、解除部材３４０から傾倒部材３３０が負荷
を受ける事態を回避することができる。一方で、傾倒部材３３０が起き上がり球が貯まっ
ていくと（下流側一列目に球が貯まると）出没板は解除部材３４０と当接する位置まで張
り出すので、傾倒部材３３０を傾倒開始させるために必要な球の個数を解除部材３４０の
負荷により増大させることができる。従って、解除部材３４０の回転方向の負荷により傾
倒部材３３０の傾倒開始に必要な球の個数を多くしながら、傾倒部材３３０の復帰時に解
除部材３４０から傾倒部材３３０に与えられる負荷により生じる摩擦抵抗により傾倒部材
３３０が復帰途中で止まるという不具合を解消することができる。
【０５３７】
　上記第２実施形態では、順序規定装置４００により、傾倒部材３３０の復帰が完了して
から解除部材３４０が傾倒部材３３０に近接する側に回転を開始するように動作順序が規
定される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、解除
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部材３４０の復帰が完了してから傾倒部材３３０の復帰が開始するように、順序規定装置
４００が構成されても良い（各固着部材４１０，４２０の配設角度の変更により構成する
ことができる）。この場合、解除部材３４０が復帰を完了する前（例えば、流下する球に
衝突し、復帰しきらない状態）では、傾倒部材３３０が傾倒した姿勢を維持するので、開
口部１７ａからの球の排出期間を確保することができる。
【０５３８】
　上記第２実施形態では、移動部材２３５０の規制板２３５３により解除部材３４０の回
転を規制し、球の排出を規制する場合について説明したが、必ずしもこれに限られるもの
ではない。例えば、移動部材２３５０の配置を背面側寄りに変えることにより、傾倒部材
３３０の傾倒時の傾斜角度を変更可能に構成しても良い。この場合、移動部材２３５０の
配置を変えることにより、傾倒部材３３０の上面を流下する球の流下速度を変化させるこ
とができ、それに伴い、開口部１７ａを通過する球の流量を変化させることができる。
【０５３９】
　例えば、各遮蔽板２３５１，２３５２が正面側位置に配置された場合よりも、背面側位
置に配置された場合に、規制板２３５３を適した配置にすることで、傾倒部材３３０の傾
倒時の傾斜角度を大きくする態様で構成することにより、各遮蔽板２３５１，２３５２が
背面側に配置された状態における傾倒部材３３０の上面を流下して開口部１７ａから排出
される球の排出流量が過度に小さくなることを防止することができる。
【０５４０】
　上記第２実施形態では、各遮蔽板２３５１，２３５２が正面側から背面側へ向けてスラ
イド動作する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、部材の
スライドする方向は、自由に設定することが可能であって、その移動態様も自由に設定す
ることが可能である。例えば、直線的にスライド移動するものでも良いし、鉛直方向を向
く回転軸を中心に回転動作するものでも良い。
【０５４１】
　上記第２実施形態では、各遮蔽板２３５１，２３５２が正面側に配置される場合に比較
して、各遮蔽板２３５１，２３５２が背面側に配置される場合の方が、開口部１７ａを通
して排出される球の配置が上皿２０１７の上流側（左側）に寄る場合について説明したが
、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、開口部１７ａの下流側に外れた位置（
右側、発射球貯留領域１７ｄの左端付近）に、各遮蔽板２３５１，２３５２が配設され、
その上面が左方へ向けて下降傾斜する態様とされても良い。この場合、各遮蔽板２３５１
，２３５２が正面側に配置される場合に開口部１７ａの下流側に外れた位置に貯留された
球は、傾倒部材３３０の状態によらず発射球貯留領域１７ｄの上面の傾斜に沿って発射供
給口１７ｋへ向けて流下する一方で、各遮蔽板２３５１，２３５２が背面側に配置される
場合に開口部１７ａの下流側に外れた位置に貯留された球は、傾倒部材３３０が傾倒する
ことに伴い、各遮蔽板２３５１，２３５２の上面の傾斜に沿って開口部１７ａへ向けて流
下する。即ち、各遮蔽板２３５１，２３５２が正面側に配置される場合に比較して、各遮
蔽板２３５１，２３５２が背面側に配置される場合の方が、開口部１７ａを通して排出さ
れる球の配置を上皿２０１７の下流側（右側）に寄せることができる。これにより、開口
部１７ａの下流側に外れた位置からも開口部１７ａを通る球を開口部１７ａに案内できる
ので、傾倒部材３３０が傾倒することに伴い、開口部１７ａを通して流下する球の個数を
増加させることができる（傾倒部材３３０の上面と、開口部１７ａの上流側に配置される
後追い球貯留領域１７ｆと、に貯留される球の上限個数以上の球を流下させることができ
る）。
【０５４２】
　上記第２実施形態では、球の直径（２×ｒａ）よりも若干長い幅で延設される延設溝２
０１７ｈが傾倒部材３３０の下流側に配設される場合について説明したが、必ずしもこれ
に限られるものではない。例えば、傾倒部材３３０の背面側（橋渡し球貯留領域１７ｅの
一部）に配設されても良い。この場合、傾倒部材３３０の上面で球の正面側への流下を規
制せずとも、延設溝２０１７ｈにより、橋渡し球貯留領域１７ｅに貯留された球が正面側
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へ流下することを規制することができる。また、延設溝２０１７ｈに貯留される球の個数
が一定個数を越えた後で延設溝２０１７ｈに球が到達した場合は、既に延設溝２０１７ｈ
に貯留されている球の上伝いに球を正面側へ流すことができる。
【０５４３】
　上記第３実施形態では、傾倒部材３３０が傾倒することにより棒状の昇降部材５１０が
上昇することにより、球の流下経路を規定する場合を説明したが、必ずしもこれに限られ
るものではない。例えば、傾倒部材３３０又は解除部材３４０の動作に伴い、リンクなど
の伝達機構で連動して上皿１７の内部に出没する出没部材により球の流下経路を規定して
も良い。
【０５４４】
　例えば、傾倒部材３３０が傾倒することに伴い後追い球貯留領域１７ｆと傾倒部材３３
０との境界面に沿って板状の出没部材が突出する態様とすると、傾倒部材３３０上に配置
されていた球が排出される時には後追い球貯留領域１７ｆに配置された球が傾倒部材３３
０に流入することが出没部材により規制され、傾倒部材３３０が再度起き上がり出没部材
が没入した後で、後追い球貯留領域１７ｆに配置されていた球が傾倒部材３３０上に流入
するようにすることができる。従って、傾倒部材３３０上に配置される球の排出タイミン
グと、後追い球貯留領域１７ｆに配置される球の排出タイミングとを分けることができる
ので、上皿１７の形状を変えることなく、一度の傾倒部材３３０の傾倒で排出される球の
個数を少なくすることができる。
【０５４５】
　また、出没部材は、橋渡し球貯留領域１７ｅと傾倒部材３３０との境界面に沿って突出
する態様で配置されても良い。この場合、傾倒部材３３０の傾倒時に橋渡し球貯留領域１
７ｅから傾倒部材３３０の上面へ球が流入することを防止することができる。
【０５４６】
　例えば、橋渡し球貯留領域１７ｅを構成する床部分であって、傾倒部材３３０に近接す
る部分である近接床部分が、上下に昇降可能な構成とされ、近接床部分は傾倒部材３３０
とリンクなどの伝達装置で連結され、傾倒部材３３０の傾倒動作に伴って近接床部分が昇
降動作する態様としても良い。このとき、傾倒部材３３０が傾倒動作することにより近接
床部分が傾倒部材３３０の上面から球の半径ｒａ以上の長さ下降する態様とすることで、
傾倒部材３３０の傾倒前においては、近接床部分と傾倒部材３３０の上面との高低差を抑
え、ある程度のバウンドや、貯留球同士の押し合いによる、橋渡し球貯留領域１７ｅから
傾倒部材３３０の上面への球の流入を可能としながら、傾倒部材３３０の傾倒後において
は、橋渡し球貯留領域１７ｅから傾倒部材３３０への球の流入を防止し易くすることがで
きる。なお、近接床部分の動作方向は、昇降動作に限るものでは無い。例えば、水平方向
にスライド移動する態様でも良い。
【０５４７】
　例えば、傾倒部材３３０が傾倒する前は傾倒部材３３０の上面を延設方向で半分に区切
る態様で傾倒部材３３０の上面から上方へ板状の出没部材が張り出され、その出没部材は
傾倒部材３３０が傾倒することに伴い傾倒部材３３０の上面から下方へ退避する態様とす
ると、傾倒部材３３０に球が貯留されていく途中は出没部材により球の流下経路を規定で
きる一方、傾倒部材３３０が傾倒され球が排出される時には、出没部材は退避し、球と当
たらないので、出没部材により球の流下抵抗が増加することを防止できる。
【０５４８】
　上記第４実施形態では、枠外延設部４３３７が湾曲部３３１ｄに沿って延設される場合
を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、枠外延設部４３３７が軸
棒部３３２の軸方向に沿って延設される態様でも良い。この場合、橋渡し球貯留領域１７
ｅの左右方向に対する傾斜との関係により、湾曲部３３１ｄの最上端部と橋渡し球貯留領
域１７ｅの上面との間の高さ方向距離の方が、枠外延設部４３３７の最上端部と橋渡し球
貯留領域１７ｅの上面との間の高さ方向距離よりも長くなる。これにより、傾倒部材４３
３０の傾倒時において、湾曲部３３１ｄを越えて正面側に球が流入する場合に比較して、
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枠外延設部４３３７を越えて正面側に球が流入する場合の方が、小さな負荷で球が流入す
る態様とすることができる。
【０５４９】
　上記第６実施形態では、正面枠６０１４を閉鎖した状態から、正面枠６０１４を開放す
るにつれて、開閉軸に近接する側において回転方向で互いに対向配置される被収容部材Ｉ
ＮＢ及び収容凹部ＩＮＣの側面の離間幅が大きくなる場合を説明したが、必ずしもこれに
限られるものではない。例えば、被収容部材ＩＮＢ及び収容凹部ＩＮＣの側面に両端が貼
り付けられ、両部材の間に形成される隙間を埋める態様で回転方向に変形自在に配設され
る被覆部材を備えても良い。この場合、正面枠６０１４を開放した状態においても、被覆
部材により被収容部材ＩＮＢ及び収容凹部ＩＮＣの間の隙間を埋めることができるので、
被覆部材によりピアノ線などの進入を防止することができる。なお、被覆部材の材料は、
何ら限定されるものでは無い。例えば、布などの繊維部材でも良いし、低弾性の樹脂部材
でも良い。
【０５５０】
　上記第６実施形態では、正面枠に被収容部材ＩＮＢが固定される場合を説明したが、必
ずしもこれに限られるものではない。例えば、内枠１２に被収容部材ＩＮＢが固定され、
正面枠６０１４側に突出し、正面枠６０１４に被収容部材ＩＮＢを受け入れる開口部が配
置されても良い。この場合、正面枠６０１４の開閉時に、被収容部材ＩＮＢが変位するこ
とを防止することができる。
【０５５１】
　上記第６実施形態では、第１板部材３１０の案内板部３１２が孔の無い板形状で構成さ
れる場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、案内板部３１２
がパンチングメタルのように複数の貫通孔を有する態様で構成されても良い。ここで、被
収容部材ＩＮＢがスピーカー等の音響装置から構成される場合に、音響装置から発生する
振動波を貫通孔伝いに第１板部材３１０及び第２板部材３２０の内部流路へ入れることが
できる。これにより、内部流路を流下する球の流下態様を、音響装置から発生する振動波
の態様により変化させることができる。例えば、スピーカーの右半分（例えば、右半分の
スピーカーユニット）から音を出す場合と、左半分から音を出す場合とで、遊技者が聞き
取れる音の違いを抑制しながら、内部流路を流下する球への影響は左右で明確に変えるこ
とができる。従って、例えば、大当たり期待度が小さな演出（例えば、大当たりになる確
率が１０％以下の演出）の際には、スピーカーの右半分から音を出し、大当たり期待度が
大きな演出（例えば、大当たりになる確率が６０％以上の演出）の際には、スピーカーの
左半分から音を出し、それ以外の演出では、スピーカーの左右両方から音を出すようにす
ることで、遊技者が聞き取れる音の違いを抑制しながら、大当たり期待度の違いと、第１
板部材３１０及び第２板部材３２０の内部流路を流下する球の流下態様とを対応付けるこ
とができる。これにより、第１板部材３１０及び第２板部材３２０の内部流路を流下する
球の流下態様に注目させることができる。
【０５５２】
　上記第６実施形態では、流下装置６３００の内部流路が上下方向に延設され、その背面
側に被収容部材ＩＮＢが配置される場合について説明したが、必ずしもこれに限られるも
のではない。例えば、流下装置６３００の内部流路がパチンコ機１０の左右方向中心位置
へ向けて水平方向に沿って延設され、その延設端においてパチンコ機１０の左右方向中心
位置付近で上下方向に延設される一方で、被収容部材ＩＮＢは、正面枠６０１４の開閉軸
付近に配設されるものとしても良い。この場合、被収容部材ＩＮＢの正面側端部の配置が
流下装置６３００に規制されることなく、内部流路の左側を越えて正面側へ張り出して配
置することができる。従って、被収容部材ＩＮＢの背面側部分は収容凹部ＩＮＣに収容さ
せながら、被収容部材ＩＮＢの正面側部分を遊技者に近い位置に配置することができる。
これにより、被収容部材ＩＮＢの前後長さが長くても、最大限対応することができると共
に、内部流路を流下する球を目出たせることができる。
【０５５３】



(78) JP 6874791 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

　上記第６実施形態では、被収容部材ＩＮＢが一箇所に配置される場合を説明したが、必
ずしもこれに限られるものではない。例えば、被収容部材ＩＮＢが正面枠６０１４の複数
箇所から内枠１２側へ突出する態様で構成されても良い。この場合、被収容部材ＩＮＢと
収容凹部ＩＮＣとによる位置決めを複数箇所で行うことができるので、正面枠６０１４と
内枠１２との位置決め精度を高めることができると共に、位置決めのみを目的として正面
枠６０１４から内枠１２側へ突出する嵌合突起の形成を省略することができる。
【０５５４】
　本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、
一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生する
まで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と
称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に
球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生
させるパチンコ機として実施してもよい。また、Ｖゾーン等の特別領域を有する入賞装置
を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチン
コ機に実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、
いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施す
るようにしても良い。
【０５５５】
　なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で
操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより
図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念とし
ては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する
表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動
表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、
所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時
の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値
を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン
、メダル等が代表例として挙げられる。
【０５５６】
　また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄
からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用
のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基
づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、
例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の
変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件と
して遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受
皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用す
れば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機と
スロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダ
ルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し
得る。
【０５５７】
　以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０５５８】
　＜所定個数の球の負荷で傾倒部材３３０を開放可能とするポイント。＞
　球を貯留可能な貯留部と、その貯留部に球を供給する供給手段と、球が通過可能な開口
として前記貯留部に形成される球排出開口と、を備える遊技機において、前記球排出開口
を球が通過することを規制する規制状態と、前記球排出開口を球が通過することを許容す
る許容状態とで状態変化可能に構成されると共に、前記規制状態から前記許容状態に状態
変化した後、所定期間内に前記球排出開口から排出される球の個数を規定範囲個数ずつに
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制限する規定球抜き手段、を備えることを特徴とする遊技機Ａ１。
【０５５９】
　パチンコ機等の遊技機において、払い出し装置から払い出された球であって、発射前の
球を上皿に貯留し、その貯留した球を球排出開口から下方へ流下可能な遊技機がある（例
えば特開２００９－０００３０９号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、
上皿からの球の排出タイミング（球の貯まり具合）により、排出される球の個数が一定で
は無いため、球抜きのタイミングに神経を使う必要があり、遊技者が遊技に集中すること
の妨げとなるという問題点があった。
【０５６０】
　これに対し、遊技機Ａ１によれば、規定球抜き手段により、遊技者が神経を使わずとも
、供給手段から払い出された球を球排出開口から規定範囲個数ずつ排出可能とされるので
、遊技者が遊技に集中し易くすることができる。
【０５６１】
　ここで、規定範囲個数とは、範囲を持った個数を意味する。例えば、規定範囲個数を１
０個以上と指定する場合、９個未満は、規定範囲個数から除かれる。例えば、規定範囲個
数を１０個以上１５個未満または２０個以上と指定する場合、９個未満および１５個以上
１９個未満は、規定範囲個数から除かれる。
【０５６２】
　なお、規定範囲個数ずつ球を排出可能な態様は、何ら限定されるものでは無い。例えば
、球排出開口の上流側に規定範囲個数の球が貯留されるまで球排出開口の球の通過を規定
球抜き手段が規制し、球排出開口の上流側に規定範囲個数の球が貯留されることに伴いそ
の規制が自動で解除される態様でも良いし、遊技者が規定球抜き手段を操作した際に規定
範囲個数の球が球排出開口の上流側に配置されているか否かにより規定球抜き手段の挙動
が変化する態様でも良い。
【０５６３】
　なお、貯留部の態様は何ら限定されるものでは無い。例えば、払出装置から球が供給さ
れる上皿でも良いし、千両箱の真上に配置される下皿でも良いし、上皿と下皿との間に配
置される第３の皿でも良い。
【０５６４】
　遊技機Ａ１において、前記規定球抜き手段は、前記球排出開口の上流側に配置され前記
規定球抜き手段により流下を規制される球である被規制球の個数が規定範囲個数となった
後で、許容状態に状態変化可能とされることを特徴とする遊技機Ａ２。
【０５６５】
　遊技機Ａ２によれば、遊技機Ａ１の奏する効果に加え、球排出開口を球が通過可能か、
通過不可能かを切り替える規定球抜き手段が、規制状態から許容状態へ切り替えられる際
には、規定球抜き手段により規定範囲個数の被規制球が球排出開口の上流側に滞留してい
ることとなるので、規定球抜き手段が許容状態へ切り替えられることに伴い、球排出開口
の上流側に滞留していた被規制球を一度に排出することができる。これにより、規定球抜
き手段が許容状態とされた場合に、不十分な量（規定範囲個数未満の量）の球が球排出手
段から排出されるという不具合を防止することができる。
【０５６６】
　遊技機Ａ２において、前記貯留部に供給された球を発射装置に案内する発射供給口を備
え、前記規定球抜き手段は、前記発射供給口よりも上流側に配置され、前記被規制球から
与えられる負荷であって、前記発射供給口の逆側に貯留される球から生じる負荷により、
前記許容状態へ切り替えられることを特徴とする遊技機Ａ３。
【０５６７】
　遊技機Ａ３によれば、遊技機Ａ２の奏する効果に加え、貯留部に供給される球からの負
荷で規定球抜き手段の状態が切り替えられることから遊技者の操作を不要とできる（自動
開放にできる）ので、手動で球を排出する煩わしさから遊技者を開放できると共に、その
負荷が発射供給口の逆側に貯留される球から生じる負荷により規定球抜き手段の状態が切
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り替えられることから、規定範囲個数の球が溜まる前に発射供給口へ向けて流下する球か
らの負荷で規定球抜き手段の状態が切り替えられる不具合を防止することができる。
【０５６８】
　遊技機Ａ２又はＡ３において、前記規定球抜き手段は、前記貯留部に貯留される球から
与えられる負荷により変位すると共に、変位前の状態において前記規定球抜き手段を前記
規制状態へ維持する方向の負荷を生じる解除手段を備え、その解除手段の変位は、前記球
排出開口から球が排出されている間維持されることを特徴とする遊技機Ａ４。
【０５６９】
　遊技機Ａ４によれば、遊技機Ａ２又はＡ３の奏する効果に加え、球排出開口から球が排
出されている間、解除手段の所定量の変位が維持されるので、規定球抜き手段上流から球
排出開口へ球が流入する速度を整えることをしなくとも、途中で解除手段の変位が解消さ
れることを防止することができる。
【０５７０】
　遊技機Ａ４において、前記解除手段は、所定の軸を中心とした回転により変位され、前
記規定球抜き手段の前記規制状態において球が前記解除手段に当接する場合に比較して、
前記規定球抜き手段の前記許容状態において球が前記解除手段に当接する場合の方が、球
と前記解除手段との当接位置が前記所定の軸から遠くに設定されることを特徴とする遊技
機Ａ５。
【０５７１】
　遊技機Ａ５によれば、遊技機Ａ４の奏する効果に加え、球の負荷による解除手段の変位
し易さを、規定球抜き手段の状態により変化さえることができる。即ち、規定球抜き手段
の規制状態では球は回転軸に近い位置で解除手段と当接することから、球から負荷を受け
た場合に解除手段が姿勢を維持し易くされる一方、規定球抜き手段の許容状態では、規制
状態の時に比較して回転軸から遠い位置で球と解除手段とが当接することから、同じ負荷
を球から受けたとしても、解除手段を変位させやすくすることができる。
【０５７２】
　これにより、球の流下により解除手段に継続的に負荷がかけられる場合に、解除手段の
変位前は、解除手段は、そのままの姿勢を維持し易くなり、解除手段の変位後は、解除手
段は、変位後の姿勢を維持し易くなる。即ち、変位前後の状態を安定化させることができ
る。
【０５７３】
　遊技機Ａ４又はＡ５において、前記規定球抜き手段は前記貯留部の底面に形成され、前
記解除手段は、前記規定球抜き手段の上流側端部であって、前記規定球抜き手段を基準と
して前記供給手段の反対側に配設されることを特徴とする遊技機Ａ６。
【０５７４】
　遊技機Ａ６によれば、遊技機Ａ４又はＡ５の奏する効果に加え、供給手段から供給され
た球が規定球抜き手段の上を通過した後で解除手段に到達する条件のもとで、解除手段が
規定球抜き手段の上流側端部に配置されることから、解除手段に球が負荷をかける前に規
定球抜き手段の上面を球で埋め尽くし易くすることができる。従って、規定球抜き手段を
、球の流下を規制するか許容するかを切り替える切り替え手段と、球に埋め尽くされる貯
留領域を確保する手段とで兼用することができる。
【０５７５】
　遊技機Ａ４からＡ６のいずれかにおいて、前記貯留部に供給された球に干渉すると共に
前記解除手段に球が至る経路を制限する干渉手段を備えることを特徴とする遊技機Ａ７。
【０５７６】
　遊技機Ａ７によれば、遊技機Ａ４からＡ６のいずれかの奏する効果に加え、球が解除手
段へ至る経路を制限することができる。
【０５７７】
　干渉手段の態様は何ら限定されるものでは無い。例えば、貯留部の底面の高さの違いに
より形成される段差でも良いし、貯留部の内部を仕切る仕切板でも良い。
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【０５７８】
　なお、球が解除手段に流入する経路は、規定球抜き手段に球が乗る経路でも良いし、規
定球抜き手段に球が乗らない経路でも良い。
【０５７９】
　遊技機Ａ７において、前記干渉手段は、前記規定球抜き手段に配設されることを特徴と
する遊技機Ａ８。
【０５８０】
　遊技機Ａ８によれば、遊技機Ａ７の奏する効果に加え、用途の兼用により部材個数を削
減することができる。なお、干渉手段は、規定球抜き手段のどの部分に配設されても良い
。
【０５８１】
　遊技機Ａ８において、前記干渉手段は、前記規定球抜き手段の、前記供給手段側の端部
に配設され、前記解除手段は、前記規定球抜き手段を基準として前記供給手段の反対側に
配設されることを特徴とする遊技機Ａ９。
【０５８２】
　遊技機Ａ９によれば、遊技機Ａ８の奏する効果に加え、供給手段から供給された球が規
定球抜き手段に乗り上げる前に球の経路を規制することができるので、予期せず球が規定
球抜き手段に乗り上げることを防止することができると共に、規定球抜き手段を通過した
球が解除手段に到達するという条件の下で規定球抜き手段に球が乗り上げることを防止す
ることができるので、供給手段から供給された球が解除手段に到達する可能性を低減する
ことができる。
【０５８３】
　遊技機Ａ４からＡ９のいずれかにおいて、前記解除手段は、前記貯留部の内壁の外方に
配設され、前記干渉手段は、前記貯留部の内壁から前記解除手段へ向けて延設される延設
部を備えることを特徴とする遊技機Ａ１０。
【０５８４】
　遊技機Ａ１０によれば、遊技機Ａ４からＡ９のいずれかの奏する効果に加え、貯留部の
内壁に沿って転動する球が、貯留部の内壁に沿ったままの勢いで解除手段に当接し、負荷
をかけることを防止することができる。
【０５８５】
　なお、延設部としては、例えば、解除手段の横に配設される部分や、解除手段の上に配
設される部分が例示される。解除手段の上に配設される場合、遊技者が貯留部に供給した
球が解除手段へ向かうことを抑制することができる。
【０５８６】
　遊技機Ａ１０において、前記解除手段の面であって球と当接する当接面と、前記貯留部
の内壁との間隔が、球の半径以上とされることを特徴とする遊技機Ａ１１。
【０５８７】
　遊技機Ａ１１によれば、遊技機Ａ１０の奏する効果に加え、当接面に当接する球と、内
壁に沿って転動する球とが衝突した際に、当接面と当接する球へ与えられる負荷が解除手
段へ向かう方向となるので、衝突により当接面と当接している球が解除手段から遠ざかる
方向に押しのけられることを防止することができる。
【０５８８】
　遊技機Ａ４からＡ１１において、前記解除手段に隣設されると共に前記解除手段を囲う
囲い壁部を備え、その囲い壁部は、前記貯留部内側の端部が、前記解除手段へ近づくほど
上昇傾斜する形状から形成されることを特徴とする遊技機Ａ１２。
【０５８９】
　遊技機Ａ１２によれば、遊技機Ａ４からＡ１１のいずれかの奏する効果に加え、囲い壁
部の形状により、貯留部から解除手段へ向けて流下し解除手段へ近づく球の速度方向を、
上方へ向く方向に切り替えることができる。これにより、その球が解除手段に到達する前
に、球の速度の水平方向成分を低減させることができる。
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【０５９０】
　遊技機Ａ１からＡ１２のいずれかにおいて、前記貯留部は、前記供給手段から払い出さ
れた球の着地点と前記発射供給口との間に延設される溝である受け入れ溝を備え、前記供
給手段から払い出された球は、前記受け入れ溝が満たされるまでは前記受け入れ溝に流入
することを特徴とする遊技機Ａ１３。
【０５９１】
　遊技機Ａ１３によれば、遊技機Ａ１からＡ１２のいずれかの奏する効果に加え、供給手
段から払い出された球は、受け入れ溝が満たされるまでは受け入れ溝に流入するので、受
け入れ溝が十分な数量の球で満たされる態様とすることにより、供給手段から払い出され
た球が受け入れ溝に流入するか否かにより貯留部に貯留された球が十分な数量を越えてい
るのか否かを目視で容易に把握することができる。これにより、貯留部に球を供給するタ
イミングを容易に予想することができるので、貯留部の球数に気を使うことなく、遊技に
集中することができる。
【０５９２】
　遊技機Ａ１３において、前記受け入れ溝は、深さが球の半径以上であって、幅が球の直
径と同程度に設定されることを特徴とする遊技機Ａ１４。
【０５９３】
　遊技機Ａ１４によれば、遊技機Ａ１３の奏する効果に加え、受け入れ溝の深さが球の半
径以上であることから、一度受け入れ溝に流入した球を受け入れ溝に維持し易くでき、受
け入れ溝の幅が球の直径と同程度に設定されることから、受け入れ溝に流入した球を一列
に並べることができる。従って、受け入れ溝の球の保持力向上と、受け入れ溝に保持され
る球の数ズレの防止とを図ることができる。
【０５９４】
　遊技機Ａ１４において、前記受け入れ溝は、溝深さが、球の直径以下とされることを特
徴とする遊技機Ａ１５。
【０５９５】
　遊技機Ａ１５によれば、遊技機Ａ１４の奏する効果に加え、受け入れ溝が球で満たされ
た状態で、受け入れ溝に球が着地した場合であっても、受け入れ溝の溝深さが球の直径以
下とされるので、後から着地した球を受け入れ溝の外方へ流すことができる。
【０５９６】
　＜最大排出流量を変化させる＞
　球を貯留可能な貯留部と、その貯留部に球を供給する供給手段と、球が通過可能な開口
として前記貯留部に形成される球排出開口と、を備える遊技機において、所定期間に球排
出開口を通過する球の最大個数としての最大排出流量を変化可能な流量変化手段を備える
ことを特徴とする遊技機Ｂ１。
【０５９７】
　パチンコ機等の遊技機において、払い出し装置から払い出された球であって、発射前の
球を上皿に貯留し、その貯留した球を球排出開口から遊技機外へ流下可能な遊技機がある
（例えば特開２００９－０００３０９号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機で
は、遊技の途中で球排出開口から球を排出する操作を行うので、遊技に集中する余り、閉
じるタイミングが遅れ、球を排出しすぎることがあるという問題点があった。この場合、
上皿から排出した球を再度上皿に戻すという、無意味な行為を行うことにつながり、遊技
者の不満の原因となっていた。
【０５９８】
　これに対し、遊技機Ｂ１によれば、流量変化手段により最大排出流量を変化させること
ができるので、予め最大排出流量を抑制しておくことにより、球排出開口を閉じるタイミ
ングが遅れたとしても球排出開口から球が排出されすぎることを防止できる。従って、遊
技者が、排出された球を無意味に上皿に戻す行為をすることを不要とでき、遊技者が遊技
に集中し易くすることができる。
【０５９９】



(83) JP 6874791 B2 2021.5.19

10

20

30

40

50

　なお、最大排出流量とは、重力の作用で球が流下する前提の元で球が流下する時に生じ
得る最大流量のことを意味する。最大排出流量を変化させる方法としては、例えば、球が
通過する領域の広さを変える方法や、球が転動する転動面の傾斜角度を変化させることに
より球の流下速度を変化させる方法等が例示される。
【０６００】
　遊技機Ｂ１において、前記流量変化手段は、前記球排出開口を球が通過することを規制
する規制状態と、前記球排出開口を球が通過することを許容する許容状態とで状態変化可
能とされる規制手段と、その規制手段を前記規制状態に復帰させるための負荷を生じる維
持手段と、を備えることを特徴とする遊技機Ｂ２。
【０６０１】
　遊技機Ｂ２によれば、遊技機Ｂ１の奏する効果に加え、維持手段により規制手段が規制
状態に戻り易くなるので、球排出開口からの球の過排出を防止し易くすることができる。
【０６０２】
　なお、維持手段は力を発生する手段として構成されても良い。維持手段から発生する力
としては、規制手段の変位量に比例する弾性的な負荷や、規制手段が許容状態へ変化する
際に上昇する態様とされる場合における重力などが例示される。
【０６０３】
　また、維持手段から発生する力が弾性的な負荷である場合には、規制手段の規制状態か
らの状態変化の程度が大きい程、維持手段から発生する力が大きくなるので、規制手段を
規制状態に復帰させ易くすることができる。
【０６０４】
　遊技機Ｂ２において、前記流量変化手段は、前記規制手段よりも上流側に配置され、前
記規制手段に到達する球の経路を変化可能な経路変化手段を備えることを特徴とする遊技
機Ｂ３。
【０６０５】
　遊技機Ｂ３によれば、遊技機Ｂ２の奏する効果に加え、経路変化手段により、規制手段
が状態変化する際に規制手段に到達する球の経路が変化され、規制手段を越えて球排出開
口に到達する球の流下経路が変化することにより、球数が変化するので、規制手段の許容
状態へのなり始めに球排出開口を通って排出される球の個数を変化させることができる。
これにより、手動で球排出開口を開く場合のように、開き具合を遊技者が球排出開口の開
放時に調整することを不要とできる。
【０６０６】
　遊技機Ｂ３において、前記経路変化手段は、前記経路変化手段により規制手段に到達す
る球の経路が変化されることに伴って前記規制手段に流下を規制される球の配置を上流側
に変化させることを特徴とする遊技機Ｂ４。
【０６０７】
　遊技機Ｂ４によれば、遊技機Ｂ３の奏する効果に加え、規制手段に到達する球の経路が
変化されるほど規制手段の状態変化により排出される球の配置を上流側に変化させること
ができるので、規制手段に到達する球を絞ることで、上皿に貯留される球の個数（球排出
開口の下流側の個数）を増加させることができる。
【０６０８】
　遊技機Ｂ１からＢ４のいずれかにおいて、前記流量変化手段は、前記球排出開口の上端
位置よりも下流側に配設されることを特徴とする遊技機Ｂ５。
【０６０９】
　遊技機Ｂ５によれば、遊技機Ｂ１からＢ４のいずれかの奏する効果に加え、流量変化手
段が球排出開口の上端位置よりも下流側に配設されることにより、球排出開口の下流側に
滞留する球が、どの程度の量、どの程度の流速で排出されるかを変化させることができる
。そのため、球排出開口の広さは固定した状態で、球排出開口から排出される球の流下態
様を変化させることができる。
【０６１０】
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　遊技機Ｂ２からＢ５のいずれかにおいて、前記規制手段は、前記球排出開口を通過しよ
うとする球が所定の基準よりも少なくなることに伴い、規制状態に状態変化することを特
徴とする遊技機Ｂ６。
【０６１１】
　遊技機Ｂ６によれば、遊技機Ｂ２からＢ５のいずれかの奏する効果に加え、球排出開口
を通過しようとする球が所定の基準から外れることに伴い規制手段が規制状態に状態変化
するので、規制手段を許容状態としたまま放置した場合であっても、そのまま規制手段が
許容状態を維持することを防止することができるので、貯留部から必要以上の球が排出さ
れることを防止することができる。
【０６１２】
　また、規制手段が自動で規制状態に状態変化するので、規制手段の状態を手動で切り替
える場合のように、球を球排出開口から排出するタイミングを見計らう必要が無いので、
遊技者が遊技に集中できる。
【０６１３】
　加えて、排出流量を基準として規制手段が規制状態に状態変化するので、所定間隔で規
制手段が状態変化したり、所定個数の排出で規制手段が状態変化したりする場合に比較し
て、特に所定流量の払い出しが継続して行われる場合において、規制手段の状態を切り替
える回数を少なくすることができる。従って、遊技者が規制手段の状態に気を使う必要が
無いので、遊技者が遊技に集中できる。
【０６１４】
　遊技機Ｂ２からＢ６のいずれかにおいて、前記規制手段が前記許容状態の場合に比較し
て、前記規制状態の場合に、前記規制手段に与える摩擦力が大きくなる復帰減速手段を備
えることを特徴とする遊技機Ｂ７。
【０６１５】
　遊技機Ｂ７によれば、遊技機Ｂ２からＢ６のいずれかの奏する効果に加え、規制手段が
規制状態から状態変化する際に大きな摩擦力を生じることができるので、規制手段の規制
状態からの状態変化開始時の動作速度を遅くすることができる。これにより、規制手段が
早期に規制状態へ復帰することにより、球の排出途中で規制手段が規制状態となることを
防止することができる。
【０６１６】
　遊技機Ｂ１からＢ７のいずれかにおいて、前記貯留部は、前記供給手段から払い出され
た球の着地点と、その供給手段から貯留部に供給された球を発射装置に案内する発射供給
口との間に延設される溝である受け入れ溝を備え、前記供給手段から払い出された球は、
前記受け入れ溝が満たされるまでは前記受け入れ溝に流入することを特徴とする遊技機Ｂ
８。
【０６１７】
　遊技機Ｂ８によれば、遊技機Ｂ１からＢ７のいずれかの奏する効果に加え、供給手段か
ら払い出された球は、受け入れ溝が満たされるまでは受け入れ溝に流入するので、受け入
れ溝が十分な数量の球で満たされる態様とすることにより、供給手段から払い出された球
が受け入れ溝に流入するか否かにより貯留部に貯留された球が十分な数量を越えているの
か否かを目視で容易に把握することができる。これにより、貯留部に球を供給するタイミ
ングを容易に予想することができるので、貯留部の球数に気を使うことなく、遊技に集中
することができる。
【０６１８】
　遊技機Ｂ８において、前記受け入れ溝は、深さが球の半径以上であって、幅が球の直径
と同程度に設定されることを特徴とする遊技機Ｂ９。
【０６１９】
　遊技機Ｂ９によれば、遊技機Ｂ８の奏する効果に加え、受け入れ溝の深さが球の半径以
上であることから、一度受け入れ溝に流入した球を受け入れ溝に維持し易くでき、受け入
れ溝の幅が球の直径と同程度に設定されることから、受け入れ溝に流入した球を一列に並
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べることができる。従って、受け入れ溝の球の保持力向上と、受け入れ溝に保持される球
の数ズレの防止とを図ることができる。
【０６２０】
　遊技機Ｂ９において、前記受け入れ溝は、溝深さが、球の直径以下とされることを特徴
とする遊技機Ｂ１０。
【０６２１】
　遊技機Ｂ１０によれば、遊技機Ｂ９の奏する効果に加え、受け入れ溝が球で満たされた
状態で、受け入れ溝に球が着地した場合であっても、受け入れ溝の溝深さが球の直径以下
とされるので、後から着地した球を受け入れ溝の外方へ流すことができる。
【０６２２】
　遊技機Ｂ３からＢ１０のいずれかにおいて、前記流量変化手段は、前記球排出開口を球
が通過することを規制する規制状態と、前記球排出開口を球が通過することを許容する許
容状態とで状態変化可能とされる規制手段と、その規制手段を前記規制状態に復帰させる
ための負荷を生じる維持手段と、前記規制手段よりも上流側に配置され、前記規制手段に
到達する球の経路を変化可能な経路変化手段と、を備え、前記規制手段は、前記許容状態
において球を一の方向に沿って流下させるものであることを特徴とする遊技機Ｂ１１。
【０６２３】
　遊技機Ｂ１１によれば、遊技機Ｂ３からＢ１０のいずれかの奏する効果に加え、球排出
開口を通過する球が複数の方向から流下する場合（例えば、円形孔の中心から延びる放射
線に沿って球が球排出開口に向かう場合）に比較して、球が一の方向に沿って流下するの
で、球排出開口の開口広さが狭められた場合であっても、球同士がぶつかる等により球詰
まりが生じることを防止することができる。
【０６２４】
　＜正面枠と内枠とを連通する収容部に被収容部材を配置するポイント。＞
　球を貯留可能な貯留部と、その貯留部に球を供給する供給手段と、球が通過可能な開口
として前記貯留部に形成される球排出開口と、を備える遊技機において、前記球排出開口
を通過した球が流下可能な球流路を備え、その球流路の前記供給手段側に、所定の構造物
を収容可能な収容部が形成されることを特徴とする遊技機Ｃ１。
【０６２５】
　パチンコ機等の遊技機において、払い出し装置から払い出された球であって、発射前の
球を上皿に貯留し、上皿が満タンになった後は払い出された球を下皿への誘導路へ落下さ
せる上皿オーバーフロー装置を備える遊技機がある（例えば特開２００１－０８７５１８
号公報を参照）。しかし、上述した従来の遊技機では、下皿への誘導路が遊技盤の下方に
おいて、遊技盤の厚み範囲内に形成されており、下皿への誘導路が遊技盤の下方における
内部空間を分断するので、その前後の空間を別々の空間として利用することに留まり、遊
技盤の下方における内部空間を連続的な空間として利用することができないという問題点
があった。
【０６２６】
　これに対し、遊技機Ｃ１によれば、貯留部に形成される球排出開口を通過した球が流下
可能な球流路を備え、その球排出流路の供給手段側に所定の構造物を収容可能な収容部が
形成されることから、遊技盤の厚み範囲よりも正面側に、球を排出する流路を配置するこ
とができると共に、その流路の供給手段側（遊技盤側、背面側）の領域を収容部として有
効利用することができる。
【０６２７】
　なお、所定の構造物の態様は、何ら限定されるものでは無く、種々の態様が例示される
。例えば、音響装置でも良いし、遊技者が操作する操作ボタンの構造の一部でも良いし、
配線でも良いし、可動役物やモータなどの駆動装置の一部でも良いし、制御基板を収容す
る基板ボックスでも良い。
【０６２８】
　なお、所定の構造物を収容する収容部が、従来機において下皿が配置される領域を埋め
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ることになる場合は、下皿の形成を省略し、球流路から排出された球がそのまま千両箱に
供給される態様とすることが好ましい。
【０６２９】
　なお、貯留部に球を供給する手段としては、種々の態様が例示される。例えば、払出装
置の動作により球を供給する開口としての供給開口や、正面枠の正面側で、鉛直方向に球
を落下させて貯留部に球を供給する経路を持つ手段（所謂「パーソナルシステム」）でも
良い。
【０６３０】
　遊技機Ｃ１において、前記貯留部が配設される第１部材と、その第１部材と対向配置さ
れる第２部材と、を備え、前記収容部は、前記第１部材および第２部材の内部を連通して
形成されることを特徴とする遊技機Ｃ２。
【０６３１】
　遊技機Ｃ２によれば、遊技機Ｃ１の奏する効果に加え、所定の構造物を収容可能な収容
部は、第１部材の内部だけでなく、第１部材および第２部材の内部を連通して形成される
ので、第１部材の寸法（例えば、前後幅）以上の寸法で収容部を形成することができる。
これにより、所定の構造物を収容する収容部を大きく確保することができる。
【０６３２】
　なお、第２部材の内部における所定の構造物を収容する収容部の形成態様は何ら限定さ
れるものでは無い。例えば、第２部材に凹設される凹部と第１部材とで囲まれる空間とし
て形成されても良いし、第２部材に第１部材および第２部材を結ぶ方向に貫通する貫通孔
が形成され、その貫通孔に囲まれる空間（第１部材と対向する側の反対側が開放された空
間）として形成されても良い。
【０６３３】
　遊技機Ｃ２において、前記第１部材および第２部材を開閉可能に軸支する軸支手段を備
え、前記収容部は、前記第１部材および第２部材の軸径方向長さの中間位置よりも前記軸
支手段に近接する側に配置されることを特徴とする遊技機Ｃ３。
【０６３４】
　遊技機Ｃ３によれば、遊技機Ｃ２の奏する効果に加え、所定の構造物を収容可能な収容
部が軸支手段に近接する側に配置されるので、第１部材および第２部材を開放して作業者
が作業を行う際に、所定の構造物が作業者の遊技機への進入経路に入り、作業者の作業の
邪魔となることを防ぐことができる。
【０６３５】
　また、軸支手段から所定の構造物までの距離を短縮できることに伴い、所定の構造物に
通す配線の配線長さを短縮することができる。これにより、配線の材料コストを削減する
ことができる。
【０６３６】
　また、第１部材または第２部材の一方に所定の構造物が固定され、他方に受け入れ空間
が形成される場合において、所定の構造物が軸径方外側に配置される場合よりも、第１部
材および第２部材の開閉動作時における所定の構造物の変位量を小さくすることができる
ので、受け入れ空間の大きさに対して許容される所定の構造物の大きさを、最大限確保す
ることができる。換言すれば、同じ大きさの所定の構造物を収容するために必要となる受
け入れ空間の大きさを、受け入れ空間が軸径方向外側に配置される場合に比較して、小さ
くすることができる。これにより、遊技機の内部の限定された大きさの空間を最大限大き
な収容部として利用することができる。
【０６３７】
　遊技機Ｃ３において、前記所定の構造物は、前記第１部材または第２部材の一方に固定
され、前記第１部材または第２部材の他方は、前記所定の構造物を収容可能に凹設される
収容凹設部を備え、その収容凹設部は、前記第１部材および第２部材の開閉動作時の前記
所定の構造物の移動軌跡に沿った内形で形成されることを特徴とする遊技機Ｃ４。
【０６３８】
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　遊技機Ｃ４によれば、遊技機Ｃ３の奏する効果に加え、所定の構造物の移動軌跡に沿っ
た内形で収容凹設部が形成されることに伴い、第１部材および第２部材の開閉動作時に収
容凹設部の内側面に沿って所定の構造物が移動するので、第１部材および第２部材の閉鎖
時において第１部材と第２部材との間に形成される隙間があったとしても、開閉時にその
隙間を埋める態様で第１部材および第２部材を動作させることができる。
【０６３９】
　従って、第１部材と第２部材との間に形成される隙間に不正な基板が隠されることを防
止することができる。また、第１部材と第２部材との間に形成される隙間に不正な基板が
隠されたとしても、第１部材および第２部材の開閉時にその隙間を埋める態様で第１部材
または第２部材が動作するため、動作時に不正な基板と衝突させることができ、不正な基
板が隠されていることに気付くことができる。
【０６４０】
　遊技機Ｃ３又はＣ４において、前記収容部は、遊技領域を構成する遊技盤の下方に配置
されることを特徴とする遊技機Ｃ５。
【０６４１】
　遊技機Ｃ５によれば、遊技機Ｃ３又はＣ４の奏する効果に加え、所定の構造物が収容さ
れる収容部が遊技盤の下方に配置されるので、収容部に所定の構造物を配置することによ
り、遊技機の開閉軸側下端部からの進入経路を塞ぐことができる。これにより、ピアノ線
等の細線を遊技機の開閉軸側下端部から進入させ、不正の利益を得ようとする不正行為を
抑制することができる。
【０６４２】
　また、収容部が開閉軸付近に配置される場合、第１部材の変位に対する所定の構造物の
変位量が抑えられることから、第１部材の変位後においても進入経路を塞ぐことができる
。
【０６４３】
　遊技機Ａ１からＡ１５，Ｂ１からＢ１１，Ｃ１からＣ５のいずれかにおいて、前記遊技
機はスロットマシンであることを特徴とする遊技機Ｚ１。中でも、スロットマシンの基本
構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定
表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識
別情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或
いは、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定
識別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発
生させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン
、メダル等が代表例として挙げられる。
【０６４４】
　遊技機Ａ１からＡ１５，Ｂ１からＢ１１，Ｃ１からＣ５のいずれかにおいて、前記遊技
機はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機Ｚ２。中でも、パチンコ遊技機の基本
構成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域
へ発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）
することを必要条件として、表示手段において動的表示されている識別情報が所定時間後
に確定停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所
定の位置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可
能とし、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれる
データ等も含む）が付与されるものが挙げられる。
【０６４５】
　遊技機Ａ１からＡ１５，Ｂ１からＢ１１，Ｃ１からＣ５のいずれかにおいて、前記遊技
機はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機
Ｚ３。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情
報列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（
例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例え
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ばストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報
の動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件
として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技
媒体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を
必要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成されている
遊技機」となる。
　＜その他＞
　ここで、パチンコ機等の遊技機において、払い出し装置から払い出された球であって、
発射前の球を上皿に貯留し、その貯留した球を球排出開口から下方へ流下可能な遊技機が
ある（例えば、特許文献１：特開２００９－０００３０９号公報）。
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、球の貯留部からの排出態様に改良の余地が
あるという問題点があった。
　本技術的思想は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、貯留部か
らの球の排出態様の良好な遊技機を提供することを目的とする。
　＜手段＞
　この目的を達成するために技術的思想１の遊技機は、球を貯留可能な貯留部と、その貯
留部に球を供給する供給手段と、球が通過可能な開口として前記貯留部に形成される球排
出開口と、を備える遊技機において、前記球排出開口を球が通過することを規制する規制
状態と、前記球排出開口を球が通過することを許容する許容状態とで状態変化可能に構成
されると共に、前記規制状態から前記許容状態に状態変化した後、所定期間内に前記球排
出開口から排出される球の個数を規定範囲個数ずつに制限する規定球抜き手段、を備える
。
　技術的思想２の遊技機は、技術的思想１記載の遊技機において、前記規定球抜き手段は
、前記球排出開口の上流側に配置され前記規定球抜き手段により流下を規制される球であ
る被規制球の個数が規定範囲個数となった後で、許容状態に状態変化可能とされる。
　技術的思想３の遊技機は、技術的思想２記載の遊技機において、前記貯留部に供給され
た球を発射装置に案内する発射供給口を備え、前記規定球抜き手段は、前記発射供給口よ
りも上流側に配置され、前記被規制球から与えられる負荷であって、前記発射供給口の逆
側に貯留される球から生じる負荷により、前記許容状態へ切り替えられる。
　＜効果＞
　技術的思想１記載の遊技機によれば、貯留部からの球の排出態様を良好にすることがで
きる。
　技術的思想２記載の遊技機によれば、技術的思想１記載の遊技機の奏する効果に加え、
規制手段により貯留部からの球の排出態様を良好にすることができる。
　技術的思想３記載の遊技機によれば、技術的思想２記載の遊技機の奏する効果に加え、
規制手段の状態変化を、発射供給口に十分な個数の球が供給されてから生じさせることが
できる。
【符号の説明】
【０６４６】
１０　　　　　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
１２　　　　　　　　　　　内枠（第２部材）
１３　　　　　　　　　　　遊技盤
１７，２０１７　　　　　　上皿（貯留部）
１７ａ　　　　　　　　　　開口部（球排出開口）
１７ａ１　　　　　　　　　球案内天面（延設部の一部）
１７ａ２　　　　　　　　　球被覆面（延設部の一部）
１７ｄ　　　　　　　　　　発射球貯留領域（受け入れ溝の一部）
１７ｅ　　　　　　　　　　橋渡し球貯留領域（受け入れ溝の一部）
１７ｆ　　　　　　　　　　後追い球貯留領域（干渉手段の一部）
１７ｆ１　　　　　　　　　湾曲部（囲い壁部の一部）
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１７ｇ　　　　　　　　　　供給開口（供給手段の一部）
１７ｋ　　　　　　　　　　発射供給口
１９　　　　　　　　　　　ヒンジ（軸支手段の一部）
９３　　　　　　　　　　　払出ユニット（払い出し装置）
１１２ａ　　　　　　　　　球発射ユニット（発射装置）
３１０　　　　　　　　　　第１板部材（球流路の一部）
３２０　　　　　　　　　　第２板部材（球流路の一部）
３３０　　　　　　　　　　傾倒部材（規定球抜き手段の一部、流量変化手段の一部、規
制手段）
３３１ｂ　　　　　　　　　上底板部（干渉手段の一部）
３３１ｄ　　　　　　　　　湾曲部（干渉手段の一部）
３３４　　　　　　　　　　弾性バネ（流量変化手段の一部、維持手段）
３４０　　　　　　　　　　解除部材（規定球抜き手段の一部、解除手段、流量変化手段
の一部）
３４１　　　　　　　　　　軸棒部（所定の軸）
２０１７ｈ　　　　　　　　延設溝（受け入れ溝の一部）
２３５０　　　　　　　　　移動部材（流量変化手段の一部）
２３５１　　　　　　　　　第１遮蔽板（流量変化手段の一部、経路変化手段の一部、変
位閉鎖手段の一部）
２３５２　　　　　　　　　第２遮蔽板（流量変化手段の一部、経路変化手段の一部、変
位閉鎖手段の一部）
２３５３　　　　　　　　　規制板（流量変化手段の一部）
５１０　　　　　　　　　　昇降部材（干渉手段の一部）
４３３０，５３３０　　　　傾倒部材（規定球抜き手段の一部、流量変化手段の一部、規
制手段）
６０１４　　　　　　　　　正面枠（第１部材）
ＩＮＢ　　　　　　　　　　被収容部材（所定の構造物の一部）
ＩＮＣ　　　　　　　　　　収容凹部（収容部の一部、収容凹設部の一部）
Ｐ１　　　　　　　　　　　球（被規制球の一部）
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